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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８０回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年４月２日（木）
１３：４５～１６：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．直轄事業負担金に関するヒアリング

　２．国土交通省からのヒアリング（直轄事業負担金、第１次勧告のフォローアップ等）

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　 長野県知事提出資料 [PDF:133KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　資料２　 木下敏之行政経営研究所代表提出資料 [PDF:75KB]

　　資料３　 国土交通省提出資料 [PDF:1,080KB]

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　　（１／２） [PDF:527KB]　　　　　（２／２） [PDF:559KB]

 
　　資料４　 露木委員提出資料 [PDF:386KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
 
 

 
 
 
 

ページの先頭へ 　　 

 
委員会開催状況へ戻る
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http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai80/80shiryou1.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai80/80shiryou2.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai80/80shiryou3.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai80/80shiryou4.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai80/80shiryou5.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai80/80shiryou6.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/kaisai-index.html


 
 

 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８１回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年４月１５日（水）
１５：３０～１７：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．義務付け・枠付けの見直しに関するヒアリング

　２．行政委員会に関するヒアリング

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　 義務付け・枠付けの見直しに関するヒアリング関連資料　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　資料１－１ 文部科学省提出資料 [PDF:431KB]　　　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　資料１－２ 農林水産省提出資料 [PDF:765KB]　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　　（ 1/ 2） [PDF:414KB] （ 2/ 2） [PDF:224KB] 　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　資料１－３ 国土交通省提出資料 [PDF:500KB]　　　　　　　　　　　　
　

　　資料２　 総務省提出資料 [PDF:552KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　資料３　 猪瀬委員提出資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　資料３－１ 猪瀬委員提出資料１ [PDF:344KB]　　　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　資料３－２ 猪瀬委員提出資料２ [PDF:149KB]　　　　　　　　　　

　　資料４　 井伊委員提出資料 [PDF:103KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

 
 

 
 
 
 

ページの先頭へ 　　 

 
委員会開催状況へ戻る
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http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou1.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou2.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou3.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou4.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou5.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou6.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou7.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou8.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai81/81shiryou9.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/kaisai-index.html


 
 

 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８２回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年４月２４日（金）
１６：００～１７：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．国直轄事業負担金に関する意見（案）について

　２．国土交通省ヒアリング（出先機関改革に対応した合同庁舎の整備方針について）

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　 国直轄事業負担金に関する意見（案） [PDF:129KB]　　　　　　　　　　　

　　資料２　 国土交通省提出資料 [PDF:332KB]　　　　　　　　

　　資料３　 井伊委員提出資料 [PDF:145KB]　　　　　　　　

　　資料４　 猪瀬委員提出資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　資料４－１ 猪瀬委員提出資料１ [PDF:191KB]　　　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　資料４－２ 猪瀬委員提出資料２ [PDF:245KB]　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　資料４－３ 猪瀬委員提出資料３ [PDF:49KB]　　　　　　　　　　
 
 

〔配布資料〕

　配布資料１ 総務省提出資料〔第71回委員会での質問関連〕 [PDF:376KB]

　配布資料２ 全農林提出資料〔第78回委員会での質問関連〕 [PDF:360KB]

　配布資料３ 当委員会に対する各団体からの主な要望事項等 [PDF:146KB]

 
 

 
 
 
 

ページの先頭へ 　　 

 
委員会開催状況へ戻る
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http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou1.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou2.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou3.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou4.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou5.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou9.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou6.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou7.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai82/82shiryou8.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/kaisai-index.html
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８３回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年５月１４日（木）
１３：４５～１５：１５
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．税財政について

　２．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　 税財政関係資料（事務局作成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　 資料１－１ [PDF:251KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　 資料１－２ [PDF:180KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　 資料１－３ [PDF:337KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　 資料１－４ [PDF:203KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

 
　　資料２　 猪瀬委員提出資料 [PDF:509KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上配布資料 丹羽委員長席上配布資料 [PDF:12KB]　　　　　　　　　　　　　
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８４回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年５月２０日（水）
１４：４５～１６：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．税財政に関するヒアリング

　２．行政委員会に関するヒアリング

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　 土居丈朗慶應義塾大学教授提出資料 [PDF:199KB]　　　　　　　　　　　　　

　　資料２　 総務省提出資料 [PDF:552KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
 
 
 

ページの先頭へ 　　 

 
委員会開催状況へ戻る
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８５回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年５月２８日（木）
１４：００～１５：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．小早川委員ワーキンググループ報告（義務付け・枠付けの見直し）

　２．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　　 義務付け・枠付けのうち重点事項の具体的に講ずべき措置の方針について
〔概要〕 [PDF:215KB]　　　　　　　　　　　　

　　資料２－１ 義務付け・枠付けのうち重点事項の具体的に講ずべき措置の方針について 
[PDF:225KB]　　　　　　　　　　　　　　

　　資料２－２ （別紙１） [PDF:89KB]　　　　　　　　　　

　　資料２－３ （別紙２） [PDF:218KB]　　　　　　　　　　

　　資料３　　 （参考資料） [PDF:359KB]　　　　　　　　　　　　

　　資料４　　 井伊委員提出資料 [PDF:138KB]　　　　　　　　　　　　
 
 

〔配布資料〕

　配布資料１ 総務省提出資料〔第８１回委員会での資料要求関連〕 [PDF:963KB]

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 2） [PDF:382KB] （ 2/ 2） [PDF:589KB] 　　　　　　　　　　
　　

　配布資料２ 農林水産省提出資料〔第７８回委員会での資料要求関連〕 [PDF:1,284KB]

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 3） [PDF:358KB] （ 2/ 3） [PDF:377KB] （ 3/ 3） [PDF:578KB]

　　　　　　　　　　 ※上記資料について訂正がありました

　　　　　　　　　　 「出先機関の建物毎の面積等調書」のうち北見統計・情報センターの
建物面積の訂正について　（第88回委員会 配布資料４へのリンク）
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８６回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年６月５日（木）
１５：４５～１７：４５
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．直轄事業負担金問題等について

　２．義務付け・枠付けの見直しに係る第３次勧告に向けた中間報告（案）について

　３．税財政に関するヒアリング

　４．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　　 猪瀬委員提出資料 [PDF:545KB]　　　　　　　　　　　　

　　資料２　　 義務付け・枠付けの見直しに係る第３次勧告に向けた中間報告（案）

　　　　　　　　　　　　　　　 目次 [PDF:56KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　　資料２－１ 本文 [PDF:485KB]　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　資料２－２ 概要 [PDF:329KB]　　　　　　　　　　

　　資料３　　 林正壽早稲田大学教授提出資料 [PDF:191KB]　　　　　　　　　　　　
 
 

〔配布資料〕

　配布資料１ 国土交通省提出資料（第８３回委員会での直轄事業負担金に係る資料請求関
係） [PDF:963KB]

　　　　　　 サンプル１ [PDF:2,157KB]

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 6） [PDF:369KB] （ 2/ 6） [PDF:263KB] （ 3/ 6） [PDF:484KB]

　　　　　　　　　　（ 4/ 6） [PDF:402KB] （ 5/ 6） [PDF:209KB] （ 6/ 6） [PDF:492KB]

　　　　　　 サンプル２ [PDF:5,070KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　【分割ダウンロー
ド】

　　　　　　　　　　（ 1/11） 
[PDF:572KB]

（ 2/11） [PDF:504KB] （ 3/11） [PDF:309KB]

　　　　　　　　　　（ 4/11） 
[PDF:468KB]

（ 5/11） [PDF:416KB] （ 6/11） [PDF:456KB]

　　　　　　　　　　（ 7/11） 
[PDF:396KB]

（ 8/11） [PDF:138KB] （ 9/11） [PDF:417KB]

　　　　　　　　　　（10/11） 
[PDF:483KB]

（11/11） [PDF:453KB] 　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 サンプル３ [PDF:2,027KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　【分割ダウンロー
ド】

　　　　　　　　　　（ 1/ 5） 
[PDF:256KB]

（ 2/ 5） [PDF:374KB] （ 3/ 5） [PDF:577KB]

　　　　　　　　　　（ 4/ 5） 
[PDF:440KB]

（ 5/ 5） [PDF:421KB] 　　　　　　　　　　　　

　配布資料２ 国土交通省提出資料（第８３回委員会での国出先機関の合同庁舎建設に係る資
料請求関係） [PDF:3,273KB]

　　　　　　　　　　【分割ダウン
ロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 7） 
[PDF:438KB]

（ 2/ 7） [PDF:308KB] （ 3/ 7） [PDF:141KB]

　　　　　　　　　　（ 4/ 7） 
[PDF:213KB]

（ 5/ 7） [PDF:490KB] （ 6/ 7） [PDF:556KB]

　　　　　　　　　　（ 7/ 7） 
[PDF:295KB]

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

　　　　　 （参考資料） [PDF:67KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８７回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年６月１７日（木）
１５：５０～１８：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．国土交通省からのヒアリング（直轄事業負担金及び国の出先機関の合同庁舎の 
　　建設について）

　２．税財政に関するヒアリング

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　　 第７回地方分権改革推進本部（平成21年6月12日）概要 [PDF:82KB]

　　資料２　　 国土交通省提出資料（直轄事業負担金関係）

　　　　　　　　　　資料２－１ 説明資料 [PDF:334KB]　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　　資料２－２ 参考資料 [PDF:188KB]　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　資料３　　 国土交通省提出資料（国の出先機関の合同庁舎の建設関係）　　　　　

　　　　　　　　　　資料３－１ 資料請求について（回答） [PDF:3,356KB]　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　【分割ダウン
ロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 7） 
[PDF:521KB]

（ 2/ 7） [PDF:308KB] （ 3/ 7） [PDF:141KB]

　　　　　　　　　　（ 4/ 7） 
[PDF:213KB]

（ 5/ 7） [PDF:490KB] （ 6/ 7） [PDF:556KB]

　　　　　　　　　　（ 7/ 7） 
[PDF:295KB]

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　資料３－２ 説明資料 [PDF:187KB]　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　資料４　　 森田朗東京大学教授提出資料 [PDF:127KB]　　　　　　　　　　　　　　　

　　資料５　　 猪瀬委員提出資料

　　　　　　　　　　資料５－１ 猪瀬委員提出資料１ [PDF:1,055KB]　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 2） [PDF:547KB] （ 2/ 2） [PDF:561KB] 　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　　資料５－２ 猪瀬委員提出資料２ [PDF:463KB]　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 ※農林水産省から提出された元データに誤りがあったため差替

　　　　　　　　　　資料５－３ 猪瀬委員提出資料３ [PDF:230KB]　　　　　　　　　　　
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　　資料６　　 横尾委員提出資料 [PDF:119KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　資料７　　 井伊委員提出資料 [PDF:276KB]

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　追加配布資料 露木委員提出資料 [PDF:135KB]　　　　　　　　　　　　　
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 標記本部会合は、地方分権改革推進委員会が６月５日に「義務付け・枠付けの見直

しに係る第３次勧告に向けた中間報告」を取りまとめたことを受け、今後の政府の地

方分権改革の推進に向けた取組みの方針を確認するために開催 

 

【地方分権改革の取組方針】 

○ 丹羽委員長から「中間報告」の概要を説明し、地方分権改革の実現に向けた取組

みを進めるよう要請（別紙） 

○ これを受け、本部として、内閣の最重要課題の一つである地方分権改革について、 

以下の方針で進めていくことを確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

【麻生総理の発言】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度は、今次分権改革の最終年度であり、仕上げの年です。分権型社会の実現

を目指し、具体的な成果を出していくことが必要です。 

 このため、政府を挙げて、地方分権改革推進委員会の第３次勧告に向けた審議に

協力するとともに、道路・河川の地方への移管など既に勧告が行われた事項につい

ては、年内の計画策定に向け、作業を一層加速させていくこととしたい。 

 各閣僚におかれては、役所の利害にとらわれることなく、政治的リーダーシップ

を発揮し、先頭に立って改革に取り組んでいただききたい。 

 また、直轄事業負担金については、地方の関心も非常に高い。今次の分権改革に

おいて見直しが進むよう、関係閣僚におかれては、積極的に取り組んでもらいたい。 

第７回地方分権改革推進本部（平成 21 年６月 12 日）概要 

① 第３次勧告に向けた委員会の審議に、政府を挙げて協力すること。 

② 既に勧告が出された事項については、「地方分権改革推進要綱」や「工程表」

などの政府の既定の方針に沿って、年内の地方分権改革推進計画の策定と年度

内の新分権一括法案の提出に向け、作業を一層加速させること。 

③ 直轄事業について検討を行い、情報開示の充実等必要な措置を講じること。
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第７回地方分権改革推進本部における丹羽委員長発言要旨 

 

 

○ 委員会は、昨年１２月８日の「第２次勧告」で見直すべきとの結論を得

た、地方自治体に対する義務付け・枠付けの条項のうち、資料にある三つ

の重点事項について調査審議を進め、去る６月５日に「義務付け・枠付け

の見直しに係る第３次勧告に向けた中間報告」を取りまとめた。 

 

○ 「中間報告」では、三つの重点事項のそれぞれについて、次のように具

体的に講ずべき措置の方針を整理している。 

（ａ）施設・公物設置管理の基準の義務付けについては、条例への委任の措

置等を講ずること。 

（ｂ）協議、同意、許可・認可・承認の義務付けについては、一定の類型に

該当する場合に限定する方針で見直すこと。 

（ｃ）計画等の策定及びその手続の義務付けについては、一定の類型に該当

する場合を除き、廃止のほか、努力義務化、例示化等により単なる奨励

に見直すこと。 

 

○ 委員会では、本「中間報告」で整理した方針に沿って、引き続き第３次

勧告に向け、調査審議を進めることとしている。このほか、委員会は、地

方税財政、行政体制の整備などについて引き続き調査審議を行い、遅くと

も秋頃までに第３次勧告を行う予定 

政府におかれては、義務付け・枠付けの見直しを始めとする委員会の審

議に最大限の協力を頂くようお願いしたい。 

 

○ 本年度は、今次地方分権改革の総仕上げの年であり、委員会が二度の勧

告で提言した事項については、政府の重要課題として、実現に向けて、し

っかりと取組みを進めるようお願いしたい。 

  また、委員会が本年４月に意見を出した国直轄事業負担金の見直しにつ

いても、速やかに検討を進めるようお願いしたい。 

 

（別紙） 
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８８回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年６月３０日（火）
１５：４５～１８：００
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．地方制度調査会に関するヒアリング

　２．税財政の論点整理について

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　 総務省提出資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　　　　　　　　　　資料１－１ 説明資料 [PDF:542KB]　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　　資料１－２ 参考資料 [PDF:403KB]　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　資料２　 税財政論点整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　 素案 [PDF:133KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 付属資料１ [PDF:226KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 付属資料２ [PDF:203KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 付属資料３ [PDF:413KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　資料３　 横尾委員提出資料 [PDF:138KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　資料４　 井伊委員提出資料 [PDF:276KB]　　　　　　　　　　

　　資料５　　 露木委員提出資料　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　資料５－１ 露木委員提出資料１ [PDF:173KB]　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　資料５－２ 露木委員提出資料２ [PDF:227KB]　　　　　　　　　　　
　　　

 
 

〔配布資料〕

　配布資料１ 経済財政改革の基本方針2009について（平成21年６月23日閣議決定）（抄） 
[PDF:69KB]

　配布資料２ 平成21年６月18日全国知事会資料 [PDF:251KB]

　配布資料３ 国土交通省提出資料（第87回委員会での資料要求関連） [PDF:258KB]

　配布資料４ 農林水産省提出資料（第85回地方分権改革推進委員会提出資料の訂正） 
[PDF:63KB]
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第８９回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年７月１６日（木）
１０：１５～１２：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．行政委員会に関するヒアリング

　２．税財政の論点整理について

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　資料１ 文部科学省提出資料 [PDF:249KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　

　資料２ 税財政の論点整理素案（補足資料） [PDF:215KB]　　　　　　　　

　資料３ 井伊委員提出資料 [PDF:189KB]　　　　　　　　

　資料４ 横尾委員提出資料 [PDF:77KB]　　　　　　　　

　資料５　　 猪瀬委員提出資料

　　　　　　　　　　　資料５－１ 猪瀬委員提出資料１ [PDF:228KB]　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　　　資料５－２ 猪瀬委員提出資料２ [PDF:180KB]　　　　　　　　　　
　　

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上再配布資料 第88回委員会提出資料（税財政論点整理素案） [PDF:135KB]

　 第88回委員会提出資料（横尾委員提出資料） [PDF:137KB]

　 第88回委員会提出資料（井伊委員提出資料） [PDF:279KB]

　 第88回委員会提出（露木委員提出資料） [PDF:97KB]

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上配布資料 猪瀬委員追加配布資料１ [PDF:21KB]　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 猪瀬委員追加配布資料２ [PDF:39KB]　　　　　　　　　　　　　
 
 

〔配布資料〕

　配布資料１ 国土交通省提出資料（第88回委員会での資料要求関連） [PDF:44KB]

　配布資料２ 平成21年7月2日地方六団体資料 [PDF:78KB]

 
 

 
 
 
 

ページの先頭へ 　　 

 
委員会開催状況へ戻る
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９０回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年７月２１日（火）
１４：００～１６：１５
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．財務会計に関するヒアリング

　２．行政委員会に関するヒアリング

　３．農林水産省ヒアリング（食糧部関連）

　４．その他
 
 

〔会議資料〕

　資料１ 総務省提出資料 [PDF:285KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　

　資料２ 農林水産省提出資料（行政委員会関連） [PDF:397KB]　　　　　　　　

　資料３ 内閣府提出資料 [PDF:62KB]　　　　　　　　

　資料４　　 農林水産省提出資料（食糧部関連）

　　　　　　　　　　　資料４－１ 農林水産省提出資料（食糧部関連）１ [PDF:170KB]　

　　　　　　　　　　　資料４－２ 農林水産省提出資料（食糧部関連）２ [PDF:394KB]　

　資料５ 猪瀬委員提出資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　　資料５－１ 猪瀬委員提出資料１ [PDF:254KB]　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　　資料５－２ 猪瀬委員提出資料２ [PDF:197KB]　　　　　　　　　　
　

 
 

〔配布資料〕

　配布資料１ 露木委員提出資料（第88回委員会資料） [PDF:103KB]

　配布資料２ 猪瀬委員配布資料（無許可専従問題に関する調査報告書（農林水産省ＨＰ掲載
資料）） [PDF:2,124KB]

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 4） [PDF:581KB] （ 2/ 4） [PDF:548KB] （ 3/ 4） [PDF:599KB]

　　　　　　　　　　（ 4/ 4） [PDF:423KB]

 
 

 
 
 
 

ページの先頭へ 　　 

 
委員会開催状況へ戻る
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９１回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年７月２８日（火）
１３：５０～１６：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．国土交通省ヒアリング（北海道開発局関連、道路局及び河川局関連）

　２．税財政の論点整理について

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　資料１　　 国土交通省提出資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　　　　　　　　　資料１－１ 国土交通省提出資料（北海道開発局関連） [PDF:1,160KB]　 

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 3） [PDF:428KB] （ 2/ 3） [PDF:432KB] （ 3/ 3） [PDF:318KB]

　　　　　　　　　資料１－２ 国土交通省提出資料（道路局及び河川局関連） [PDF:257KB]

　資料２ 税財政論点整理素案（補足資料） [PDF:215KB]　　　　　

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上再配布資料 第88回委員会提出資料（税財政論点整理素案） [PDF:135KB]

　 第89回委員会提出資料（井伊委員提出資料） [PDF:195KB]

　 第88回委員会提出資料（井伊委員提出資料） [PDF:279KB]

　 第89回委員会提出資料（猪瀬委員提出資料） [PDF:100KB]

　 第11回委員会提出資料（猪瀬委員提出資料） [PDF:53KB]

　 第88回委員会提出資料（露木委員提出資料） [PDF:97KB]

　 第89回委員会提出資料（横尾委員提出資料） [PDF:78KB]

　 第88回委員会提出資料（横尾委員提出資料） [PDF:137KB]

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上配布資料 猪瀬委員提出資料 [PDF:321KB]　　　　　　　　　　　　　
 
 

〔配布資料〕

　配布資料１ 露木委員提出資料（第88回委員会資料） [PDF:76KB]

　配布資料２ 保育所待機児童の状況に関する実態調査結果 [PDF:122KB]

　配布資料３ 総務省提出資料（第88回委員会での資料要求関連） [PDF:465KB]

　配布資料４ 当委員会に対する各団体からの主な要望事項等 [PDF:139KB]

 
 

 
 
 
 

1637

http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou1.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou2.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou3.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou4.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou5.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou6.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou7.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou8.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou9.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou10.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou11.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou12.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou13.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou14.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou19.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou15.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou16.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou17.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai91/91shiryou18.pdf


 
 

 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９２回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年８月７日（金）
１７：１５～１９：００
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．税財政の論点整理について

　２．その他
 
 

〔会議資料〕

　資料１　　 税財政論点整理素案（補足資料） [PDF:215KB]　　　　　　　　　　　　　　
　　

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上再配布資料 第88回委員会提出資料（税財政論点整理素案） [PDF:135KB]

　 第89回委員会提出資料（井伊委員提出資料） [PDF:195KB]

　 第88回委員会提出資料（井伊委員提出資料） [PDF:279KB]

　 第89回委員会提出資料（猪瀬委員提出資料） [PDF:100KB]

　 第11回委員会提出資料（猪瀬委員提出資料） [PDF:53KB]

　 第88回委員会提出資料（露木委員提出資料） [PDF:97KB]

　 第89回委員会提出資料（横尾委員提出資料） [PDF:78KB]

　 第88回委員会提出資料（横尾委員提出資料） [PDF:137KB]
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９３回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年８月１７日（月）
１３：４５～１６：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．税財政の論点整理について

　２．その他
 
 

〔会議資料〕

　資料１　　 税財政論点整理素案（補足資料） [PDF:215KB]　　　　　　　　　　　　　　
　　

　資料２　　 義務付け・枠付けの見直し（重点事項分）の検討作業状況（途中経過） 
[PDF:215KB]　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上再配布資料 第88回委員会提出資料（税財政論点整理素案） [PDF:62KB]

　 第89回委員会提出資料（井伊委員提出資料） [PDF:195KB]

　 第88回委員会提出資料（井伊委員提出資料） [PDF:279KB]

　 第89回委員会提出資料（猪瀬委員提出資料） [PDF:100KB]

　 第11回委員会提出資料（猪瀬委員提出資料） [PDF:53KB]

　 第88回委員会提出資料（露木委員提出資料） [PDF:97KB]

　 第89回委員会提出資料（横尾委員提出資料） [PDF:78KB]

　 第88回委員会提出資料（横尾委員提出資料） [PDF:137KB]

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
 

〔配布資料〕

　配布資料１　 第１次勧告で盛り込まれた基礎自治体への権限移譲（付与を含む） 
の検討状況

　　　　　　　　　　配布資料１－１ 概要 [PDF:100KB]　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　配布資料１－２ 個表 [PDF:392KB]

 
 

 
 
 
 

ページの先頭へ 　　 

 
委員会開催状況へ戻る

 
 
 

1639

http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou1.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou2.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou3.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou4.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou5.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou6.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou7.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou8.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou9.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou10.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou11.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai93/93shiryou12.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/kaisai-index.html


うちWG案どおり見直すと回
答のあったもの

a

うちWG案どおりではないが
何らかの見直しを行うと回答

のあったもの
b

146 1 2 0 146

179 11 3 62 241

710 17 2 199 909

1,035 29 7 261 1,296
※Aのうち、a,b以外には、調査回答時点で検討中、協議中等の状況にあるものも含まれている。

※上記計数については、現在精査中のものであり、今後、ヒアリング等を通じ異動がありうるもの。

義務付け・枠付けの見直し（重点事項分）の検討作業状況（途中経過）

WG案により現行規定を見直すべきとされた条項数　A

WG案により現行規定存
置とされている条項数

B

重点事項条項数

A+B

○本年6月の中間報告に基づき、第2次勧告で示したメルクマールに該当しない見直し対象条項のうち、本表の(a)、(b)、(c)の３つの事項(以下「重点事項」と
いう。）に該当するものについて、小早川委員ワーキンググループ案として個別条項ごとの考え方（以下「WG案」という。）を所管府省に提示したところ。本表
はこれに対する現段階での所管府省の回答状況を整理したものであり、ワーキンググループとしては、今後、ヒアリング等を通じて、引続き検討していく予
定。

(a)施設・公物設置
管理の基準

(b)協議、同意、許
可・認可・承認

(c)計画等の策定
及びその手続き

合 計
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９４回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年８月２５日（火）
１５：１５～１６：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．地方六団体からの意見表明

　２．その他
 
 

〔会議資料〕

　　資料１　 地方六団体提出資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　資料１－１ 地方税財政改革の推進に向けて [PDF:164KB]　　　　 

　　　　　　　　資料１－２ 地方分権の推進に関する意見書 [PDF:389KB]　
 

〔配布資料〕

　配布資料１　 総務省提出資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　配布資料１－１ 地方財政計画歳出と決算の比較について 
〔第93回委員会での資料要求関係〕 [PDF:355KB]

　　　　　　　　　　配布資料１－２ 特別交付税制度の概要について 
〔第93回委員会での資料要求関係〕 [PDF:300KB]

　　　　　　　　　　配布資料１－３ 特別交付税に関する省令（平成21年３月） 
〔第93回委員会での資料要求関係〕 [PDF:476KB]

　配布資料２　 地方六団体提出資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　　　　　　　　　　配布資料２－１ 全国知事会提出資料１ [PDF:177KB]　　　　　　

　　　　　　　　　　配布資料２－２ 全国知事会提出資料２ [PDF:235KB]

　　　　　　　　　　配布資料２－３ 全国市長会提出資料 [PDF:237KB]

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上配布資料 全国市長会追加配布資料 [PDF:154KB]　　　　　　　　　　　　　　　
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ᙧ࡛ィ⏬ࡢぢ┤ࡃ⥆ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜ࢆࡋᖹᡂ 18 ᖺᗘྠࡶᵝ୍࡛ࠊ⯡㈈※࣮࣋ࡑ࡛ࢫ

ᖹᡂࠋࡓࡋࡲ࠸⾜ࢆయⓗ᫝ṇ୍ࡢ㛫ࡢ㈝⤒ᖖⓗ⤒࡜㈝⤒ᢞ㈨ⓗࠊࡘࡎ㸯඙෇ࢀࡒࢀ 1重

ᖺྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᵝ࡛0ࠊ普6 ඙෇ࡢつᶍ୍࡛యⓗ᫝ṇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ⾜ࢆ 

  㸯࣮࣌࡟⾲ࡢࢪᡠࡢࡇࠊ࡜ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ⤖ᯝࡢྑ␒୍ࠊᖹᡂ 1重 ᖺᗘ࡛15ࠊ ᖺᗘ

࠸࡚ࡋ୙㊊ࡀィ⏬ィୖ㢠ࡢ㈝⤒ᨻ⾜⯡୍ࡔࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋῶᑡ࡟኱ᖜࡣ஋㞳㢠࡚࡭ẚ࡟

࡛ࢇ㐍ࡀ᫝ṇࡢ஋㞳ࠊ࡜ࡿぢ࡚ࡋ࡜඲యࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗධ࡟ࡵࡁ኱ࡀᏐᩘࡢࢫࣛࣉࠊ࡚

ᖹࠊ࡜࠺ィ㢠つᶍ࡛ゝྜࠊࡾ࠶ィ㢠࡛ྜࡢ඲యࡣḍࡢ࣮ࣝࣈࠊ࠾࡞ࠋࡍἣ࡛≦ࡿ࠸࡚ࡁ

ᡂ 15 ᖺᗘࡽ࠿ 1重 ᖺᗘࠊ࡜ࡗࡎ࡛ࡲィ⏬㢠ࡢ᪉ࡀỴ⟬㢠ࢆୗᅇࠊࡾ࠾࡚ࡗィ⏬ୖࢆᅇࡗ

 ࠋࡍἣ࡛≦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⟭Ỵࡓ

  Ỵ⟬஋㞳ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟௨ୖ࡛ࠋࡍ 

  㓄ᕸ㈨ᩱ㸯㸫㸰ࠊࡣ≉ู஺௜⛯㛵ಀࡢ㈨ᩱ࡛ࠋࡍ㸯ᯛࠊ࡜ࡃࡔࡓ࠸ࡾࡃࡵ࠾ᶓ㛗ࡢ⾲

ࡿぢ࡛ࢫ㔠㢠࣮࣋ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢠⥲࡟ᕥୖࠋࡍᴫせ࡛ࡢ஺௜⛯ไᗘู≉ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ

ᖹᡂࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜⛯஺௜ู≉ࡀ㸴㸣ࡢᆅ᪉஺௜⛯⥲㢠ࠊ࡜ 「1 ᖺᗘࡢつᶍ࡛ゝ࡜࠺⣙

重貫500 ൨෇࡛ྑࠋࡍഃࠊ࡟ᆅ᪉஺௜⛯ἲ➨ 15 ᮲➨㸯㡯࡟᭩ࡿ࠸࡚ࢀ࠿≉ู஺௜⛯ࡢᙺ๭

࡚ࡗᣢࢆ⬟ᶵࡿࡍ᏶⿵ࢆ⛯ᬑ㏻஺௜ࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡌ⥲ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡛ࡲմࡽ࠿ձࠊࡀ

 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸

࡟ᐃᮇ᪥ᚋ⟭ࡢ㢠ࡢ⛯ᬑ㏻஺௜ࠊ࡜ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸ᚚぴࡽ࠿ճ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ␒୍ࠊࡎࡲ  

౛ࠖࠕࠋࡍ࡛⬟ᶵࡢࡘ୍ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᛂ࡟㈈ᨻ㟂せࡢู≉ࡢࡵࡓࡢ➼⅏ᐖࡓࡌ⏕

ᖹᡂࡤ࠼౛ࠊ⅏ᐖᑐᛂ࡛ࡓࡌ⏕࡟ᖺࡢࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶࡟ 「0 ᖺᗘࡣ 80 ൨෇࡛ࠋࡍ᪂₲┴

୰㉺ᆅ㟈ࡓࡗ࠶ࡀᖹᡂ 16 ᖺᗘ࡛ࡣ 重8重 ൨෇ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆅ㟈ࡢ⅏ᐖ᚟ᪧ࡟ࡵࡓࡢ

㠀ᖖ࡟኱࡞ࡁつᶍࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ぢ࡚࡜ࡿࢀ࡜ᛮ୍ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸␒ୗࡾ࠶࡟

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⨨஺௜⛯࡛ᥐู≉ࠊࡶࡢࡶࡓࡗ࠸࡜㝖᤼㞷ࠊࡀࡍࡲ

  ᙺ๭ࡢձࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᬑ㏻஺௜⛯ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ࡛ࡣᤕᤊࡢู≉ࠕࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ㈈ᨻ㟂せࠖ

ព࿡࡛⏬୍ⓗࡿ࠶࡛࣮ࣝࣝ࡞඲ᅜⓗࠊࡣ⛯ᬑ㏻஺௜ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⬟ᶵ࠺࠸࡜ࡿࡍᑐᛂ࡟

ࢀࡁ࠼ᛂࡣ࡟᏶඲ࡃ࠿⣽ࡵࡁࡶࡋࡎᚲ࡟㈈ᨻ㟂せࡢ⮬⊃ࡢᆅᇦᅛ᭷ࠊ࡛ࡢࡿࡍࢆᐃ⟭࡟

ᑐࡣ࡛⛯ᬑ㏻஺௜࡚ࡂ㐣ࡾ࡞࡟㞧「࡟ᢏ⾡ⓗࠊࡸࡢࡶ࠸࡞ࡣᬑ㐢ⓗ࡛࡟඲ᅜⓗࠋࢇࡏࡲ
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 」

ᛂࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜࠸ࡃ࡟ࡋ≉ู஺௜⛯࡛ᑐᛂࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ౛ࠖ

ࡓࡗ࠸࡜࡝࡞㊰⥺⥔ᣢࡢࢫࣂࡢ㐣␯ᆅᇦࡢᆅ᪉ࠊබ❧⑓㝔ࡢ୙᥇⟬ᆅ༊ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ୰࡛ᡭᙜ࡚ࡢ┠㡯ࡢࡇࠊࡀၥ㢟ࡢᆅᇦᅛ᭷ࡾ࡞࠿

  ղࠕࡣ࡟ᇶ‽㈈ᨻ཰ධ㢠ࡕ࠺ࡢⴭࡃࡋ㐣኱࡟⟬ᐃࡓࢀࡉ཰ධࠋࡍࡲࡾ࠶࡜ࠖࡿ࠶ࡀศ

ࡉᐃ⟭࡟㐣኱ࡀ㢠⛯ࡿ࠶཰ධ࡛ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ⟭ィࢆ⛯ᬑ㏻஺௜ࠊࡀࡍ࡛⌧⾲࠸ࡃ࡟ࡾ࠿

ࡍࢆ⨨ᥐ࡞୰࡛㏣ຍⓗࡢ⛯஺௜ู≉ࠊࡣ࡟ሙྜࡓࡗ࠸࡜ࡿࡂ㐣࡞ᑡࡀ཰⛯ࡢᐇ⌧ࠊࡿࢀ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ

  մࡢࡑࠕࡢ௚≉ู࡞஦᝟࡛ࠖࠊࡣᮏᙜࡢࡑ࡟௚ㅖࡢࠎ஦᝟ࢆ⪃៖ࡓࡋ≉ู஺௜⛯ࡢ⟬

ᐃࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉࡀ 

 ๓ᅇᚚ㉁ၥࡓࡗ࠶ࡢῶ㢠୍ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟␒ୗ࡛ࠖͤࠕ࡟᭩ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿ᆅ

ᇦᡭᙜࡢ㉸㐣ᨭ⤥ࠊ࡚࠸ࡘ࡟౛ࡤ࠼ᖹᡂ 「0 ᖺᗘ࡜ࡔ 「8 ൨෇⛬ᗘࡢῶ㢠㡯┠࠸࡚ࡗ❧ࡀ

ࡗ࠸࡜ࡿ࠶ከ㢠࡛ࡀ཰┈㔠ࡢࣝࣈࣥࣕࢠබႠࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚࠸᭩ࡣ࡟ࡇࡇࠊࡓࡲࠋࡍࡲ

᭩࡟୰࡛ලయⓗࡢ௧┬ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ῶ㢠ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㇟ᑐࡢῶ㢠ࡶ࡜ࡇࡓ

ࠊ࡟ሙྜࡓࡋ៖⪄ࢆ㛵ಀࡢ཰ධ࡜㈈ᨻ㟂せࡢᅋయࡢࡑ࡟ᐇ㉁ⓗࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡁ

ᬑ㏻஺௜⛯ไᗘࠊࡣ㈈ᨻ㟂せ࡟ẚ࡜ࡿ࡭཰ධࡀᑡࡿࢀࡽ࠼⪄࡜࠸࡞ሙྜࡢ㈈※ᥐ⨨࡜ࡔ

ࡋᑐ࡟㈈ᨻ㟂せࡢࡑࠊࡣ࡟ሙྜࡿ࠶ࡀ⏤஦ࡢ㇟ῶ㢠ᑐ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋ៖⪄ࢆ࡜ࡇ࠺࠸

࡚཰ධࡀᑡ࡞㐣࡛ࡢࡿࡂ≉ู஺௜⛯ࢆฟ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡉ஦᝟࠺࠸࡜࠸ⷧࡣ

 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ❧࡚ࡋ࡜┠ῶ㢠㡯ࠊ࡛࡜ࡇ

㸦⊦℩ጤဨ㸧 ㄝ᫂ࡢ㏵୰ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ᆅᇦᡭᙜ㉸㐣ᨭ⤥࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㛵ಀ࡚ࡋ≉ู஺௜

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢࡿࢀࡉῶ㢠ࡀ⛯

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ࠋࢇࡏࡲࡳࡍᅜᐙබົဨࡢሙྜࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡟ఫࡿ࠸࡛ࢇᆅᇦࡼ࡟

ࡢᮾி㒔ࡤ࠼౛ࠊࢆ⋠ࡢᐃ୍࡚ࡗ 「」 ༊ࡢ༊ᇦࡢሙྜࠊ⏕άࡶࢺࢫࢥ㠀ᖖ࡟㧗࠺࠸࡜࠸

኱᭱ࡢ⤥ᮏ࠿☜࡚ࡋ៖⪄ࢆ࡜ࡇ 17㸣࡜ࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄᛮࠊࡀࡍࡲ࠸ᡭᙜୖ࡚ࡋ࡜஌ࡿࡍࡏ

ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀഴᩳ㓄ศ࡚ࡗࡼ࡟ᗘྜࡢ㒔ᕷ໬ࡢᆅᇦࡿ࠸࡛ࢇఫࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ

ࡋ୰࡛ฟࡢ୚᮲౛⤥ࡢ⮬⊃ࡢᆅ᪉⮬἞యࢆᆅᇦᡭᙜࡓࡗᅇୖࢆ࣮ࣝࣝࡢᅜࡢࡑࠊࡀࡍ࡛

ࠋࡍࡲࡋῶ㢠ࢆ㉸㐣ศࠊ࡚ࡋุ᩿࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ㐕㏕࡟㈈ᨻⓗࠊศࡢࡑࠊࡣ࡟ሙྜࡿ࠸࡚

㉸㐣࡚ࡋᨭ⤥ࡿ࠸࡚ࢀࡉ┦ᙜ㢠ࢆῶ㢠࠺࠸࡜ࡿࡍ௙⤌ࠋࡍ࡛ࡳ 

㸦⊦℩ጤဨ㸧 ≉ู஺௜⛯ࡢ஺௜ࢆῶ㢠ࡼࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿྲྀࡓࡲࡽ࠿ࡇࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡍ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃ

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ࡢࡇ㉸㐣ᨭ⤥┦ᙜศ୍ࠊࢆᗘィ⟬ࡓࡋ≉ู஺௜⛯ࡢ㢠ࡽ࠿ᕪࡋᘬࡃ

᧯సࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆ 

㸦㟢ᮌጤဨ㸧 ๓ᅇ⚾ࡀゝࠊࡀࡓࡋࡲ࠸⏫ᮧᇦࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᆅᇦᡭᙜ࡛ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࣟࢮࡣ

ࢆᆅᇦᡭᙜࡤ࠼౛ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ࣝ࣋ࣞࡌྠ࡜ᕷࡢ㏆㞄ࠊࡶ 10㸣ࡽ࡞ 10㸣ୖ஌ࡲࡋࡏ

 ࠋࡍヰ࡛࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࢺࢵศ࢝ࡢࡑࢆ⛯஺௜ู≉ࡢࡎࡣࡿ᮶ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ஺௜⛯⥲㢠ࡢ㸴㸣ࢆ≉ู஺௜⛯ࠊࡀ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟㸴㸣ࡢ᰿ᣐࡣ࡜ఱࡢ࡞

 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼࡀ࠿

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ἲᚊ࡛࡟࠺ࡼࡢࡑ᭩ࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᫛࿴ 」」 ᖺ࡟㸴㸣࡚ࡗ࡞࡟

௨㝆ࡣ⋠ࡢࡇࠊኚࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࢃᮏᙜ࡟㸴㸣ࡀᖖ࡟ᚲせ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡢ࡞ㄽⅬ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺ࢁ࠶࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊࡣ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࡞࠺ࡼࡢࡇ㈈ᨻ≧ែࡢ୰࡛ࠊఱ༑ᖺࡶ๓ࡢἲᚊ࡟ᇶ࡙࡚࠸㸴㸣࡜ࡗࡎࢆ
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 ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ࠊ࡚ࡋ࡜≦⌧ࠋ࠸ࡣ㸴㸣ࡣἲᚊ࡟᭩ࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡿ࠶࡚࠸ 

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ἲᚊࡣἲᚊ࡛ࠋࡀࡍ 

࡜ࡗࡎࡀ㈝⤒ᨻ⾜⯡୍ࠊࡀࡍẚ㍑࡛ࡢ⟭Ỵ࡜ṓฟࡢ⏬ᆅ᪉㈈ᨻィࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ୍࠺ࡶ  

ῶࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ౫↛࡚ࡋ࡜㸲඙෇ࡶỴ⟬ୖࢆᅇࢇࡇࡐ࡞ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ

ゝࢆ࡜ࡇࡢ࡝ࡣ࡜㈝⤒ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿᨻ⤒㈝࡛ୖᅇ⾜⯡୍࡟࠺ࡼࡢẖᖺ࡚ࡋᑐ࡟⟭ண࡟࡞

࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺≬࡟࡞ࢇࡇẖᖺࠊẖᖺࠋ࠸ᖜᗈ࡜ࡃ᭩࡜㈝⤒ᨻ⾜⯡୍ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ

 ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪄ࡣẸ㛫௻ᴗ࡛ࡣ

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ᆅ᪉㈈ᨻィ⏬ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣぢ✚ࠋࡍ࡛ࡾࡶ౛ࡤ࠼⤥୚㛵ಀ⤒㈝୍ࠊ

⯡⾜ᨻ⤒㈝ࠊබമ㈝ࠊ⥔ᣢ⿵ಟ㈝ࡢࡇࠊࡀࡍࡲࡾ࠶࡜ィ⏬࡛ぢ㎸ࡢࡾ࠾࡜ࡔࢇ㢠ࢀࡑࡀ

⮬ࡢ※㈈⯡୍ࡢᆅ᪉⮬἞యࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉṓฟ࡟ᐇ⌧࡟┠㡯ࡢࢀࡒ

㡯ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᕥྑุ࡛᩿ࡢ㐨࠸౑࡞⏤⮬ࠊุ᩿࡞⏤

ᚲࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡟ᖖࠊ࡟᏶඲ࡀࢀࡇࠊ࡟ሙྜࡓぢ࡟ู┠

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡶࡋࡎ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ẖᖺ㸲඙෇࠿࡜㸳඙෇࣮࢜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࣮ࣂ⌮ゎ୙⬟࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡔ

ࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉ⮴୍ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⮴୍ࠊ࡚ࡗ࠶

ࡢ࠸ከ࡟࠺ࡼࡢẖᖺࡐ࡞ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࡍࡀẼ࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡽࡓࡗୗᅇࡣ࡟ࡲࡓࠋࡽ࠿ࢇ

 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ᆅ᪉⮬἞యࡀ୙㐺ṇ࡞ṓฟ࡞ࡶ࡜ࡲࠊࡀࡍู࡛ࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆṓ

ฟ࠼⪄ࠊࢁࡋࡴࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ᪉ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ィ⏬ࡢ᪉࡟ࢀࡑࡀ㏣࠸௜࠸࡞࠸࡚࠸

Ỵ⟬஋㞳ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ㆟ㄽ࡛࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡶ࡞ࡀ࠿࠸࡚ࡋ࡜᪉ࡾసࡢ⏬ィࡣࡢ

㐣࡞ᑡࡀィୖ㢠ࡢ⏬ィࡣ᪉ࡢ㈝⤒ᨻ⾜⯡୍ࠊ࡚ࡂከ㐣ࡀ⏬ィࡣ᪉ࡢ⊃ᢞ㈨༢ࠊ࡚࠸ࡘ࡟

࡚࠸ࡘ࡟㈝⤒ᨻ⾜⯡୍ࡀ஋㞳ࡔࡲࠊࡔࡓࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀࡉࡀ᫝ṇດຊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡂ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ἣ≦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡣ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  㔠ᣢࡢࡕ఍♫ࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࡽ࡞㈋ஈ࡞఍♫࡛ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇẖᖺ㉳ࡿࡁ

ከᑡῶࠋࡼࡍ࡛࠺ࡑ࡟࠺ࡼࡢẖᖺࠋ࠸࡞ࢀࡽࡌಙ࡜࠺ゝࡽ࠿ឤぬࡢࠎᡃࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜

 ࠋࡀࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ㄗゎ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢㄝ୍᫂ࠊࡀࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ⯡⾜ᨻ⤒㈝࡟஋㞳

࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆ㔠࠾࠸࡞࡛ࡁ࡭࠺౑ࠊ࠿࠺࠸࡜㏵⏝࡞వィࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ

ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡵỴࢆ㢠⥲ࡢ⛯஺௜ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆ⏬ᆅ᪉㈈ᨻィࠋࡍ࡛ࡢ࠸

᪉ࡢ㈈※ಖ㞀࡟㔠࠾ࡍฟ࡟ᐇ㝿ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ஋㞳࡟ࡇࡑࠋࡍࡲࡋࢆ㈈※ಖ㞀࡞

ࡲࢀࡇࠊࡣᆅ᪉⮬἞య࡛ྛࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧ࢆἣ≦࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚࠸௜࠸㏣ࡀ

 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗྲྀࢆᑐᛂࡢ࡝࡞ࡿࡍṓฟ࡚ࡋᔂࢆ㈓㔠ࠊᇶ㔠ࡓࡵ㈓࡟࡛

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ṓධࡀ㊊࠸࡞ࡾሙྜࠊࡣᆅ᪉മࢆⓎ⾜࡚ࡋࡾࡓࡋᇙࠋࡡࡍ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡵ 

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ୍ࡣࢀࡇ⯡㈈※࣮࣋ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠼⪄࡛ࢫ஋㞳࡟ࡕ┤ࢆᆅ᪉മࢆ

Ⓨ⾜࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᇙ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵᛮࠋࡍࡲ࠸ 

㸦⊦℩ጤဨ㸧 ⤖ᒁࠊ୰㌟ࡢ㆟ㄽ࡛ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞௒ࡢ඲యࡢ㆟ㄽࠊࡣ౛ࡤ࠼་⒪㈝ࡀ

ᖺ㸯඙෇࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞ࡃ࠸࡚ࡗࡀୖࡘࡎᑐᛂ࡚ࡋቑ࠺࡝ࢆ㈝⤒ࡃ࠸࡚࠼ぢ࡜࠿ࡿ

 ࠋࡍࡲࡾࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀព࿡ࡾࡲ࠶ࡶ㢠࡛ぢ࡚⥲ࡢ⟭Ỵࢆࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸

࣮ࣂࢆ⟇ᛴ⤒῭ᑐ⥭࡟࠺ࡼࡢ⮧㯞⏕⥲⌮኱ࡢ௒ࠊ࡟ࡁ࡜ࡢ⮧ᑠῲඖ⥲⌮኱ࠊࡽ࠿ࢀࡑ
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ࡓࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧ࡛࣮ࣥࣟ࡜ࡗࡎࡀ࠸ᨭᡶࡢ㝿ࡢࡑࠋࡓࡗᡴ࡜ࣥ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᪉ࡾࡸ࠸࡞ࡢព࿡࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣࡢࡿࡍࢆ㆟ㄽࡢㄽ⥲࡟༢ࡔ

㸦ᶓᑿጤဨ㸧 ௒ࠊ㈨ᩱࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀ஋㞳࡟ࡕ┤ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ༢⣧࡟↓

㥏࡛ᨺₔ㈈ᨻ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ព࿡࡛ࡢࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡍㄆ㆑ࢆᣢ࠾࡚ࡗ

ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ຍῶ࠸࠸㥏࡛↓ࡶ㸲඙෇ࠊ࡜࠸࡞࠿

࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㒊ศ࠸࡞ࡾ㊊ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀᚋ࡛ㄝ᫂ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ኱஦ࡣㄆ㆑ࡢ㎶ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞࡟ཎᅉࡢ஋㞳ࡶ࡜ࡇ

  せ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣດຊ᭱ࢆ㏆ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉࡣጤဨ㛗ࡶゝࡼࡓࢀࢃ

6普8ࠊ࡟࠺ ඙෇ࡀ 」普重 ඙෇࡟ῶࡔࡲࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࡗᑡᩘࡋᏐࡢ㛤ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡁ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠊࡣᚚᣦ᦬ࡢ࡜

  㛵㐃࡛⪺ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼ࡚࠸≉ู஺௜⛯ࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟౛᭱ࠊࡤ࠼㏆ࡢ౛࡛ゝ࠺

ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀၥ㢟ࡢࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖㫽࡜ࡔ๓ࡋᑡࠊࡸࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖᪂ᆺࠊ࡜

㸯ᖺࠊ㸰ᖺ๓ࡢࢺࢫ࣋ࢫ࢔ࡣ࡟᧔ཤࡢ࡚࠸ࡘ࡟⾜ᨻㄢ㢟࠺ࡶࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶᑡࡋ๓ࠊࡣ࡟

Ⲉᇛ┴࡛ࡢཎⓎ஦ᨾࡢ⚾࠿☜ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࡝࡞グ᠈࡛࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ㈈ᨻ㟂せ࡟

ᑐࠊࡶ࡚ࡋ≉ู஺௜⛯࡛ᥐ⨨ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡝࡞ࡿࡍࢆ୰࡛ᑐᛂ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ

ᛮࠋࡍࡲ࠸ᮏᙜ࡟ᅜᐙⓗ࡞༴ᶵ࡛ࠊࡤࢀ࠶ᅜࡢணഛ㈝ࢆ඘ᙜ࠺࠸࡜ࡿࡍⓎ᝿ࡁ࡭ࡿ࠶ࡶ

 ࠋ࠿ࡍ࡛≦⌧ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⨨஺௜⛯࡛ᥐู≉ࡣ㎶ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ౛ࠊࡤ࠼㫽࡜ࡶ࡜ࡶࠊ࡟࠺ࡼࡢࢺࢫ࣋ࢫ࢔ࠊࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖ᅜ࡜ᆅ

᪉ࡀ࡜༠ຊ࡚ࡋᑐᛂ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋㄢ㢟ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᅜ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᙺ๭ࢆᯝ࡚ࡋࡓ

ࡢ኱ᯟ␒୍ࠊ࠺࠸࡜࠿ࡘᣢࢆ㒊ศ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᆅ᪉ࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿࡍ㈇ᢸࢆ※㈈ࡢࡑࡓࡲ

ࡿࡸࡀᅜࡣࢀࡑࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᆅ᪉භᅋయࡤ࠼౛ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࢀࡉࢆ⌮ᩚࡎࡲࠊࡣࢁࡇ࡜

ࡉ୺ᙇ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࡣᆅ᪉ࠊࡾ࠶࡛ࡁ࡭ࡘᣢࡀ඲㢠ᅜࡶ⏝㈝࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡁ࡭

ࡲࢀࢃ⾜ࡀࡾ࡜ࡾࡸ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࡚ࡋࡽ↷࡟ᙺ๭ศᢸࡶ࡚ࡗゝࡣ࠺ࡑࡸ࠸ࡸ࠸ࠊࡶ࡚ࢀ

ṓ࡞ᬑ㐢ⓗࠊⓗ⯡୍ࡀࢀࡑࠊ࡟ሙྜࡓࡗ࡞࡜ࡿ࠶ࡀ㒊ศࡁ࡭ࡘᣢࡀᆅ᪉ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡍ

ฟ㡯┠࡛ࠊࡤࢀ࠶ᬑ㏻஺௜⛯ࡢ୰࡛࣮ࣝࣝ໬ࠊࡋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⥭ᛴࡢヰ࡛㛫ྜ࡟

ࢀ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᨻ㟂せ⾜࡞ู≉ࡢᆅᇦࡢᐃ≉࡚ࡵᴟࠊᅋయࡢࠎಶࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠸࡞ࢃ

ู≉ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖㫽ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢺࣥ࢘࢝࡟୰ࡢ⛯஺௜ู≉ࠊࡤ

஺௜⛯ࡢ⟬ᐃ㡯┠ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟౛ࡤ࠼㹀㹑㹃ᑐ⟇࠿☜ࠊࡣᬑ㏻஺௜⛯ࡢ᪉࡟┴ศ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⾜⛣ࡣ

㸦ᶓᑿጤဨ㸧 ౛ࠊࡤ࠼௒ᚋࠊ㫽ࡀࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖Ⓨ⏕ྍࡿࡍ⬟ᛶࠊࡋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡣ᪂

ᆺࡶࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖෤ࢇ࡝ࢇ࡝࡚ࡅ࠿࡟Ⓨ⑕ࡀᗈ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡀᛮࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸

≉ᐃࡢᆅᇦࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ᅜᐙⓗࠊ඲ᅜⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡔᛮࠋࡍ࡛ࡢ࠺౛ࢆࢀࡇࠊࡤ࠼஺௜

ࡗࡋࠊᙜ࡚࡚ࢆ㈝ணഛࡢᅜࠊࡤ࠼౛ࠊࢁࡋࡴࠊࡶࡾࡼ㆟ㄽ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀධ࡟ࡽࡕ࡝ࡢ⛯

࠺ࡑ࠿࡞࠿࡞ࡣ≦⌧ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡁ࡭ࡿ࠿ࡋ࡚ࡗ࠶ࡀ㆟ㄽ࠺࠸࡜ࡘᡴࢆ⟇ᑐ࡜ࡾ࠿

 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ௬ᐃࡢヰ࡛ࡣࡇࡑࠊࡀࡍᅜࡢᙺ๭࡛ࠊᅜࡀ㈈ᨻ㈇ᢸ࡜ࡔࡁ࡭ࡍࢆ௙

ษࠊࡤࢀࢀࡽලయⓗࡣ࡟౛ࠊࡤ࠼᪂ᆺࡣࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖≉ᐃࡢᆅᇦࡢ㈐௵࡜㈈※ࡿࡼ࡟

㈈ࡢᅜࠊࡤࢀࢀࡉ⌮ᩚ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㈇ࢆ௵㈐࡚ࡋ࡜ᅜࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿᚓࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍᑐฎ࡚ࡗ౑ࢆ➼㈝ணഛࠊ※

㸦ᶓᑿጤဨ㸧 ⿵㊊࡛⏦ࠊ࡜ࡿࡆୖࡋ᪂࠸ࡋ⾜ᨻㄢ㢟ࡀ✺Ⓨⓗ࡟㉳ࡣࢀࡇࠊ࡜ࡿࡇ஺௜⛯
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ᥐ⨨ࡀࡏࡽ▱࠾࠺࠸࡜ࡍࡲࡋ᮶ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍࡲᆅ᪉㈈ᨻィ⏬ࡢ஺௜⛯㢠ࡾ࡞ࡁ࠸ࡣቑ

࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡕⴠࢇ࡝ࢇ࡝ࡀ⏝㈝ࡢ࡜ࡈ┠ᨻ㡯⾜ࡢࡘ୍ࠊᒁ⤖ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡿ࠼

࠺ࡇ࠺࡝⛯஺௜ࠊࡣୖ⌮⟶༴ᶵࠊࡀࡍࡲࡋ㛵ಀࡶ࡜㈈ᨻࡢᅜ඲యࡣࢀࡇᮏ᮶ࠋࡍࡲࡾ࡞

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜࠿ࡢ࡞ᚲせࡣ௒ᚋࡶ㆟ㄽ࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ୍࡛ࠊࡣゝ࠾ࡅࡔ㢪ࠋࡍࡲࡋ࠸ 

㸦஭ఀጤဨ㸧  ᆅ᪉㈈ᨻィ⏬ࡢỴ⟬࡜ィ⏬ࡢ஋㞳ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢඛ࡝࡯㔠⃝ḟ㛗ࡶᣦ᦬࡚ࡋ

ࡢ⏬ィࡣ஋㞳ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶヰ࠺࠸࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ⮴୍ࡽ࠿ࡔ※㈈⯡୍ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸

ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆ⟭✚࠸࠿⣽ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡘ୍ࡢࢀ⾲ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ᙅࡀ᰿ᣐࡢ⟭✚

ព࿡ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ⷧࡀᣦ᦬࡛ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ 

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ࡜࠿ࡽࡕ࡝ゝࠊࡤ࠼ඛ࡝࡯⊦℩ጤဨࡶࡽ࠿ᚚⓎゝࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ

せࡣලయⓗ࡞ṓฟࡀ㐺ṇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ヰ࡛ࠊࡾ࠶ィ⏬ࡢ᪉࡟ṓฟ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡏࢃྜࢆ

⮬࡚ࡋ࡜※㈈⯡୍ࡢᆅ᪉⮬἞యࠊ࡟ᐇ⌧ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪ࡀ➽ࡣ㆟ㄽ࠺࠸

἞యุ࡛᩿ࡢ౑ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡁ࡭࠺ṓฟࡢࡇࠊ࡜ィ⏬ࡢぢ✚ࡢ࡜ࡾࡶ㛫࡟㛤࡜ࡿ࠶ࡀࡁ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺ࢁ࠶ࡣ㆟ㄽ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡍ࡟㐺ṇࡾࡼࢆ௙᪉ࡢࡾࡶ✚ぢࠊࡣ࡟ࡁ

㸦஭ఀጤဨ㸧  ࡾࡼ⣽ࠋ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ⟭✚࠸࠿ 

㸦㔠⃝஦ົᒁḟ㛗㸧 ࡾࡼ⣽ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ⟭✚࠸࠿ṇ࡚ࡗ࠶࡛ࣝࣉࣥࢩࡾࡼࠊ࠿ࡢ࠸ࡋᐇ

ែࢆ཯ᫎࡀ࡜ࡇࡿࡍṇ࡜࠿࠺ࢁ࠶ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡋᛮࠋࡍࡲ࠸ 

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࠊࡽ࠿ࡔᡃ࡚ࡵึ࡚࠸⪺ࡀࠎฟ࡚ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃண⟬࡜Ỵ⟬ࡢᐇែ

ࡔᚲせࠊࡾ࠶኱஦࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡟ఫẸࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡟ᅜẸࢆ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜

 

 ᫂⾲ពぢࡢࡽ࠿ᆅ᪉භᅋయۑ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧 ᫬㛫ࡀ᮶ࠋࡓࡋࡲᮏ᪥ࠊࡣᆅ᪉භᅋయࡢ᪉࠾࡟ࠎฟ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸ 

㸦ᆅ᪉භᅋయ㛵ಀ⪅ධᐊ㸧 

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࠊࡣ࡛ࢀࡑ᪩㏿࡛ࠊࡀࡍ㆟஦࡟ධࠋࡍࡲࡾ 

 ᆅ᪉භᅋయࡢࡽ࠿せㄳࢆ㋃ࠊ࡚࠼ࡲ⛯㈈ᨻࢆ୰ᚰࡓࡋ࡜ពぢ⾲᫂ࢆ㡬ࠋࡍࡲࡁᮏ᪥ࠊࡣ

ᆅ᪉භᅋయࢆ௦⾲ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡚ࡋᇳ⾜୕ᅋయࡢ㯞⏕Ώ඲ᅜ▱஦఍఍㛗ࠊ᳃Ẹኵ඲ᅜᕷ㛗

఍఍㛗ࠊᒣᮏᩥ⏨඲ᅜ⏫ᮧ఍఍㛗࡟ᚚฟᖍࢆ㡬࠾ࠋࡓࡋࡲࡁᛁ࠸ࡋ୰ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ

 ࠋࡍࡲ࠸

ྛࠊ࡟㡰ࡢᒣᮏ఍㛗ࠊ᳃఍㛗ࠊ㯞⏕఍㛗ࠊࡎࡲ  10 ศ⛬ᗘࢆ┠㏵ࢀࡒࢀࡑ࡟ពぢ⾲᫂

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸⾜ࢆពぢ஺᥮ࡾ㝈ࡿ࠶ࡢ᫬㛫ࠊᚋࡢࡑࠊࡁ㡬ࢆ

 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡽ࠿㯞⏕඲ᅜ▱஦఍఍㛗ࠊࡣ࡛ࢀࡑ 

㸦㯞⏕఍㛗㸧 ௒᪥ࠊࡣᆅ᪉ศᶒᨵ㠉᥎㐍ጤဨ఍ࡢጤဨࡢ᪉࡟ࠎᡃࠎᆅ᪉ࡢពぢ࡚࠸⪺ࢆ

ࠎ᪉ࡢጤဨࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡅタࢆᶵ఍ࡿࡅࡔࡓ࠸

ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࠊࢀࡽ࠾࡚ࢀࡉࢆᑂ㆟࡟ᚰ⇕࡟㠀ᖖࡶ࡟୰࠸ᬬࠊࡣ࡚ࡋࡲࢀ࠿࠾࡟

 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆឤㅰࡽ࠿ᚰࠋࡍࡲ࠸

  ⥲㑅ᣲࡀ㛫㏆࡛ࠊࡀࡍ௒ᅇࡢ㑅ᣲ࡛ࠊࡣᆅ᪉ศᶒྛࠊࡀඪࡿࡅ࠾࡟ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡢ௒

ᚋࡢᨻ⟇ࡢ㠀ᖖ࡟኱࡞ࡁ↔Ⅼࠊࡣࡶ࡝⚾ࢆࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟௒ᚋࡢᆅ᪉ศᶒࢆ㐍ࡿࡵ

ᨻ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡗࢃ⤊ࡀ㑅ᣲࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࡞࡟ຊ࡞ࡁ኱ኚ኱ࡢ࡚࠸࠾࡟ୖ

ᶒࡀᵓᡂࠊࢀࡉලయⓗ࡟άືࡀጞࡢࡑࡦࡐࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࡲ㝿ࠊࡣ࡟ලయⓗ࡞ᆅ᪉ศᶒࡀ
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㐍࡟࠺ࡼࡴάⓎ࡞άື࡜࠸ࡓࡾ࠸ࡲ࡚ࡋࢆᛮࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ 

ࡇࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ฟⓎⅬࡢᐇ⾜άື࡞ලయⓗࡢศᶒ࡞࠺ࡼࡢࡑࡀ⛅ࡢࡇࠊ࡟ሙྜࡢࡑ  

୚㔝ࠊࡣጤဨ఍ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࡜ࡿ࡞࡟ฟⓎⅬ࡞㔜せࡢ㐠ືࡢ⛅ࡀ࿌່ࡢጤဨ఍ࡢ

ඪ୍⮴࡚ࡋసࡓࢀࡽጤဨ఍࡛ࠊࡓࡲࠊࡋࡍጤဨࡶᅜ఍ࡢ୧㆟㝔ྠࡢពࢆᚓ࡚௵࿨࡚ࢀࡉ

ࢀࡉฟ࡟⛅ࡢࡇࠊࡾ࠶ጤဨ఍࡛ࡓࡗᣢࢆᨻ἞ⓗ⫼ᬒ࡞ࡁ኱࡟㠀ᖖࡶព࿡࡛ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸

 ࠋࡍ࡛➨ḟࡿࡆୖࡋ⏦ࢆ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࡜ࡘᣢࢆព࿡࡞㔜せࠊࡣ࿌່ࡿ

  ௒᪥ࡣ୺࡚ࡋ࡜⛯㈈※ࡢၥ㢟ࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ලయⓗ࡞Ⅼ࠾ࡦࡐࡽ࠿⚾ࠊ࡚ࡋ࡜㢪࠸

ࡢ㓄ศࡢ※⛯ࡢᆅ᪉࡜ᅜࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࡆୖࡋ⏦ࡽ࠿࡚ࡡ࠿ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࠼⪄࡜࠸ࡓࡋ

ၥ㢟ࠋࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ 

 ௒ࠊᨭฟ࣮࣋ࠊࡣ࡛ࢫ㸴๭ࡀᆅ᪉ࡢᨭฟ࡛ࠊࡀࡍ⛯཰࣮࣋ࠊࡣ࡛ࢫᆅ᪉ࡢ⛯཰ࡣ㸲๭

࡟ᆅ᪉ࡽ࠿ᅜ࡟ࡵࡓࡿࡵᇙࢆࣉࢵࣕࢠࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࣉࢵࣕࢠࡢ㸰๭࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛

࠶࡛࡝࡞ຓ㔠⿵ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟௒ၥ㢟ࡀࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀὶࡀ㔠࠾ᙧ࡛࡞ࢁ࠸ࢁ࠸

ࡶ࡛ࡋᑡࢆࣉࢵࣕࢠࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆไ⣙࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀᆅ᪉ࠊࡾ

ᨵၿࠊ࡜࠸࡞ࡋᕧ኱࡞⛣㌿㈨㔠ࡀᅜࡽ࠿ᆅ᪉࡟ὶࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࢀᅜ࠾ࡽ࠿㔠ࡀὶࡿࢀሙ

ࡉపୗࢆᗘ⏤⮬ࡢᆅ᪉ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡼ࡟‽ᇶࡢᐃ୍ࠊࡣ࡟ྜ

ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏࢆάືࡢ඲ᅜ୍ᚊࡀᆅ᪉ࠊࡏ

ࠊࡶ࡚࠼⪄ࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋㄢࢆດຊࡢ๰ពᕤኵ࡟άືࡢᆅ᪉࡞ᐇែⓗࠊࡶ࡚࠼⪄

⛯※㓄ศ࡜ᨭฟࡢᵓᡂࡀᮏᙜࡀ࡜ࡇࡿࡍ⮴୍ࡣᮃ୍ࠋ࠸ࡋࡲᣲࡀ࡜ࡇࡿࡸ࡟㞴ࠊࡤࢀࡅࡋ

ᅜ࡜ᆅ᪉ࡢ⛯※㓄ศࢆ㸳㸸㸳ࡦࡐࠊࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟┠ᶆ࡚ࡋ࡜ᥖ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡆᛮ࠸

 ࠋࡍࡲ

⪄࡟ᐇⓗ⌧ࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿⬟ྍ⌧ᐇࡀ㸳㸸㸳ࠖࠕไୗ࡛⛯ࡢ⾜⌧ࠊ࡟ሙྜࡢࡑ  

ไ⛯ࡢᅾ⌧ࠊ࡜ࡿ࠼ 㸳㸸㸳ࠕ࡛ ࠊࡃ࠸࡚ࡋࡸቑ࡜ࡗࡶࢆᆅ᪉ศࡢ⛯㈝ᾘࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍࠖ࡟

ࠊࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⛣࡟᪉ࡢᆅ᪉ࢆ⛯ᡤᚓࡣ࠸ࡿ࠶

ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟┤⋠࡜࠸ࡋ㞴࡟㠀ᖖࡣ࡟ᐇ㝿ⓗࠊぢ࡚ࡽ࠿㈈ᨻ≧ἣࡢᅜࡢᅾ⌧ࡣࢀࡇ

ᑗࠊࡤࢀࡅ࡞ࢃࡽࡶ࡚ࡆୖࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡦࡐࢆ⋠ࡢ⛯㈝ᆅ᪉ᾘ࠸࡞ᑡࡢ೫ᅾᛶࠊࡣࡶ࡝⚾

᮶ⓗ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡓࡲࠊࡾ࠾࡚࠼⪄࡜࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗࡸ࡟ヨ⟬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡶ඲ᅜ▱஦఍

ࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࡶᥦゝ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪄ࢆࡆᘬୖࠊ඘ᐇࡢ⛯㈝ᆅ᪉ᾘ࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡣ࡛

࠸࡚ࡋ⌧ᐇࢆ㸳㸸㸳ࠖࠕᙧ࡛ࡓࡗ࡞࡜య୍࡜ࡆᘬୖࡢ⛯㈝ᆅ᪉ᾘࠊࡆᘬୖࡢ⛯㈝ᾘࠋࡍ

ࡇ㉳ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡶ࡚ࡋ࡜య⣔⛯ࠊࡓࡲࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁ࠶ᐇⓗ࡛⌧ࠊࡀ࡜ࡇࡃ

ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟୰᰾ࡀ⛯㈝ᆅ᪉ᾘ࠸ࡉᑠࡢ೫ᅾᛶࠊ࡜ࡿ࠼⪄ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜೫ᅾᛶࡿࡃ࡚ࡗ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ࡋ㞴ࡣ⌧ᐇ࡜࠸࡞࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜

ࢆ㸳㸸㸳ࠖࠕࡣᶆ┠ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆ᪉࠼⪄ࡾ࡞ᒎᮃ࡞࠺ࡼࡢࡑ  

࡚࠼⪄࡜࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࢆ࿌່࠸ᙉࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧ᐇࡎࡲ

 ࠋࡍࡲ࠸

ࡇࠋࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟⛯ᆅ᪉஺௜ࠊࡣၥ㢟ࡢ኱᭱ࡢ㈈ᨻୖࡢࡶ࡝⚾ࡢࡘ୍࠺ࡶࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀヰ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶࡽ࠿ᒣᮏ⏫ᮧ఍㛗ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ᳃ᕷ㛗఍㛗ࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢ

ᆅ᪉஺௜⛯㢠࡜ࡗࡎࡀ኱ᖜ࡟ῶࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡉࡽᡃࡢࠎᆅ᪉㈈ᨻࡢ❓ஈࡶ᭱ࡢ

኱࡞ࡁ┤᥋ⓗ࡞ཎᅉࡀࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ῶ୍ࡿࢀࡉࡽ᪉࡛ࡢࡶ࡝⚾ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ♫

఍ಖ㞀ࠊ⚟♴㛵ಀࡢண⟬ࡣቑࢆࡿࡊ࠿࠸࡚࠼ᚓ࠺࠸࡜࠸࡞ᐇែࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀព࿡

ࠊࢀࡉಖ☜࡜ࢇࡕࡁࡀࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡜୰ᚰࢆ⬟ಖ㞀ᶵࡢ㈈ᨻࡿ࠸࡚ࡗᮏ᮶ᣢࡀ⛯஺௜ࠊ࡛
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࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᙧ࡛☜ಖ࡞ᚲせࡀࢀࡇࠊ࡚ࡋᢕᥱ࡟☜ṇࢆᨻ㟂せ⾜࡚ࡏࢃྜ࡟ᐇែ࡚ࡋࡑ

 ࠋࡍ࡛➨ḟࡿࡆୖࡋ⏦࠸㢪࠾ࢆᚚ୺ᙇࡃࡋࢁࡼࡦࡐࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡍ୙ྍḞ࡛ࡀ࡜ࡇ

࠸ࢁ࠸ࠊ࡚࠸࠾࡟㑅ᣲ⥲ࡢ௒ᅇࠋࡍሙ࡛ࡢ༠㆟ࡢᆅ᪉࡜ᅜࠊࡣⅬࡢ┠␒㸱ࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

ἲࢆሙࡢ༠㆟ࡢᆅ᪉࡜ᅜࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡣ࡟ᐇែⓗ࡜ᨻᗓ࡛ࡲ௒ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ⦌⤒࡞ࢁ

ไ໬ྛࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍඪࡶ࡜ἲไ໬ࡲ࠸⾜࡛ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࢆ♧⾲࡞☜᫂࠺࠸࡜ࡿࡍ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࡜࠸ࡓࡋ⌧ᐇࢆࢀࡇࡦࡐࠋࡓࡋ

ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡘ஧ࡃࡁ኱ࠊࡣ஦㡯ࡁ࡭ࡍỴᐃࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋሙ࡛㆟ㄽࡢ༠㆟ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ  

ࠊ࡜ࡇࡁ࡭ࡍࡢᅜࠋࡍၥ㢟࡛ࡢᶒ㝈㓄ศࡢᆅ᪉࡜ᅜࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ఱࠊࡣࡘ୍ࠋࡍࡲ࠸࡚

ᆅ᪉ࢆࢀࡇࠊ࡜ࡇࡁ࡭ࡍࡢᖖ࡟Ⅼ᳨ࠊ࡚ࡋࢆᆅ᪉ࡢ⾜ᨻࡓࡗྜ࡟ࢬ࣮ࢽᙧ࡛ᆅ᪉ࡢ⾜ᨻ

ࡅᯟ௜࣭ࡅ௜ົ⩏ࠊࡀࡍࡲࡆୖࡋ⏦࡝࡯ᚋࠊ࡟≉ࡣሙྜࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜ࡀ

࡜ఱࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡿ࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ⾜୪࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌮ᩚ࡚ࡗษ࠸ᛮࢆ

ࢇࡕࡁࠊᙧ࡛ࡓࡵྵࡶ⏬ᆅ᪉㈈ᨻィࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㈈ᨻၥ㢟ࡢࡇࠋࡍ㈈ᨻၥ㢟࡛ࡶ࡚ࡗ࠸

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟ሙࡿࢀࢃ⾜ࡀ༠㆟ࡢ࡜ᅜ࡜ᆅ᪉ࡓࡋ࡜

࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠿࠸ࡶ࡟ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿࡍἲไ໬ࡾ࡞ࡁ࠸᫬ᅜ఍࡛⮫ࠊࡔࡓ  

ሙࡢ༠㆟ࠊࡣ㛫ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠿᥃ࡀᗘ᫬㛫⛬ࡿ࠶ࡣ࡟ἲไ໬ࡢᐇ㝿ࠋࡍࡲ࠸

ࡀᚲせࡃ࠾࡚ࡵ㐍ࢆ࠸ヰྜࡢ࡜ᅜ࡞ලయⓗࠊࡽࡀ࡞ࡵྵࡶ୰㌟ࡢἲไ໬ࠊ࡚ࡗ᪩㏿సࢆ

 ࠋࡍ࡛➨ḟࡿ࠸࡚࠼⪄࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶

ᩚࡓࡗษ࠸ᛮࡢᅜᗜ⿵ຓ㈇ᢸ㔠ࠊࡣẸ୺ඪࠊࡣᗘࡢࡇ࡟≉ࠊࡀࡍⅬ࡛ࡢᚋ᭱ࠊ࡚ࡋࡑ  

࠼⪄ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡑΏ࡟ᙧ࡛ᆅ᪉࠺࠸࡜ᣓ஺௜㔠୍ࠖࠕࢆࢀࡇࠊࡓࡲ࡚ࡋࡑࠊࡋࢆ⌮

ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ୺ᙇ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾ࠶ၥ㢟ࡣຓไᗘ⿵ࡢࠖࡁ௜ࡶࡦࠕࠊࡶࠎᡃࠋࡍࡲ࠸࡚

࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡉಖ☜࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㢠⥲ࡢ஺௜㔠ࡢሙྜࡓࡗ࠸࡚ࡋእࢆࢀࡇ

ࠊࡣࡶ࡝⚾࡟ⓗ⯡୍࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼⪄ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡶ࡚

⿵ຓ㔠༙ࢆᩘ௳ࠊࡎࡲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⌮ᩚࡢศࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ᡭ᥃࡜࠿࠺࡝ࡽࡓࡅ

ࡗᛮ࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆゝཬࡦࡐࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸

 ࠋࡍ࡛➨ḟࡿ࠸࡚

  ᅜࡢ┤㎄஦ᴗ㈇ᢸ㔠ࡢࡇࠊ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ጤဨ఍ࡽ࠿ពぢ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ᫂⾲ࡢ

ࡶࢀࡇࡦࡐࠋࡍ୰࡛᭱ࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ࠸ヰྜࡢ࡜ᅜࠊ௒ࡶࡶ࡝⚾ࠊ࡚ࡗᚑ࡟⥺ࡢ࠶ࠋࡍࡲ

ᐇ⌧࡜࠸ࡓࡋᛮࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ 

  ᭱ᚋࠊ࡟ඛࠊࡀࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡝࡯⩏ົ௜࣭ࡅᯟ௜ࡢࡅぢ┤ࠊࡣࡋᡃࠎᆅ᪉⮬἞యࡢ

⮬⏤ᗘࢆ☜ಖ࠺࠸࡜ࡿࡍほⅬࡽ࠿ゝ࡜࠺㠀ᖖ࡟㔜せ࡞Ⅼ࡛ࠋࡍᙜጤဨ఍࡛㠀ᖖ࡟⭾኱࡞

సᴗࡦࡐࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ⩏ົ௜࣭ࡅᯟ௜ࡋ⌮ᩚ࡜ࢇࡕࡁࡣ࡟⛅ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡅ

సࡢ࡜ᅜࠊฟⓎⅬ࡞㔜せ࡟㠀ᖖࡢ௒ᚋࡣࢀࡇࠋ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࢆ࿌່ࡣ࠸ࡿ࠶ᙧ࡛ሗ࿌ࡓ

ᴗࡢ୰ᚰࡢⅬ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࡜ࡿ࡞࡟ᛮ࠾ࡃࡋࢁࡼࡘ୍ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㢪

 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦࠸

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 

 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊ᳃඲ᅜᕷ㛗఍఍㛗ࠊࡣ࡛ࢀࡑ  

㸦᳃఍㛗㸧 ㈗㔜࠾࡞᫬㛫ࢆ㡬ࠊ࡚࠸ᚰࡽ࠿ᚚ♩ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ 

࡚ࡋࡅ௜࠾ࢆ඲ᅜᕷ㛗఍せㄳࠖࡿࡍᑐ࡟ᨻᶒබ⣙ࠕ࡚ࡋ࡜㈨ᩱࠊࡣ඲ᅜᕷ㛗఍ࡶ࡝⚾  

ࡗࡲ࡜ࡲࡃࡼせ㡿࡟㠀ᖖࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ୺ᙇ࡚ࡋ࡜඲ᅜᕷ㛗఍࡛ࡲ௒ࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸

࡟㓄ศ※⛯ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᆅ᪉⛯㈈ᨻࡓࡆୖࡋ⏦௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡋฟ࠾ព࿡࡛࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
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 重

࡜⛯ᬑ㏻ࡿ࠸࡚ࡋᏳᐃࡀ཰⛯ࡃ࡞ᑡࡀ೫ᅾᛶࡢ※⛯ࠊ࡜⌧ᐇࡢ㸳㸸㸳ࠖࠕࡢᙜ㠃ࡿࡅ࠾

⚾ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗྜࡀṌㄪ࡜඲ᅜ▱஦఍ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᣑ඘ࡢ⛯㈝ᆅ᪉ᾘࡢ࡚ࡋ

 ࠋࢇࡏࡲࡆୖࡋ⏦ㄝ᫂ࡃࡋヲࡣࡽ࠿

  ᆅ᪉஺௜⛯ࡢ᚟ඖ࣭ቑ㢠ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡶ࡝⚾ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᆅ᪉஺௜⛯ࡣࢀࡇࠊࡣṔ௦⥲

⌮኱⮧ࡢⓎゝࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡟ᮏ᮶ࠊᅜࡀᆅ᪉࡟௦࡚ࡗࢃᚩ཰ࡿࡍᆅ᪉⛯࠺࠸࡜ࡔ❧ሙ

࡛ࢇ⏕ࢆㄗゎ࠺࠸࡜ࡔ㔠࠾࠸ࡓࡀࡾ࠶ࡿࡍ஺௜࡟ᆅ᪉ࡀᅜࠊ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛

࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿ࡔࡓ࠸࡚ࡵᨵࡎࡲࢆⅬࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸

ࡵࡸࢆ⟭౛ຍ≉ࡃ⥆㛗ᖺࠊ࡚ࡗᅗࢆᏳᐃࡢ㢠⥲࡞୰ᮇⓗࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⛯ᆅ᪉஺௜ࠋࡍࡲ

᱌຺ࢆ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔᚲせࡣ⚾ࡀ⨨ᥐࡢ➼ࡿࡆୖࡁᘬࢆ⋠ἲᐃࠊ࡚

࠸ࡘ࡟⛯ᆅ᪉ඹ᭷ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡍᚭᗏ࡟᭦ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜※㈈ࡢᅛ᭷ࡢᆅ᪉ࡀ⛯஺௜ࠊࡋ

࡚➨㸱ḟ່࿌ࡾ┒࡟㎸࠾ࡦࡐࢆ࡜ࡇࡴ㢪ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸ࡓࡋࢆ࠸♫఍ࡢㄗゎࡀ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞

௒ᮅࠊ࡟๓ࡿࡍࢆᚚㄝ᫂ࡢᨵ㠉ࡢ➼ᅜᗜ⿵ຓ㈇ᢸ㔠ࡿࡵ㧗ࢆᗘ⏤⮬ࡢᆅ᪉ࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

⏝ពࡓࡋ㈨ᩱࢆ㓄࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽᛮࠊࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᕷ⏫ᮧࠊࡣᅜ࣭┴ࠕࡢ࡜ඹྠ

஦ᴗ⪅ࠖࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࡜ࡔ௒࠾㓄ࠊࡣ࣮ࣃ࣮࣌ࡓࡋࡾ㔘㏑࡟ㄝἲ࡛࠺ࡼࡢㄔ࡟ᜍ⦰࡛

≉௒ᅇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉゎ⌮࡟ᅜẸࡶ࠺࡝ࡀⓗ┠ࡸᛕ⌮ࡢᆅ᪉ศᶒࡣ⚾ࠊࡀࡍ

࠺࡝ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡲ㧗࡟㠀ᖖࡀ㛵ᚰࡿࡍᑐ࡟ᆅ᪉ศᶒࠊ࡚ࡗ࠶ࡶά㌍ࡢ඲ᅜ▱஦఍࡟

࡛ࡾ࠿ࡤ㆟ㄽ࠺࠸࡜࠿ࡍ࡛ࡢࡿࡸ࡟ࡵࡓࡢఱࠊ࡜ࡍࡲ࠸ぢ࡚ࢆ࡝࡞࣮ࣙࢩࢢࣥࢽ࣮ࣔࡶ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔၥ㢟ࡢ␒୍ࡀࡇࡑࠋࡍ

ᖹᡂ 18 ᖺ㸴᭶㸵᪥ࡶ࡝⚾࡟ᆅ᪉භᅋయ࡛ᥦゝࠊࡀࡓࡋࡲࡋ᪂࠸ࡋᆅ᪉ศᶒ᥎㐍ἲ࡛

⌮ᛕ࡟≉ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆᙉࠊࡣ⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࡃ

㜵⾨ࡸእ஺ࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࡣ⏕ά࡟ᐦ╔ࡓࡋᨻ⟇ࠊ஦ᴗࠊࡣᇶᮏⓗࡣ࡟ᅜࡶ┴ࡶᕷ⏫ᮧࡶඹ

࡚ࡋ╔ᐦ࡟ሙ⌧ࠊࡣᕷ⏫ᮧࠊ࡟≉ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ព㆑࡛ື࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㈇ࢆ௵㈐࡚ࡋྠ

ఫẸࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅཷ࡟┤ࢆ࣒࣮ࣞࢡࡢࡽ࠿ᨻ⟇ၟࢆရၟࠊ࡜ࡿ࠼࡜ࡓ࡟ရࢆ

ᨵⰋࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍゝࠊࡤࡽ࡞࠺ᯇୗࡀࢲࣥ࣍ࡸᾘ㈝⪅࡟ᐦ╔ࢆ࣮ࢱࢽ࡚ࣔࡋసࢇ࡝࡚ࡗ

࡜࠸࠸࡚ࡗ࠶ࡶ࡟⟇ᨻࠊࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋᨵⰋࢆࣅࣞࢸࡸὙ℆ᶵࢇ࡝

ᛮࡀࣉ࢖ࣃࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺඲ࡃ㏵⤯ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ୍ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼ 

㸰Ⅼ┠ࠊࡣ⥲ྜⓗ࡞ᨻ⟇ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪄ࢆ㟘ࡀ㛵࡛ࡣ㝈⏺ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ 

  㸱Ⅼ┠ࡣ⚾ࠊࡣ௒ࠊᅋయ⮬἞࡜ఫẸ⮬἞ࡢㄪ࿴ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟࣐࣮ࢸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜

⪄࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞࠿ࡋᕷ⏫ᮧࡣࡢࡿࡁ࡛⌧ᐇࢆࢀࡇࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃゝ࠿࡞࠿࡞

ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞ࡣ࡛┴㒔㐨ᗓࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ヂࡋ⏦ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼

ఫẸ⮬἞࡟≉ࠊࡀ㹌㹎㹍➼ࡀⓎ㐩ࠊ࡜ࡿࡍ᪥ᮏࡀ㠀ᖖ࡞࠿㇏࡟ᅜ࡜ࡿ࡞࡟☜ಙࡲ࠸࡚ࡋ

ලయࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠼ッࡦࡐࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᚲせࡀᆅ᪉ศᶒࡶព࿡࡛ࡢࡑࠊࡀࡍ

ⓗ஦౛࡛⏦ࠊ࡜ࡍࡲࡆୖࡋ౛ࡤ࠼㛗ᒸᕷ࡛᭱ࡃࡈࠊ㏆࡛ࠊࡀࡍ㹌㹆㹉࢜࢘ࢫ࣮ࣗࢽࠕࡢ

࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㥐ࠖࡢ࡚⫱Ꮚࠕࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡆୖࡾ㸷࡛ࠖྲྀࢳࢵ

ࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡲࡘࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟⥴୍ࢆㄯ᪋タ┦ࡢ࡚⫱Ꮚ࡜㒔ᕷබᅬࠊ࡜࠺࠸࡜

㐟ࠊࡽࡀ࡞ࡏࡤⱝ࠸ẕぶࡀᏊ⫱࡚┦ㄯࠊࡾࡓࡋࢆⓎ㐩㞀ᐖࡿ࠶ࡀᏊࢆࡶ࡝ぢࡍࡾࡓࡅࡘ

ࡀ㟘ࡣࢀࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡸ㛗ᒸᕷ࡛ࢆ⟇ᨻࡓࡋ࡟⥴୍ࢆࢻ࣮ࣁ࡜⟇᪋♴⚟ࡓࡗ࠸࡜ࡿ

㛵࡛ࡣ⤯ᑐฟ࡚࠸࡞ࡇⓎ᝿ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࡢ࡞㒔ᕷබᅬࡣᅜᅵ஺㏻┬ࡢᢸᙜ࡛ࠊ

Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡣཌ⏕ປാ┬࡟ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞᥋Ⅼࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡀ᪂ࢵ࣑ࢼ࢖ࢲ࠸ࡋ
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ࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡇฟ࡚࠿ࡋࡽ࠿ᕷ⏫ᮧ㛗ࡓࡗᣢࢆຊྜ⥲ࡣ⚾ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⟇ᨻ࡞ࢡ

࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡋ╔ᐦ࡟ሙ⌧ࠊࡶ࡚ࡗࡸࡽࡃ࠸ࡀ⮧኱⌮⥲ࠊ࡚ࡋⓎ㐩ࡽࡃ࠸ࡀෆ㛶ᗓࠋࡍ

ࡍࢆရ㛤Ⓨၟࡓࡗྜ࡟ࢬ࣮ࢽࡢ⪅㈝ᾘࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣရ㛤Ⓨࠖၟࠕ࠸ࡋ᪂ࠊ⟇ᨻ࠸ࡋ᪂࡞

 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࡃᙉࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᚲせࡀᆅ᪉ศᶒࡣ࡟ࡵࡓࡿ

ࡀ⟇ᨻ࠸ࡋ᪂࠿࡞࠿࡞ࠊ࡜࠸࡞ࡀᶒ㝈࡜௵㈐ࠊ࡜ࡍࡲ࠸㛵㐃࡛ゝࡢ┠㸰Ⅼࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

ฟ࡚᮶ࠋ࠸࡞㛗ᒸᕷࡢ஦౛࡛ゝࠕࠊ࡜࠺ᩍဨࢺ࣮࣏ࢧ㘐ᡂሿࠖࢆጞࠋࡓࡋࡲࡵ㏥⫋ࡓࡋ

ඛ⏕᪉ࢆ㸴ே࡝࡯㞠ࠊ࡚ࡗⱝ࠸ඛ⏕ࢆ୰ᚰ࡟ᣦᑟຊࡀ୙㊊ࡿ࠸࡚ࡋඛ⏕࣐࣮ࣥࢶ࣐ࣥࢆ

࡛㸯ᖺ㛫ᩍ⫱ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡿࡍసࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ㏥⫋ࡓࡋඛ⏕᪉ࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡔᐇࢺࢫࢥ࡟

ᖺ㛫ࡶ㸴ே࡛ࠊ࡚ࡃⰋࡀࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ 1貫「00 ୓࡞ࢇࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿࠿࠿ࡋ࠸ࡽࡄ

⡆༢࡞ᨻ⟇ࡀఱ࡛ฟ࡚ࠋ࠿࠸࡞ࡇㄡࡶ࡚ࡗࡸࡀᙜࡾࡓ๓࡛ࡢࢫࣈࣥࣟࢥࠊ༸࡞࠺ࡼࡢᨻ

ࡣ࡟ᕷ⏫ᮧࠊࡾ࠶࡟┴㒔㐨ᗓࡣே஦ᶒࡢᩍ⫋ဨࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡇఱ࡛ฟ࡚ࠊࡀࡍ࡛⟇

㘐ᡂሿ࡛ࠖࢺ࣮࣏ࢧᩍဨࠕࡣ㛗ᒸᕷ࡟⌧ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ 」00 ேࢆ࡝࡯㸳ᖺ㛫࡛㣴ᡂࡲࡋ

ᆅࡣ⚾ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞࠸ฟ࡚࡟ᕷእ࠸ࡽࡃศ༙࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡀࡓࡋ

᪉ศᶒࡢ኱஦࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ᛮࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ 

ࡽ࠾࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᗫṆ࣭ࡋ┤ぢࢆᚋᮇ㧗㱋⪅ไᗘࠊ࡟≉ᨻᶒබ⣙࡛ࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

ࠊࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࡜ࡇࡿᚓࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋᗫṆࠊࡾࡓࡋࡋ┤ぢࠋࡍࡲࢀ

㒔㐨ᗓ┴࡟࡜ࡈᕷ⏫ᮧ㐃ྜࢆసࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ஦ᴗ୺యࡣᕷ⏫ᮧࠋࡍ࡛ࡢ࡞஦ᴗ୺య

࡝ࡀㄽ⤖ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ᭩࡟ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐࡟຾ᡭࡀఱ࡛ᨻඪࠊ࡟ࡋ࡞ࡶㄯ┦࡟

ྵࢆᨻඪࠊࡀࡍ࡛ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸Ⰻࡀ᪉ࡓࡋᗫṆࠋࡍヰ࡛ࡢูࡓࡲࠊࡣ࠿ࡿ࡞࠺

ࡿ࠶ࡀព㆑࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࡅࡔࡕࡓศ⮬ࡀᅜ࡚࡭ࡍࡶ⟇ᨻࡿࡍᐇ᪋ࡀᕷ⏫ᮧࠊ࡚ࡵ

ၥࡢ఍ᖖ㆑♫ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ၥ㢟ࡢἲ᠇ࡸၥ㢟ࡢἲᚊࠊࡣࢀࡇࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ

㢟࡜ࡔᛮ࡟⥴୍ࠋࡍࡲ࠸஦ᴗ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ┦ㄯ࡚ࡋࡃ࡞᪉㔪ࢆỴࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ

Ẹ㛫࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪄ࡽࡓࡗࡔᛮࠋࡍࡲ࠸ 

  ྛᨻඪࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡢぢࠊ࡜ࡿᇶ♏⮬἞యࡢ㔜どࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜᭩࠸ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸

࡚ࡗ౑ࢆရၟࠊࡤ࠼ᛮ࡜ࡔရၟࡣ⟇ᨻࠊࡣ⚾ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᮇᚅࢁ࠸ࢁ

ࡀ࡜ࡇ࡞ᖖ㆑ⓗࡃࡈ࠺࠸࡜ࡿࡍ㔜どࢆᇶ♏⮬἞యࡿ࠸࡟ࢁࡇ࡜࠸㏆␒୍࡟⪅㈝ᾘࡿ࠸

ᆅ᪉ศᶒ࡜ࡔᛮࡶ࡜ࡦࡐࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ➨㸱ḟ່࿌࡛࡜ࢁ࠸ࢁ࠸୺ᙇ࠾ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ㢪࠸

 ࠋࡍᚲせ࡛ࡦࡐࡀ᥎㐍ࡢᆅ᪉ศᶒࡢ㠃࡛ࡢ㈈ᨻࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ࡓࡋ

ࡶ࡝⚾ࠊࡀࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇࡢᚋᮇ㧗㱋⪅ไᗘࠊ௒ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦࡚ࡵ⤡࡟ࢀࡑ  

ᚋᮇ㧗㱋⪅ไࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡽ࠿๓ࢆ୺ᙇ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡍᮏ໬୍ࡀᅜࡣ་⒪ಖ㝤ไᗘࠊࡣ

ᗘࡢᗫṆࡧ⤖࡟ࡇࡑࡀ௜࠺࠸࡜࡞࠿࠸࠸࠶ࡲࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡃẼࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛࠸࡞ࡋࡶ

వィࠊࡣⅬࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡅཷ࡟┴㒔㐨ᗓࡤࢀࡁ࡛ࠊࡀ

 ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࡞

࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜ࡿࡍ᥎㐍ࢆᆅ᪉ศᶒࠊࡽࡀ࡞࠼⪄ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ  

ࠊ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ࢆ㆟ㄽࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ヂࡋ⏦ㄝἲ࡛࡟㔘㏑ࠊጤဨ఍࡛ࡢࡇࡦࡐࢆ࡜ࡇ࠺

 ࠋࡍࡲࡾࢃ⤊࡚ࡋ࠸㢪࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ࿌່ࡃᙉ࡛ࢀࡑ

  ௨ୖ࡛ࠋࡍ 

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 

 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊᒣᮏ඲ᅜ⏫ᮧ఍఍㛗ࠊࡣ࡛ࢀࡑ  

㸦ᒣᮏ఍㛗㸧 ඲ᅜ⏫ᮧ఍ࡢᒣᮏ࡛ࠋࡍ௒᪥࡟ู≉ࡣ࿧࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚࠸ࡔࡓ࠸࡛ࢇ
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࠸࡚࠸㡬ࢆᚚ㓄៖࡞᱁ู࡚࠸ࡘ࡟ᨻ⾜ࡢᮧ⏫ࠊᖹ⣲ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩࠾ࠋࡓࡋࡲ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࡶ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿ

ู≉ࡽ࠿⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡆୖࡋ⏦ࡀᕷ㛗఍㛗࡜஦఍㛗▱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㊃᪨ࡢᮏ㢟ࡑࡼ࠾࠾  

࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋࢆ࠸㢪࠾ሙ࡛❧ࡢᮧ⏫ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠸࡞ࡣᚲせࡿࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࡞

ᛮࠋࡍࡲ࠸௒ࡶ࡝⚾ࠊ⏫ᮧࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᆅ᪉ศᶒ୍ࡀ␒኱஦ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ศᶒ࡞ࢀࢃ⾜ࡀ

ࠊࡣᆅ᪉ศᶒࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞ࡓࡲ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽせࡣᮧ⏫ࠊ࡜࠸

⏫ᮧ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࡽ࠿ࢀࡇࡀά㌍࠾࡟ึ᭱࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡸ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡢ㢪ࢆ࠸

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡆୖࡋ⏦

ࡗࡸ඲㒊࣮࢜ࣝチྍไ࡛ࡶ࠿ࡶఱࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋᣑ኱ࢆ⿢㔞ᶒ࡟ᮧ⏫ࠊࡓࡲ  

⮬ࠊ࡚ࡋࡤఙࢆ⩚ࡋᑡࠊࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔ᪉ࡾᅾࡢᮧ⏫ࡢ௒ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚

࡛࠸࡞ࡣ኱஦࡛␒୍ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡾࡃ࡙ࡕࡲࠊࡽࡀ࡞ࡋⓎ᥹ࢆ⿢㔞ᶒ࡟⏤

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡆୖࡋ⏦ࢆ࠸㢪࠾࡟ึ᭱ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࡇࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ

࠸㢪࠾ࡋᑡ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞኱஦␒୍ࡣ⛯ᆅ᪉஺௜ࡶၥ㢟࡛ࡢ※㈈ࠊࡓࡲ  

఩୍య୕ࠊ๓࡜ࡗࡎࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦Ⅼ୍࡟๓ࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡆୖࡋ⏦ࢆ

⣙㸳඙ࠊᙜ᫬࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡿࡸࢆ㈈ᨻᨵ㠉ࡢ 1貫000 ൨෇ࡢᆅ᪉࡟஺௜࠾ࡿࡍ㔠ࢆ๐

ῶࠋࡓࡋࡲࡋᚚᢎ▱࠿☜ࠊࡕ࠺ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢ㸱඙෇㏆ࡀࡢࡶ࠸⮫᫬㈈ᨻᑐ⟇മࡔ

㸰඙ࡢࡘ୍࠺ࡶࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡗ 1貫000 ൨෇ࡀ࠸ࡽࡄᆅ᪉஺௜⛯࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡗࡔ⚾

ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶఱ࡚ࡋ⏕ ࡕ❧ࡣᆅ᪉ࠊࡽࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡋࢆ㈶ᡂࡣࡶ࡝

㎞ࡅࡔ㸱ᖺ㛫ࠕࠋࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ㏉ࡀ㏉஦࡞࠺ࡼࡢࡇࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗゝ࡜ࡿ࡞

ᢪࠋ࡜ࠖࢀࡃ࡚ࡋ㸱ᖺ㛫࡛ࠋࡍ㸱ᖺᚋࡓࡲࡣ࡟᚟ඖࠊࡿࡍ᚟ά࡜ࡿࡍゝࠋࡍ࡛ࡢࡓࢀࢃ

ㄡࡀゝࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡗᢤࡣࡶ࡝⚾࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡟ࡁゝࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࢀࢃ㸱

ᖺࠊࡽ࡞௒ࡢ≧ἣ࡚࠼⪄ࡽ࠿௙᪉࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡀᛮࠊ࡚ࡗἽࡃἽ࡜ࡃゝࡓࡗ᪉࡜࠸࠸ࡀᛮ

㸳඙ࠊࡀࡍࡲ࠸ 1貫000 ൨෇ࡢᆅ᪉ࡢ㈈※ࡢ๐ῶࢆࡴࡸࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᚓࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞

ࡶ࡚ࡋ᚟ඖࢆࢀࡇࡎࡲࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᠈グ࠺ࡑࡣ⚾ࠊ࡜ࡓࡋࢆ▱ᢎࡣᙜ᫬ࡢ࠶

㸳඙ࠊࡣࡢ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾࡟ึ᭱ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡓ࠸ࡽ 1貫000 ൨෇ࢆ๐ῶࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡋ

 ࠋ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾࡟ึ᭱ࢆࢀࡑࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ᚟ඖࢆࢀ

࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟㆟ㄽࡶ࡚ࡗゝ࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛ࡶࢀࡑࠊࡕࢃ࡞ࡍ  

ᛮࠋࡍ࡛ࡢ࠺ゝ࠸᥮ࠕࠊ࡜ࡿ࠼ゝⴥࡢ࡛ୖࡢ೉㔠ࠖࢆᅜࡣᆅ᪉ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟

Ᏺࢆ⣙᮰ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ⣙᮰ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣᚲせ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ㏉ࢆ೉㔠ࡢࡑ

ࡌⓙᚚᏑࠊඛ⏕᪉ࡢጤဨࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ኱஦࡛ࡑࡇ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗ

㸳඙ࡢᙜ᫬ࠊ࡚ࡋฟ࠸ᅇᛮ୍࠺ࡶࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ 1貫000 ൨෇ࡢ๐ῶࡦࡐ࡚࠸ࡘ࡟⪃

㸳඙ࠊࡣᙜ᫬ࡢࡑࠊࡤࡽ࡞࠺ゝࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ᚟ඖࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠼ 1貫000

൨෇ࠊࡅࡔᚑ᮶ࡶࡾࡼࡢࡶࡢከࡢࡃ஺௜⛯➼ࡀᡃࡣ࡟ࠎΏࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ

࠸㢪ࢆ༑ศᚚ㓄៖ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡑࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲ࠸࡚ࡁ࡛ࡔᮍࡣ᚟ά࡞᏶඲ࡢࡑࠋࡍ࡛

 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓ

ࡗࡎࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡍ⌧ᐇࢆ㓄ศ※⛯ࡢ㸳㸸㸳ࡣᆅ᪉࡜ᅜࠊ࡟ḟࡢࡑࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

ヰ࠾ࡽ࠿㯞⏕▱஦఍㛗ࡶ࡝࡯ඛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗゝࡣᆅ᪉භᅋయ࡛ࡽ࠿௨๓࡜

 ࠋࡍ࡛ࡲࡲࡢ⋠ẚࡢ㸴㸸㸲ࡣࢀࡑ࡟ࡔࡲ࠸ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸ฟ࡚ࡀ

࡛⋠ẚࡢ㸯㸸㸲࡟࠺ࡼࡢ▱ᚚᢎࠊࡣ⛯㈝ᾘࠋࡍ࡛⛯㈝ᾘࡣࡢࡿ࡞࡟୰୍࡛␒ၥ㢟ࡢࡑ  

ᆅ᪉࡜ᅜ࡟ศࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡅ㏫ࠊ࡟ᆅ᪉ഃࢆ㸲ࠊ࡚ࡋ࡟ᅜഃࢆ㸯ࠊࡤࢀࡍ࡟඲
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యⓗ࡟㸳㸸㸳ࡢ⛯※㓄ศ࡛ࡲࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟ᛮ࠸ษࡔࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡗ

೫ᅾ㜵Ṇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡧఙࡣᆅ᪉ࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿࡅ

ᖖ᪥㡭࡟࠺ࡼࡢࡑࡣࡶ࡝⚾ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㓄ศࡢ※㈈ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅ㡬ࢆ༑ศᚚ㓄៖ࢆ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ࠸㢪࠾ࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚࠼⪄ࡽ࠿

ࡣ඲ᅜ࡛⏫ᮧࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡆୖࡋ⏦ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡐ࡞   1貫000 ࠋࡍࡲࡾ࠶࠸ࡽࡄ

ࡢࡑࠊࡣ㢠ࡢᆅ᪉ᾘ㈝⛯஺௜㔠ࠊࡋ࠿ࡋ 1貫000 ㏆ࡿ࠶ࡃ඲ᅜࡢ⏫ᮧࡢ࡬஺௜㔠⥲㢠ࡾࡼ

ᮾிࡶ 「」 ༊ࡢ࡬஺௜㔠⥲㢠ࡢ᪉ࡀከࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡍ࡛ࡢ࠸ᮾி 「」 ༊࡟஺௜ࡿ࠸࡚ࡋᆅ

᪉ᾘ㈝⛯ࡢ㢠ࡢ᪉ࠊࡀᆅ᪉ࡢ 1貫000 ࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡶࡾࡼ㢠ࡿ࠸࡚ࢀࡉ஺௜࡟ᮧ⏫ࡿ࠶

ேࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣᆒ➼㓄ศࡢ※⛯ࡢ㸳㸸㸳ࠊࡣࡾ㝈࠸࡞ࡋಟṇࢆࡇ

ཱྀ㸯ேᙜ࡟ࡾࡓィ⟬ࠊ࡜ࡿࡍࢆ⏫ᮧഃࠊࡣᮾி 「」 ༊ࡢ஺௜㢠ࡢ 60㸣࡟Ṇࠋࡍ࡛ࡢࡿࡲ

 ࠋࡍࡲࡁ࠾࡚ࡆୖࡋ⏦ࢆ࠸㢪࠾ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ┤ࡦࡐࢆⅬࡢࡑ

࡝࡞౛ᕷ≉ࠊ୰᰾ᕷࠊᨻ௧ᕷࡣᕷࠊ௒ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศࡘ୍ࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

୙ᛮ㆟ࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽసࢆࡢࡶ࡞ࢇࡑ࡟ࡵࡓࡢఱࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗసࢆไᗘࡢ

ࡸ࡟ࡵࡓࡿࡍࢆࡾ᣺ࡾ๭ࡢ※㈈ࠊࡤࡽ࡞࠺ゝࠊࡢ⛯ࡿࡃ࡚ࡗධࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡛

ࡼࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗసࢆᐇཱྀ࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡾ

㈈ࠊ࡚ࡗసࢆᕷ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡝࡞౛≉ࠊ୰᰾ࠊᨻ௧ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸

ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡣ࡟ᮧ⏫࠸࡞ࡶఱࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡃ࠸࡛ࢇ✚ࢆ※

᪉ࡾࡸ࠸ྂ࡞࠺ࡼࡢࡇࡢ᫇࠺ࡶࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡋウ᳨ࡋᑡ࠺ࡶࢆ᪉ἲࡢ㓄ศࡢ

᳨ࡦࡐࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡑ௒ᅇࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮࡣ⚾࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡵࡸࡣ࡜ࡇࡿࡅ⥆࡜ࡗࡎࢆ

ウࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋゝࠊࡤࡽ࡞࠺㏆௦ⓗ࡞⛯㈈※ࡢ㓄ศ୍ࠊࡑࡇ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪄ࢆ␒

኱஦ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞ㄡࡀぢ࡚ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢ࠶ࠊ࡝࡯ࡿ࡞࠶࠶ࠊࡶ᪉࡛ࡿ࠶

ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣᚲせ࡛ࡀ᪉ἲࡢ㓄ศ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡵㄆࡀࢇࡉⓙ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡤࡽ࡞

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ࢆ࠼⪄࠾ࡶ࡜ࡦࡐࢆⅬࡢࡑࠋࡍࡲ࠸

࠿ࡔࡓ࠸࡚ࡋ༑ศ㓄៖ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡍࡲࡂ㓞㐣ࡀ᱁ᕪࡢ㈈※ຊࡢᆅᇦ㛫ࠊࡓࡲ  

࡞ࢇࡳࡀ᪥ᮏᅜẸࠊ࡚ࡃ࡞࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼ࠸࠸࡛⚟⿱ࡣࢁࡇ࡜࡞⚟⿱ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞

ᖹ➼ࡢ฼┈ࡽࡀ࡞ࡅཷࢆ⏕ά୍ࡑࡇ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ␒኱஦࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞ᛮ࡛ࡢ࠺

࠺ࡼࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ㓄ศ࡚࠸⨨ࢆຊⅬ࡟Ⅼࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㓄ศࡢ※㈈ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ຍࡣࢀࡇࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚࠼⪄࡟

ࠊࡣ⛯ᆅ᪉஺௜ࡢ௒ࠊࡀࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࡣ࡚࠸ࡘ࡟㈈※ไᗘ⛯ࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

㈈※ಖ㞀࡜㈈ᨻㄪᩚࡢ㸰㏻ࡢࡾᶵ⬟ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㸰ࡢࡘᶵ⬟ࡶࡽ࠿ࢀࡇࢆᏲ࡚ࡗ

ࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋᨵṇ࡟኱ᖜ࡟࠺ࡼࡓࡆୖࡋ⏦࡟ึ᭱ࡀ⚾ࠋ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾࡟࠺ࡼࡃࡔࡓ࠸

ࡢࡘ஧ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ⛯஺௜ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸Ⰻ␒୍ࡀࢀࡑࡤ

ᶵ⬟ࢆ༑ศ⏕ࡓࡋ࠿㓄ศࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ᫬୍ࠊࠎ᪉࡟ᐤ୍ࠊ࡚ࡗ᪉ࡀᙉ୍ࡾ࡞ࡃ

᪉ࡀᙅࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃẼࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲࡋࡀ㈈ᨻຊࡢᙅ࠸ᙅᑠࡢ⏫

ᮧ࡜ࢇࡔࢇࡔࡣ㈈※ࡀ୙㊊ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᆅ᪉஺௜⛯ࡢᣢࡿ࠸࡚ࡗ஧ࡢࡘ

ᶵ⬟ࢆ༑ศⓎ᥹࡚ࡋ㈈※㓄ศ࠾ࠊ࠺ࡼࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ㢪࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦࠸ᛮࠋࡍࡲ࠸ 

  ⏫ᮧഃࠊࡣᩘࠊࡶ௒ 1貫000 ᣺ࡢᆅᇦ࡚ࡗ࡞࡟ᠱ࿨⏕୍࡞ࢇࡳࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠸ࡽࡄ

ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆດຊ࡚ࡗ࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗసࢆࡏᖾࡢࢇࡉⓙࡢఫẸࠊ࠺ࡇ࠸࡚ࡗᅗࢆ⯆

⚾ࠊ࡚ࡆୖࡋ⏦ࢆ࠸㢪࠾࠺ࡼࡍࡲࡁ㡬ࢆᚚ㓄៖࡞ู≉ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼⪄࡟༑ศࢆⅬࡢ

 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲࡋ࡜ࡾࢃ⤊ࢆពぢࡢ
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㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ 

ḟ࡟ᶫୗ▱஦ࡢ኱㜰ᗓࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡏ㏉ࢆ೉㔠ࡢゝⴥࠕࠋࡓࡋࡲࡋ࡜ࡗࡁ࡝␒୍ࠊ⚾  

᫂⾲ពぢࡢ௒ࡔࡓࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔࢬ࣮ࣞࣇࢳࢵࣕ࢟࠸Ⰻ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡛࠸

 ࠋࡒ࠺࡝ࡶ࡛ࡽ࠿ࡓ࡞࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸⾜ࢆពぢ஺᥮ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆෆᐜࡢ

㸦⊦℩ጤဨ㸧 㯞⏕఍㛗࠾ࡢヰࡣ㠀ᖖ࡟ศࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿୰࡛ࠊ⩏ົ௜࣭ࡅ

ᯟ௜ࡢࡅぢ┤࡟ࡋ㛵່ࡿࡍ࿌ࠊࡣᚋ࡛ጤဨ㛗࠾ࡽ࠿ヰ࡜ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᛮࠊࡀࡍࡲ࠸๭

 ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍฟࡃ᪩࡜

᪂࠸ࡋᨻᶒࠊࡣᅜ࡜ᆅ᪉ࡢ༠㆟ࡢሙࢆస࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿᛮࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᅜ࡜ᆅ᪉

ࡈࢡࢵࣟࣈࡿࡅ࠾࡟ᆅ᪉ฟඛᶵ㛵ࠊ㸰ḟ່࿌࡛➨ࡢጤဨ఍ࡢࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ሙࡢ༠㆟ࡢ

ṇࡢሙࡢ༠㆟ࡢᆅ᪉࡜ᅜ࡚ࡋ࡜ᙜጤဨ఍ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶࡚ࡅ఩⨨௜ࡎ࠼࠶ࡾྲྀࢆ༠㆟ࡢ࡜

ࢪ࣮࣓࢖࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡇࠊࡣ࡚ࡋ࡜㯞⏕఍㛗ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡍฟࡽ࠿ࢀࡇࡣࡅ఩⨨௜࡞☜

࡛స࠺ࡶࠊ࠿ࡢ࡞࠼⪄࠾࠺࠸࡜ࡿࢀࡽᑡࡋヲࡃࡋㄝ᫂࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋᛮࠋࡍࡲ࠸ 

㸦㯞⏕఍㛗㸧 ୰ኸྛ࡜ᆅ᪉࡛࡜ࢡࢵࣟࣈ୪⾜࡚ࡋᅜ࡜ᆅ᪉ࡢ༠㆟ࡢሙࢆస࠺࡝࠿ࡁ࡭ࡿ

ࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡏࡉ⾜ඛࢆሙࡢ୰ኸࡎࡲࠊ࡜ࡿࡆୖࡋ⏦࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿

୰ኸ࡛ࠊࡎࡲࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣᚲせࡄᛴ࡟࡞ࢇࡑࢆ᪉ࡢࢡࢵࣟࣈᆅ᪉ࠋࡍ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࡜࠸ࡓࡋ㞟୰࡟࡜ࡇࡿసࢆሙࡢ༠㆟ࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋ

ࡋ⏦࡝࡯ඛࡋᑡࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸᡭ㡰࡛࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

࠸࡚ࡋ⣙᮰ࡣ࡜ࡇࡿసࢆሙࡢ༠㆟ࡢἲᐃࠊࡣࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡢඪྛࡢ௒ᅇࠊࡀࡓࡋࡲࡆୖ

ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛ࡀሙࡢ༠㆟ࡢἲᐃ࡚ࡋฟࢆἲᚊ࡟ᅜ఍ࡽ࠿⛅ࡾ࡞ࡁ࠸ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ

ࡢᙧ࡛࠸࡞࠿ᇶ࡙࡟ἲᚊࡎࡲࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞࠿࠸ࡣ࠺ࡑ࠿࡞࠿࡞

༠㆟ࡢሙࡢ㛤ጞࢆồ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵᛮࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸༠㆟ࡢሙ࡛࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊἲ

ᐃࡢ༠㆟ࡢሙࢆసࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡁ࡭ࡿ㆟ㄽྠ࡜ࡿࡍࢆ᫬ࠊ࡟⌧ᐇ࡟⛅ࠊࡣ࡟

࠶ࡀၥ㢟ࡢᣓἲ୍ࡓࡋ࡜ࡵጞࢆࡅᯟ௜࣭ࡅ௜ົ⩏ࡢ࡝࡯ඛࠊ㈈ᨻၥ㢟࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡅྥ

≦ࡿࡏฟࢆἲᚊࡿࡍ㛵࡟ሙࡢ༠㆟ࡢἲᐃࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ㆟ㄽ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ

ែࠊࡣࡢࡿ࡞࡟ḟᮇ㏻ᖖᅜ఍࡛࡜࡞࠿࠸࡞ࡣᛮࡣ࡟࠸ࡽࡄ࡛ࡲࡇࡑࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᣢࡗ

 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡗ࠸࡚

㸦⊦℩ጤဨ㸧 ࡢࡑࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑ༠㆟ࡢሙࡢἲᚊไᐃࡶ࡟ࡢࡶࡢࡑ㛵ಀࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࡍἲ

ᐃ໬ࡢ๓࡟ᐇ㉁ⓗ࡞༠㆟ࡢሙࢆタᐃࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋゝࡇࢇࢁࡕࡶࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ

኱࡟㠀ᖖࡣ࡛ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡶ࡜ᨻඪྛࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㆟ㄽࡶጤဨ఍࡛ࡢ

ࡀᨻᶒࡣࢀ࠶ࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡀሙ࡞࠺ࡼࡢ㈈ᨻㅎၥ఍㆟῭⤒ࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ᪉࡛࠸ゝ࡞࠿ࡲ

ኚ࡜ࡗࡻࡕࡽࡓࡗࢃ㐪࡜ࡿ࡞࡟ࡢࡶࡓࡗᛮࠊࡀࡍࡲ࠸⾜ᨻๅ᪂఍㆟࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡝࡞ゝ࠸

᪉ࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ඲ᅜ▱஦఍ࠊ඲ᅜᕷ㛗఍ࠊ඲ᅜ⏫ᮧ఍࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣᙧ࡛࠿࠿

࠸࡚ࡋฟ࡛ࢪ࣮࣓࢖࡞ලయⓗࡋᑡ࠺ࡶࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡉ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࢃ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸࡜ࡃࡔࡓ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࡢ࡝ࠊࡽ࠿ࢀࡑ⛬ᗘࡢᶒ㝈࡜㈐௵ࢆᣢࡓࡗ༠㆟఍࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟

ࡃࡼࡶぢ࡚ࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㎶ࡢࡑࠋ࠿ࡢ࡞༠㆟఍ࡿ࡞༢ࡔࡓࠋ࠿ࡢ࡞࠼⪄

ศࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ఱேࡢ࠸ࡽࡄ఍㆟ࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡟ᆅ᪉භᅋయࡢ᪉ࡢ࡝ࡀ⛬ᗘ࠾

ධࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡟ࡾᨻ἞ᐙࡢ᪉࠾࠸ࡽࡄࢀ࡝ࡣධࡔࡲࡣࢀࡇࠊ࡝࡞࠿ࡢࡿ࡞࡟ࡾ

ࡢ࡝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㎶ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟㆟ㄽ࡞ࡁᵓ኱⤖ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࢀࡇ

 ࠋ࠿ࡍ࡛࠼⪄࠾࡟࠺ࡼ
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㸦᳃఍㛗㸧 ඲ᅜᕷ㛗఍ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⤖ᒁࢫ࢞ࠊᢤࡢࡁሙࢆ࡜ࡇࡿࢃ⤊࡟㠀ᖖ࡟㆙ᡄ࠸࡚ࡋ

ព࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣࡢࡓࡆୖࡋ⏦࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㈇ࢆ௵㈐ࡌྠ࡛➼ᑐࠊࡊࢃࡊࢃ࡝࡯ඛࠋࡍࡲ

࿡࡛ࡢࡘ୍ࠋࡍᨻ⟇ࢆసࠊ࡟ࡁ࡜ࡿᅜ࡜ᆅ᪉࡚ࡗྜࡁྥࡀ㆟ㄽࡿࡍሙ࡛ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣᅜẸ

⏕άࢆᖾࡌྠࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ࡏ᪉ྥ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ྥࢆᡭẁࡀⰋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸༠㆟

ࡋ⏦ᢳ㇟ⓗ࡛࡟㠀ᖖࠊࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠶ሙ࡛ࡿࡍ

ヂࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ᣄྰᶒࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞ゝࠊ࡜࠺ᅜࠊ࡛ୖࡀᅜࡀᆅ᪉࡟ᑐ࡚ࡋㅎၥࡍ

⚾ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟ሙࠖࡢඹྠసᴗࠕࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟᪉࠸ゝ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ

 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶࠿ఱࠊ㯞⏕఍㛗ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝࡟ලయⓗࠋࡍᕼᮃ࡛ࡢ

㸦㯞⏕఍㛗㸧 ࡔࡲ㑅ᣲࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡣ⾜ᨻๅ᪂఍㆟࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡀ

࡟㛵ಀ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ሙࡢ༠㆟ࡿ࠸࡚ࡵồࡀࠎᡃ࡜⬟ᶵࡢࢀࡇࠋࢇࡏࡲࡋࡾࡁࡗࡣࡔࡲ

 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸ࡃ࡟ࡋ㆟ㄽࡣࡢ࠺࠸࡜ࡔ࠺ࡇࠊ௒ࢆࢀࡇࠊࡔࡓࠋ࠿ࡢࡿ࠶

㸦᳃఍㛗㸧 ࢞ࢫᢤࡢࡁሙࢆࡢࡿ࡞࡟㆙ᡄࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ 

㸦ᒣᮏ఍㛗㸧 ඲ᅜ▱஦఍ࡣ௒࡜⌮⥲ࠊᖺ࡟㸯ᅇ࠿㸰ᅇ⛬ᗘ఍ྜࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ

ᕷ⏫ᮧࠊࡽ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡀ௙᪉ࡶ࡚ࡗࡸࡅࡔ඲ᅜ▱஦఍ࠊ࡟⌮⥲ࡢ๓࡜ࡗࡎࡣ⚾ࠊ࡛ࢀ

ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡸࡅࡔ㸯ᅇࢁࡇ࡜ࡓࡗゝ࡜࠿࠺࡝ࡽࡓࡗࡸࢆ఍ྜࡢ࡜⪅⾲௦ࡶ࡜᪉ࡢ

ᚋࠊᑠἨ⥲⌮ࡕ❧ࡓࡲࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ᾘࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠼௒᪥ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟

㢦࡛࡜ࡇࡿࡏࢃྜࢆពᛮࡢ␯㏻ࡀᅗ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽゝ࠸᪉࠾ࠊ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿࠺࡝࠿࠸࠸ࡀ

 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔ᪉࠼⪄࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡃ࠸࡛ࢇ⏕ࢆぶ㏆ឤࡃࡽࡑ

ゝ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡇ࠸࡚ࡵỴ࡚ࡋࢆ༠㆟ࡀ࠸஫࠾ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿసࢆ⟇ᨻ࠿ఱࠊࡔࡓ

≉ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡸ࡛ࢇ㎸ࡗ✺࡛ࡲࡇࡑࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃᙉࡀ᪉ࡢ᪉࠸

ᐃࡢே㛫ࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡛ࡅࡔỴ࠺ࡶࠊࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࠸࡚ࡵᑡࡑࡋ

ࡔ࠺࠸࡜ࡿᅗࢆ␯㏻ࡢពᛮࡢ࠸஫࠾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡀࡢࡿࡵỴ࡛ୖࡓ࠼⪄ࡃࡼࡣ㎶ࡢ

ࡼࡿぢࢆ⮴୍ࡢពぢ࡛ࡇࡑ࡚ࡋࢆ㆟ㄽ࡟࠸஫࡟ࡵࡓࡿసࢆ⟇ᨻࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡟ࡅ

࡚ࡗᣢࢆ㛵ᚰࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔၥ㢟ࡢࡽ࠿௒ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡟࠺

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡀࡾ࠶኱ኚࡣࡢࡃࡔࡓ࠸

࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡲ㧗࡟㠀ᖖࡀ␯㏻ᛶࡢ㛫ࡢ࡜ᆅ᪉භᅋయ࡜ᨻᗓࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑ

࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿసࢆ༠㆟ᶵ㛵࡞࠺ࡼࡢࡑ࡜ᨻᗓࠊࡣ⚾ព࿡࡛ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ

࠺ࡇ࡟ἲᚊⓗ࡜ࢇࡕࡁ࠿ఱࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡆୖࡋ⏦ࢆពぢ࠿ఱᅇࡶ࡟ᨻᗓࠊ࡛࠼⪄

࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴࡜ࡃ࠸ࡽ࠿ሙ❧ࡢᨻୖ⾜ࡢ௒ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡚ࡵỴࢆ௳᮲࡜

 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ᳃఍㛗ࡀゝࢫ࢞ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࢃᢤ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡁᐇ㉁ఱࡢព࿡࠸࡜࠸࡞ࡶ

࠸࡜ࢆ⏤⮬࡟ᆅ᪉࡜ࡗࡶࠊࡀࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡜ᛕ⌮ࡢศᶒࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢࡑࠊࡣ࡛࡜ࡇ࠺

♫ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡽస࠸ࡽࡄ㸱ᖺࢆ㐨㊰ࠊࡣᆅᇦ࡛ࡿ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ㦵Ꮚ࡛ࡢ␒୍ࡀ࡜ࡇ࠺

఍ಖ㞀ࡸᩍ⫱࡟ࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡝࡞⮬ศ㐩࠾ࡣ㔠ࢆ౑࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸ࡓ࠸

࠿࠸࡚ࡗసࢆไᗘࡢศᶒ࡞࠺ࡼࡿࡵ㧗ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆᗘ⏤⮬࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࠸ࡶ

ࡢࡿࡲ㧗ࡶ୺ᛶ⮬ࡢᆅᇦࠊࡋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡵࡓࡢఫẸ࡟ᇶᮏⓗࡀࢀࡑࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞

࠸ࡤࢀࡅ࡞༠㆟ᶵ㛵࡛ࡢࡵࡓࡢ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ௵ᕫ㈐⮬ࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛

ゝࡶ㯞⏕఍㛗ࠊᒣᮏ఍㛗ࠊ௒ࠊࡋࡿ࠶ࡀ࣐࣮ࢸ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡅ

ࡼࡢ࡝ࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡁືࡢᨻᒁࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ᪉࠼⪄࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡀࡓࡋࡲࢀࢃ

᪉ྥ࡛࡞࠺ࡼࡢࡇࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡀࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࢪ࣮࣓࢖ࡶㄡࡔࡲࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺
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༠㆟఍ࢆసࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ࡏ࠿⪺࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗᡃࡶࠎ㠀ᖖ࡟ཧ⪃ࡔࡿ࡞࡟

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ

㸦஭ఀጤဨ㸧  ௒᪥ࡢ㈨ᩱࡢ㸯㸫㸰࡛ࠊᆅ᪉භᅋయࡽ࠿୐ࡢࡘᥦゝࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉࡀ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆ㉁ၥ࡝࡯㸰Ⅼ࡚ࡋ㛵࡟ࢀ

㯞⏕఍㛗࡝࡯ඛࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ῶ༙ࢆᩘ௳⥲ࡢᅜᗜ⿵ຓ㈇ᢸ㔠ࠊࡀࡍ㸳࡛ࡢᥦゝࡎࡲ  

ῶࢆᩘ௳ࡢຓ஦ᴗ⿵࡚ࡋࢆ⢭ᰝࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡏࡉῶ༙ࢆᩘ௳⥲ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ࠾ࡶࡽ࠿

ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡍṧ࡚ࡋ࡜௙஦ࡓࡅ௜ົ⩏ࡀᅜࠊ᪉୍࡛ࡍࡽ 100㸣⿵ຓ࠼⪄࠺࠸࡜ࡿࡍ

᪉࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ᛮࠋ࠿ࡿࢀࢃᚚពぢࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡅࡔࡓ࠸ࡏ࠿⪺࠾ࢆ 

㸦㯞⏕఍㛗㸧 ⿵ຓ㔠ࡣ࠸ࡿ࠶ᅜᗜ⿵ຓ㈇ᢸ㔠࡜ゝࠊࡣࡢࡶࡿࢀࢃ㠀ᖖ࡟኱ࠊ࡜࠺࠸࡟࠿ࡲ

ຓ㔠⿵ࡀᅜ࡚ࡋ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ✀୍ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡉฟ࡟ዡບⓗࠊࡣ࡟ࡘ୍

ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣබඹ஦ᴗ㛵ಀࠊᘓタࡤ࠼౛ࠊࡾ࠶ࡶሙྜࡃ࠸࡚ࡋฟࢆ

ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡢ㛵ಀ♴⚟ࠊ఍ಖ㞀♫ࡤࢃ࠸࡟࠺ࡼࡢάಖㆤ⏕ࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠊ࡜ࢀࡑ

ࢆᇳ⾜஦ົ࡞ලయⓗࡶᆅ᪉⮬἞యࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ࡟ࡿࡍ⾜ᐇࢆࢀࡇࠋࡍ࡛௵㈐ࡢᅜࡣࢀࡇ

ᢸࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍࡲ࠸㈨㔠ⓗ࡞㠃ࡣᅜࡀ඲㠃ⓗ࡟ぢ࡚ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸኱

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢮✀ࡢ࠸ࡽࡄࡘ୕ࡢࡇࡣࡃࡁ

ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋࢆ⥆⥅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⠊␪ࡢ┠␒㸱ࠊࡕ࠺ࡢࡇ  

බඹ஦ᴗ࡚ࡋ࡜୺ࡢ┠␒㸰࡜ᅜᗜ⿵ຓ㔠࡞ዡບⓗࡢ┠␒㸯ࠊࡣၥ㢟ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞

␒㸰ࠊ஦ᐇୖࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᅜᗜ⿵ຓ㔠ࡿࡅ࠾࡟

ᛮࡀ⌮ᩚࡢ㎄஦ᴗ㈇ᢸ㔠┤ࡢᅜࡢ౛ࠊࡣၥ㢟ࡢᅜᗜ⿵ຓ㔠ࡿࡅ࠾࡟බඹ஦ᴗࡢ⠊␪ࡢ┠

࡞ᚓࢆࡿࡊ࠿࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⌮ᩚࡶຓ㔠⿵࡟ຠᯝ࡛⮬ືⓗ࡞཯ᑕⓗࠊ࡜ࡃ࠸࡛ࢇ㐍࡚ࡗษ࠸

⿵࡞ዡບⓗࡣᚋࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸

ຓ㔠ࡢ࡝ࢆ⛬ᗘព⩏࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶ࡢㄆࡃࡽࡑ࠾ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡵ㞴

ࡢࡇࠊࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚࠸࠾࡟ྡ࠺࠸࡜ຓ㔠⿵࡞ዡບⓗࠊࡣࡢ࠸ࡋ

ᇶ‽࡛࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿࡸไ㝈ࡿ࠶ࡀሙྜ࡛ࠋࡍඛ࡝࡯ゝࠊ࡞࠺ࡼࡓࢀࢃዡບⓗ࡞⿵ຓ㔠

࡛ࡢ࠸ከࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡅ᥃ࢆ‽ᇶࠊไ⣙ࡢࡃከ࡟㠀ᖖ࡟ᕷ⏫ᮧ⾜ᨻࡢᐇ㝿ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ኱஦␒୍ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ⌮ᩚࡢࡑࠋࡍ

㸦஭ఀጤဨ㸧  ୍࠺ࡶⅬࠋࡍࡲࡾ࠶ᥦゝ㸲ࡢ㸦㸵㸧ࠊࡢἲᐃ⋡ࡢᘬୖࠋࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ࡆᅜ

⛯ᆅ᪉஺௜ࠊ⛯ᆅ᪉ඹ᭷ࠊࡣ࡟ሙྜࡿࡌ⏕ࡀ㈈※୙㊊ࡢᆅ᪉ࠊ࠸క࡟ᐇ᪋ࡢ⛯ᨻ⟇ῶࡢ

ࢆᝨ㏞࡟※㈈ࡢ஦᝟࡛ᆅ᪉ࡢᅜࠊࡣ㊃᪨ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡆୖࡁᘬࢆ⋠ἲᐃࡢ

᥃࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡿࡅᛮࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺㏫࡟౛ࠊࡤ࠼ᅜࡀᨻ⟇ⓗ࡞ቑ⛯ࡓࡋࢆ

ሙྜࠊࡣ࡟ᆅ᪉࡟㈈※ࡀᅇࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽᆅ᪉ඹ᭷⛯ࡢἲᐃ⋡ࢆᘬࡁୗ࠼⪄࠺࠸࡜ࡿࡆ

 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸ࡋࢁࡼ࡛

㸦㯞⏕఍㛗㸧 ᡃࡿ࠸࡚ࡆୖࡋ⏦ࡀࠎᆅ᪉ඹ᭷⛯ࠊࡣ࡟኱ࡢࡘ୕ࡃࡁ┠ⓗࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀඛ

ᮏ᮶ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᚩ཰࡚ࡋ࡜⛯ᅜࡣᙧࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࢃゝࡀᕷ㛗఍㛗࡝࡯

ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡟☜᫂ࡶࡽ࠿⛠ྡࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛※㈈ࡢᆅ᪉ࡣ

➨㸯Ⅼ┠࡛ࠋࡍ➨㸰Ⅼ┠ࠊࡣ௒୍ࡣ⯡఍ィ࡚ࡋ⏤⤒ࢆ஺௜⛯఍ィ࡟ධࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ

ࢆᙳ㡪ࡃࡈࡍࡢࡶ࡚ࡗࡼ࡟ண⟬⦅ᡂࡢࠎᖺࠊࡾࡲࡘࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋධ┤ࢆࢀࡇ

☜ࢆᚲせ㢠ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢠ࠊࡣ┠㸱Ⅼ➨ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡉ୰❧໬ࡽ࠿࡜ࡇࡿࡅཷ

ಖ࠺࠸࡜ࡿࡍព࿡࡛ࠋࡍᚲせ㢠ࡣ࡜ఱࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿㠀ᖖ࡟኱࡞ࡁၥ㢟࡛ࠊࡀࡍᚲせ࡞

㢠ࢆ☜ಖࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ┤ධ⛯⋡ࢆᙎຊⓗ࡟ኚࡿࢀࡽ࠼ไᗘࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ሙྜ࡟
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୺࡟ᛕ㢌ࠊࡣࡢࡿ࠶࡟㊊࠸࡞ࡾሙྜࡣ࡟ᆅ᪉ࡢ᪉࡛೉㔠࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡃ࠾࡚ࡋࢆ

 ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆ⋠ධ┤࡜ࢇࡷࡕࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ

  ᚚ㉁ၥࡢⅬ᭱ࡣᚋࡢⅬ࡟㛵ಀࠋࡍࡲࡋᆅ᪉㈈ᨻィ⏬ࡢᮏ㉁ࡽ࠿ゝࠊ࡜࠺ᇶ‽㈈ᨻ㟂せ

⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ᪉࡛࠼⪄ࡢᇶᮏࡢᮏᙜࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍಖ☜࡜ࢇࡕࡁࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ

ᐇࡢࡑࠊࡣ࡟☜ಖࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᆅ᪉࡛ࢇ࡝ࢇ࡝೉㔠࠾࡚ࡋࢆ

ࢀࡇࠊࡣᮏᙜࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡜ࢆไᗘ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡚ࡗ஺௜⛯࡛ᡶࡣᑗ᮶ࠊ࡟࠺ࡼࡃ

ࠊ࡚ࡋ࡜ࡾ࠿ᡭ᥃࡞ࡁ኱ࡢࡵࡓࡿࡍᨵၿࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ࠿࠾࡟㠀ᖖࡣ

ᡃࡣࠎᆅ᪉ඹ᭷⛯ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜୺ᙇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ 

㸦ᶓᑿጤဨ㸧 ࠾ࡃࡋࢁࡼ㢪ࠋࡍࡲࡋ࠸௒ࠊ⥲㑅ᣲ࣮ࣝࢦ๓ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜኱ኚᚤጁࢱ࡞

ດຊ࡜࠺ࡑࡓᯝࢆ౑࿨ࡢࡑࠊ࡚ࢀࡉ࿨௵࡟ᙜጤဨ఍ࠊ㌟⮬⚾ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࢢ࣑ࣥ࢖

࠿ࡢࡿ࡞࡟ᢞ⥆ࠊ࠿ࡿ࡞ࡃࡋ᪂࡚ࢀࡉ஺᭰ࠊ࡟ᚋࡓฟࡀᯝ⤖ࡢ௒ᅇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ

ศ₇ࡢ⌮⥲ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ㄝࡀከศ࡜ࡿ࠶ᛮࡅࡔࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᆅᇦ୺ᶒࡸᆅ᪉ศᶒ࠸࡜

ࡃ࠸࡚ࡗධࡾ࠿ࡗࡋ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟࡟ࡇࡑࠊࡣ௨ୖࡓࢀ࠿᭩࡟ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡀ࡜ࡇ࠺

࡞ᵓ⤖ࡶ࡛ࡓ࡞࡝ࡢ᪉୕࠾ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤࡣ㌟⮬⚾࡜ࡔࡁ࡭

㐠Ⴀࡢᅜࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀࡃ࡚ࢀධࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡶప࡛᭱ࠊࡀࡍ࡛ࡢ

࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡍ඘ᐇࡦࡐሙ࡛❧࠺࠸࡜ศᶒࠊ࡟୰ࡢ┠㡯ࡿ࠶ᇶᮏ࡛ࡢᅜᐙ⤒Ⴀࡢᅜࠊࡢ

Ⅼ࠾ࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿ࠶࡟≉ࡀఛ࡜࠸ࡓࡋ࠸ᛮࠋࡍࡲ࠸ 

㸦㯞⏕఍㛗㸧 ࡢࡇࠊࡣࢀࡑጤဨ఍ࡢ᰿ᮏⓗ࡞Ⅼ࡛ࢆ࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶ࠋࡍධ࡚ࢀศᶒࡽࡸࢆ

ຠࡶᨻ㐠Ⴀ⾜ࡢᆅ᪉⮬἞యࠎᡃࡣୗ࡛ࡢไᗘࡢ⾜⌧ࠋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡃࡲ࠺ࡣ᪥ᮏࡤࢀࡅ࡞

⋡ⓗ࡛ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣఱ࡜ゝࠊࡶ࡚ࡗ᪥ᮏࡢ♫఍ࡢᵓ㐀ࡀ᰿ᮏⓗ࡟ኚࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࢃᑡ

Ꮚ㧗㱋໬ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟⾜ᨻࡣᴟ࡚ࡵ㌟㏆୍࡟࡜ࡇ࡞⏕ᠱ࿨࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗࡸ

ࢆά⏕ࡢ⪅㧗㱋ࠊ࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆ࡚⫱୰࡛Ꮚࡢ๰ពᕤኵࡢᕷ⏫ᮧࠊ๰ពᕤኵࡢᆅ᪉ࠋ࠸

࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡗࡸࡃࡲ࠺࠿࡜ࢇ࡞

ᗯୗࡢᇶ‽࡛ಖ⫱ᡤࡢᚊ୍ࡢ୰ኸࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࢁࡸ࡟ຠᯝⓗࢆࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ

ࢆศᶒࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢃྜࡃ඲ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ┠㥏ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺ࡇࡣ✚㠃ࡢ

㐍ࡤࢀࡅ࡞ࡵ᪥ᮏࠋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡃࡲ࠺ࡣ‶㊊ᗘࠊࡋࢇࡏࡲࡾࡀୖࡶຍࠊ࡚࠼ຠ⋡ࡶ㠀ᖖ

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ௨ୖࠋࡍ࡛࠸ᝏ࡟

ࡉฟࡕᡴ࡟⏺ୡࢆ␎ᡓࡢᅜᐙࡣᅜᐙࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅜ㝿໬᫬௦ࠊ࡜࠺ゝ࡜ࡗࡶ

᪥࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝࡶఱ࡟ࡁ࡜ࡢୡ⏺༴ᶵࡢࡅࡔࢀࡇࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛┠㥏ࡤࢀࡅ࡞

ᮏ࡛ࡣ㥏┠࡛ࠋ࠺ࡻࡋ 

㸦᳃఍㛗㸧 ⚾ࡢឤ᝿ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡢ㛗ᒸᕷࡢᐇ᝟ࢆぢ࡚ࠊ࡜ࡿ࠸㠀ᖖ࡟㹌㹎㹍ࡀ

Ⓨ㐩ࠊ࡚࠸࡚ࡁ࡚ࡋ᪥ᮏࡶఫẸ⮬἞ࡢ᫬௦࡟ධ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮࠋࡍࡲ࠸⾜ᨻࡀఱࡽ࠿ఱࡲ

࡛ᡭྲྀࡾ㊊ྲྀࡿࡸࡾ᫬௦ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊࠺ࡶࡣぢࠊ࡟ࡁ࡜ࡓఫẸ⮬἞ࡢศ㔝

ᖖࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ㛵࡛ࡀ㟘ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢆ⟇ᨻࡔࢇ㎸ࡾษ࡛ࡲ

㆑ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᅜࡢ᪉ࡃࡽࡑ࠾ࡣ࡟ぢࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠼ᅋయ⮬἞࡜ఫẸ

⮬἞࡚ࡗྜࡳ࠿ࡃࡲ࠺ࡀᕷẸ༠ാࡃࡈࡍࡢࡶࡣ⚾ࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡁ࡛ࡀᐇ

ឤࡢูࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋゝⴥ࡛ࡣࡕ࠺࡟≉ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࡞ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡣ୰

㉺ᆅ㟈ࢆ⤒㦂ࡃࡈࡍࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋᐇឤ࡞ࢡࢵ࣑ࢼ࢖ࢲ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ♫

఍ࢆసࠊ࡟ࡁ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ୰ኸ㞟ᶒ࠸ࡣ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝࡚ࢇ࡞

࡛ࡢ࡞኱஦ࡃࡈࡍࠊࡣ࡜ࡇࡍ♧࡜ࢇࡕࡁࢆᛕ⌮ࡸⓗ┠ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࠋ࠸࡞ࡅ
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࡜ࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ⟇ᨻ࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣࡀⓗ࣭⌮ᛕ┠ࠊࡣ࡟⟇ᨻࡿ࠸࡚ࡗసࡀᅜࠊ௒ࠋࡍ

ᛮࠋࡍࡲ࠸ᕷ㛗୍࡚ࡋ࡜␒Ẽࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆ㒊ୗ࡟ᣦ♧ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ┠ⓗ࡜⌮ᛕࢆ

ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࡀನࡿ࠶ᕷ㛗࡛ࡣ௵㈐ࠊࡣᚋ᭱ࠊࡿࡏ௵ࡣᡭẁ࡚ࡗゝ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ

ఱ࡛㧗㏿㐨㊰ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡅ௒୍␒Ḟ࡟ᅜࡀ࡜ࡇࡢࡑ 1貫000 ෇ࠊ࠿↓ᩱ࠸࡛࠿

 ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸⓗ࡛┠ࡢఱࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศࡾࡥࡗࡉࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗதࢁ࠸ࢁ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࡞࠺ࡼࡢࡑ᪉࡟ෆ㛶⥲⌮኱⮧୍ࡀࡢࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ␒Ⰻࠋࡡࡍ࡛࠸ 

㸦᳃఍㛗㸧 ┠ⓗ࡜⌮ᛕࡣࡢ࠺࠸࡜㞴ࠊ࡚ࡃࡋᅜẸ࡟ㄝ᫂ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽࡸࡽ࠿࠸ࡃ࡟ࡋ

ศ࣮ࣙࢩࢢࣥࢽ࣮ࣔ࠸ࡍࡸࡾ࠿ⓗ࡞ゝⴥ࡛ㄒࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ௒ࡢᅜᨻ࡛ࢆࢀࡑࠋࡍᨵࡵ

࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜ࡿ࡞࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟࡟㠀ᖖࡀᆅ᪉ศᶒࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ

࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡀ࡞ࢇࡳࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚࠸᭩࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡀ᪉ࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࡶ࡜ࡇ

᭩࠾ࡦࡐࢆ࡜ࡇࡃ㢪ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡋ࠸ 

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ᳃఍㛗ࠊࡽ࠿ࡾࡓ࠶㟘ࡀ㛵༙ࡣศせ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽᚚពぢࠋࡡ࡝࡞ 

㸦᳃఍㛗㸧 㟘ࡀ㛵ࡣ┬ྛࡢ⦪๭ࡢ⦪࡜⦪ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡾᶓࡄ࡞ࡘࢆᨻ⟇ࡣฟ࡚᮶࡛ࡢ࠸࡞

 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣヰ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡟࡞ࢇࡇࠋࡼࡍ

㸦㟢ᮌጤဨ㸧 ᾘ㈝⛯࠾࡚࠸ࡘ࡟ఛࠋࡍࡲࡋ࠸ඛࠊ࡝࡯㯞⏕఍㛗ࠊࡀᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࠊ࡚࠸ࡘ࡟

せ࡟ࡿࡍᾘ㈝⛯⋡࡚࠸ࡘ࡟ࣉࢵ࢔ࡢゝཬࠋࡓࡋࡲࢀࡉ⮬⏤Ẹ୺ඪࠊࡣ୰ᮇ࡜࣒ࣛࢢࣟࣉ

ࡗධ࡟ど㔝ࡶ⛯ቑࡢ⛯㈝ᾘࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡛ࢇ㎸ࡾ┒࡚ࡆᥖࡶ࡟ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࢆ࡜ࡇ࠺࠸

࡜ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀษゐ୍ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㒊ศࡢࡑࠊࡣẸ୺ඪࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㆟ㄽࡢ୰࡛ࡓ

ࡢἣ≦࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍᙧ࡛࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ※㈈࡚ࡋ┤ぢࢆ࠸㥏㐵↓ࡣࡎ࠼࠶ࡾ

୰࡛ࠊ௬ᐃࡢヰ࡛⏦ࡋヂࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶Ẹ୺ඪᨻᶒࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࡞࡟ᾘ㈝⛯ࡢ⋠⛯ࡢ

ㄝ᫂ࡢ࡬ᅜẸࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࣉࢵ࢔ࡢ⋠⛯ࡢ⛯㈝ᆅ᪉ᾘࠊࡾ࠶ᚲせ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࣉࢵ࢔

㈐௵ࢆ༑ศ࡟ᯝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞࠼⪄࠾࡜ࡿࡅ࠸࡚ࡗࡸࡽࡀ࡞ࡋࡓ㸯Ⅼ┠࡛ࠋࡍ 

ࡋࡲࢀࡉⓎゝ࡜࠸ࡉ࡞ࡋᙧ࡛᫂☜໬࠺࠸࡜⛯ᆅ᪉ඹ᭷ࠊࡀ᳃ᕷ㛗ࠋࡍࡲࡾ࠶Ⅼ୍࠺ࡶ  

ἲᐃࡤ࠼౛ࠊࡶᆅ᪉ഃࠊሙྜࡓࡋᆅ᪉ඹ᭷⛯࡛᫂☜໬ࠊࡀࡍ኱㈶ᡂ࡛ࡣ࡟ࢀࡇࡶ⚾ࠋࡓ

ࡅཷࢆ௵㈐࡜㈇ᢸࡢᛂศࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࡝࡞ሙࡢ༠㆟ࡢᆅ᪉࡜ᅜࡑࡇࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞⋠

Ṇࠊ࡚ࡵᅜẸ࡟ᑐࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡆୖ࡟࠺ࡼࡢࡇࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡋ

࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉㄝ࡚᫂ࡗᣢࢆ௵ᙜ↛㈐࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸࡞

 ࠋ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࢆ࠼⟆࠾࡚࠸ࡘ࡟௨ୖ㸰Ⅼࠋ࠿ࡍ࡛࠼⪄࠾࠺࡝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㒊ศࡢࡑࠋࡍ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࠾ࡣ࡛ࢀࡑ㢪ࠋࡍࡲࡋ࠸ 

㸦㯞⏕఍㛗㸧 Ẹ୺ඪࠊࡣ㸲ᖺࡢ㛫࡟ᾘ㈝⛯ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡿࡆୖࢆ㠀ᖖ᫂࡟

࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡀୖࡣ㸲ᖺ㛫ࠊ࡟ሙྜࡓࡗ࡞࡟Ẹ୺ඪᨻᶒࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ♧࡟☜

࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࢆ㆟ㄽࡢ⛯㈝ᾘࠊࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠼⪄࡟┤⣲࡜࠸

ࡿࡍ࡟ࡾ࠿ᡭ᥃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࡇࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡁ࡚ࡗࢃኚࡋᑡ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛

࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࡏ⠇⣙࡛ฟࢆ※㈈ࡢࡅࡔࢀ࠶࡟ᮏᙜࠋࡍ㸯Ⅼ࡛➨ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿

♏ᇶࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡽࡔ೉㔠ࡀ㈈ᨻࡢࠎᡃ࡜㈈ᨻࡢᅜᐙࡅࡔࢀࡇ࡟ᐇ⌧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟

ⓗ཰ᨭࡀᅇ᚟ࡣ࡜ࡇ࡚ࢇ࡞ࡿࡍ┠ฎ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞ࡃ࡞ࡓ❧ࡀ≧ἣୗ࡛࡛ࡲࡘ࠸ࠊ

ᆅ᪉㈈ࡢࠎᡃࠊࡓࡲ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡽࡅ⥆ࢆែ≦࡞࠺ࡼࡢ௒ࡶ

ᨻࠊࡶ࡚ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩ࠺࡝ࢆ≦⌧ࡢ㈈※୙㊊࡜ࡗࡎࡣᣑ኱ࡶ࠿ࡋࠊ࡚ࡋ᱆㐪࡟࠸

኱ࠊࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁẸ୺ඪ࠼⪄࡞࠺ࡼࡢ࠶ࡢ᪉࡛ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶

ᆅ᪉ᾘ㈝⛯࡟┤⋠ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢇࡏࡲࡾ࡞ࡶ࡟࠺࡝ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡆୖࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ
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ッ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ⥆࠼ᛮࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ 

㸦ᒣᮏ఍㛗㸧 ⚾࠺ࡇࡣᛮࠋࡍ࡛ࡢ࠺௒ࡢ⾲ࠊண⟬ࡽ࠿㈈※ࢆ᤬ฟࡣࡢࡿࡍ㠀ᖖ࡟㞴࠸ࡋ

⯡୍ࡣ఍ィู≉ࠋࡍ఍ィู࡛≉ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀ※㈈࡟ࡇ࡝ࠊࡣ࡛ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜

఍ィࡶࡾࡼከࠊࡃ኱ࢆࢀ࠶ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡁᔂࡢࡑࡤࡏ㈈※ࡣฟࡃࡽࡑ࠾ࠋࡍࡲ

ࡿ࠸࡚࠸ാ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍࡽῶࢆ఍ィู≉ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ≻ࢆࡇࡑࡣ⚾

ே࡟ࡕࡓᙳ㡪ࡀฟ࡚ࠊࡀࡍࡲࡁᙳ㡪ࡢฟ࡚࠸࡞ࡇ≉ู఍ィࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ

 ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜࠺ࢁࡔࡃ࠸࡚ࡵồࢆ※㈈ࡘࡘࡋ㑅ᢥࢆ㎶ࡽࡇࡑ

ࢤ࣮ࢱ࡟ඛ␒୍ࠊࡤ࠼౛ࠊࡽࡓࡗゝ࡚ࢇ࡞ࡿࡍ᤬ฟࡽ࠿୰ࡢ఍ィ⯡୍ࠊ࡜࠸࡞ࡋ࠺ࡑ

Ꮚࠕࡢ౛ࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛࠸࡞࠿ࡋ㸲඙෇ࡣ㐨㊰ࠋࡼࡍ㐨㊰࡛ࡣࡢࡿ࡞࡟ࢺࢵ

඲㒊ࢆࢁࡇ࡜ࡢ࠿࡯ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ㊊ࡶࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ᡭᙜࠖࡶ࡝

๐ῶࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋ∦୍᪉࡛ࡣቑ⛯࡜࠸࡞ࡋࢆゝࠋ࠺௒ࡿ࠶㔠ࡢ୰ࡽ࠿᤬

ฟࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡳ࡚࠼⪄ࠊࡤࡽ࡞ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ≉ู఍ィࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋ

࡛ࡲ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡣ࡟⚾ࡣ࠿ࡢ࠸ᝏ࠿ࡢ࠸Ⰻ࡚ࡋࡓᯝࠊࡣࡢࡿࡸࢆ

ゎ࡛⌮ࡃ඲ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ㓄࡟ᅜẸࢆ㔠࠾ࡢࢇࡉࡃࡓࡐ࡞ࠊ࡚ࡋ

 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡼ࠼⪄ࡀ㎶ࡢࡑࠋࢇࡏࡲࡁ

㸦᳃఍㛗㸧 ࡣ࡜࠶ᗈࡃᆅ᪉බඹᅋయࡢ࡚ࡋ࡜㈐௵ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡋࢁࡼ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜⚾

࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ࡁ኱࡟㠀ᖖࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡅཷࢆ♩Ὑࡢ㑅ᣲࠊᗘ୍࡟㸲ᖺࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࠺ࡇࡣ

ᛮࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗఫẸࡀ㛫㐪࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ᛮࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᆅ᪉ศᶒ࡛⮬⏤

ᗘࡀቑ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡋᨻ⟇ࡀฟ࡚ࠊኻᩋࡶฟࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ㆟఍ࡢỈ‽ࠊࡋࡿࡀୖࡶ

ᕷ㛗ࡢỈ‽࡜࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀୖࡶᛮࡢࡑࠋࡍࡲ࠸㐣⛬࡛࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣၥ㢟ࡶ㉳ࡿࡁ

࡜ࡿࡅཷࢆ♩Ὑࡢ㑅ᣲࠊࡽ࠿ࡍ࡛⩏Ẹ୺୺ࡣᚋ᭱ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶࢫࢼ࢖࣐ࠊࡋ

ࢆᶒ㝈࡟ᮏᙜࠊ࡜ࡔ࣮ࣝࣝࡢ㛵ࡀ㟘ࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ࡁ኱␒୍ࡀࡢ࠺࠸

ᣢࡿ࠸࡚ࡗேࡶ࡟⾲ࡀฟࠊࡋ࠸࡞㑅ᣲࡢὙ♩ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞ࡅཷࡶၥ㢟ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ 

ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡋᑡࡀᠱᛕ࡞࠺ࡼࡢࡑࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᆅ᪉ᨭศ㒊ᒁၥ㢟ࠊ࡜࠺ゝ࡟࡛࠸ࡘ  

㑅ᣲࡢὙ♩ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ▱஦ࠊ࡜ᆅ᪉ᨭศ㒊ᒁࡢࡇࡑࡢࡁ࡜ࡓࡋ୍⤫ࢆ㛗ࡀࡽࡕ࡝ࠊࡣ

ຊࢆᣢࡣ⚾ࠋ࠿ࡘ㑅ᣲࡢὙ♩ࡿࡅཷࢆே㛫ࡀᣢࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࡜ࡔࡁ࡭ࡘᮏᙜࡢ

೺඲࡞Ẹ୺୺⩏࡜ࡔᛮࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ 

࠸᪩ࡾ࡜ࡗᡭ␒୍࡛ࡋ┤㈈ᨻᘓ࡚ࡢᕷࠊ࡜࠺㦂࡛ゝ⤒ࡢ⚾ࠊ࡚࠸ࡘ࡟※㈈ࠊࡽ࠿ࢀࡑ  

ࡀ⋠ୗỈ㐨ᩚഛࠊ࡜࠺ゝ࡟⡆༢ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡿࡍࡾඛ㏦ࢆබඹ஦ᴗࡣࡢ 70㸣ࡢ࠸ࡽࡄ

㒔ᕷ࡛ࠊୗỈ㐨ࡢᢞ㈨ࢆ㸲ᖺࡣྃᩥࡾࡲ࠶ࡶ࡚ࡵࡸ࠸ࡽࡄฟࡣ≦⌧ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ኚࡾࢃ

ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ฟࡣྃᩥࡾࡲ࠶ࡶ࡚ࡋࣉࢵࢺࢫࢆ᪂⠏ࡢᑠᏛᰯࠊࡤ࠼౛ࠋࡽ࠿ࢇࡏࡲ

㎶࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⪄ࡾ࡞࠿ࢆ࡜ࡇࡢᛮࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ㈇ࡢ㑇⏘ࢆඛ㏦

 ࠋࡀࡍࡲࡾ࠶ࡋᑡࡶࡌឤ࠺࠸࡜࡞࠿࠸࠸࠶ࡲࡽ࡞࠸ࡽࡄ㸲ᖺࠋࡍࡲࡾ࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍࡾ

㸦㟢ᮌጤဨ㸧 ࠕࠊࡘ୍࡜࠶㸳㸸㸳ࠖࡢၥ㢟࡛ࡣࢀࡇࠊࡀࡍᾘ㈝⛯ࡸᢤᮏⓗ࡞⛯ไᨵṇ࠶ࡢ

 ࠋ࠿ࡍ࡛࠼⪄࠾࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡆᥖࡣ㸳㸸㸳ࠖࠕࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟ࡋ࡞ࡿ

㸦㯞⏕఍㛗㸧 ᥖ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡆᛮࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ⌧ᐇⓗࢆࢀࡇ࡟ᐇ⌧ࡼࡋ

࡛ࡢ࠸ࡋ㞴࡟㠀ᖖࡣ࡟ᐇ㝿ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡚࠸࠾࡟ไୗ⛯ࡢᅾ⌧ࠊ࡟ሙྜࡓࡋ࡜࠺

୍࡜ᾘ㈝⛯ၥ㢟ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡆୖࡋ⏦࡟ෑ㢌ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡶ࡜࠿࠸࡞ࡣ

యࠊࡤࢀࡅ࡞࠼⪄࡚ࡋ࡜ᐇ㝿ࡢᐇ⌧ࡣ㠀ᖖ࡟㞴࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋᛮࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᚲせ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㈏୍ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
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㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧 ᩘᏐⓗࡢ⛯ࠊࡣ࡟ᢤᮏᨵ㠉ࠊࡤࢀࡸ࡛ࡋ࡞ᅜ⛯ࢆ㸳඙ 5貫000 ൨෇ῶࠊ࡚ࡋࡽ

ᆅ᪉⛯ࡢ᪉࡟㸳඙ 5貫000 ൨෇⛣ᩘࠊࡤࡏᏐⓗ50ࠕࡣ࡟㸸50ࠖࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ 

㸦㯞⏕఍㛗㸧 ᩘᏐⓗࠋࡡࡍࡲࡾ࡞࠺ࡑࡣ࡟ 

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࡾࡸࡢࡑ᪉ࡢࡘ୍ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶᙉⅯ࡞ពぢࡀฟ࡚ࠊ࡚࠸௒ࡣ

ࡗ⾜࡟ᆅ᪉࡚ࡋ࡜⛯ᆅ᪉஺௜ࡀ㸱๭ࡢ⛯ᅜࡢ୰ࡢ⛯஺௜ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㸴㸸㸲ࠖࠕ

࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㸲㸸㸴ࠖࠕ࡟ᐇ⌧࡜ࡿࢀධࢆࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡿ࠸࡚

ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸ฟ࡚ࡶពぢ࠺࠸࡜ࡋ࡞ࡣ⛯஺௜࡟ࡾࢃ࠿ࡿࡍㆡ⛣࡟⛯ᆅ᪉ࢆ⛯ᅜࠊ࡛࡜ࡇ࠺

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚࠼⪄࠺࡝ࢆࢀࡑ

 ᩘᏐⓗ࡞㠃ࡽ࠿ゝࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟࠿☜ࠊ࡜࠺஺௜⛯࠶ࡢ

ࡢᏳᐃᛶ࡟㠀ᖖ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚࠼⪄ࡶ࡜ࡇࡢ㎶ࡢࡑࠊ࡚ࡵ⤡࡜᪉ࡾ

࡜⛯㈝ᆅ᪉ᾘࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡵồࢆ※⛯ࡢᆅ᪉࡟ࡢࡶ࠸࡞ᑡࡢ೫ᅾᛶࠊࡢࡶࡿ࠶

࡟࠸኱ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀㄒࡣ࡚ࡋ࡟ࡁᢤࢆヰ࠺࠸

ᡃࡣࠎ㆟ㄽࢆ㐍࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵᛮࠋࡍࡲ࠸ 

㸦ᶓᑿጤဨ㸧 ᐇࡣ஺௜⛯㆟ㄽࡢ୰࡛ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡃࡼ஺௜⛯ࡀඖ฼ൾ㑏ࡢ㈇ᢸ࡟ᅇࡿ

ഴྥࡿࡂ㐣ࡋ࡟┤Ᏻࢆ೉ධࠊ㉳മࠊ࡛ࢇ࿧ࢆᏳᚰឤࡀࢀࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀ⨨ᥐ࠺࠸࡜

ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶᚚᣦ᦬ࠊᚚᢈุࡢ᪉ࡢ⪅㆑࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ

⚾⮬㌟࡞ࢇࡑࠊࡣవ⿱ࡣ඲ࠊࡃ࡞ࡃ⥭ᙇឤࢆᣢࡢࡑࡦࡐࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㎶ࡢ㆟ㄽ➼

 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡓ࠸ఛࡽࡓࡗ࠶ࡀᚚពぢ࡚࠸ࡘ࡟

㸦᳃఍㛗㸧 ᆅ᪉ࡢሙྜࠊࡣ㉳മࡣᚲࡎ㈨⏘ࢆᙧᡂ࠿ࡋ࡟ࡢࡶࡿࡍㄆࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵ

࡛ࡀ೉㔠࠿ࡋ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࢫࣥࣛࣂ࡛ୖࢺ࣮ࢩࢫࣥࣛࣂࡣ࡟ᇶᮏⓗࠊࡽ࠿ࡍ࡛

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ୍ࡀࢀࡑࡎࡲࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛⾜Ⓨࡣᆅ᪉ࠊࡣ㉥Ꮠᅜമࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ

࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶ࡀ౯್ࡢࡅࡔࡓࡋᢞ㈨࡟ᮏᙜࡀࡢࡶࡓࡗసࠊࡣၥ㢟ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ 

኱᪂ࡿ࠶ࠋࡍ㆟ㄽ࡛࡞㍍ⷧ࡟㠀ᖖࠊࡣࡢࡿࡍᝏ⪅どࢆࡢࡶࡢࡑ೉㔠ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࡞࡜ࡇ

࠸᭩࠿ࡋ࡜ࡇࡢ࣮ࣟࣇࠊࡽࡓぢࢆグ஦࠺࠸࡜㈈ᨻデ᩿ࠖࡢᆅ᪉ࡍࡲࡁ࡛ࡶࡓ࡞࠶ࠕࡢ⪺

࡞࡟ᅜ࡞పḟඖ࡟࡞ࢇࡑࡣᅜࡀᡃࡽ࠿ࡘ࠸ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚

࡜࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠼⪄↛඲ࢆ࡜ࡇࡢ⏘㈨ࠊࡀ⪺኱᪂ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗ

ࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࠺ࡼࡋ࡚ࡋࡀẼ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅜ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ

ၥ㢟ࡣࡢࡿసࢇ࡝ࢇ࡝ࢆࡢࡶ࠸࡞ࡽせ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ㉳മࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࡀ⚾

౯࡜ࢇࡕࡁࠊ࡚ࡅཷࢆつไ࠸ࡋཝ࡟࠿ࡿࡣࡤࢀ࡭ẚ࡟ᅜࠊࡣᆅ᪉බඹᅋయࠎᡃࠊࡀࡍ࡛

ࡏࡲࡾ࠿ศ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠼⟆࠾ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᙧᡂࡣࡅࡔ⏘㈨ࡓࡗぢྜ࡟್

 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓ࠸ゝࡃࡁ኱ࡶ࡚ࡋᑐ࡟࣑ࢥࢫ࣐࡟ᮏᙜࢆࢀࡇࠊࡀࢇ

㸦ᒣᮏ఍㛗㸧 ㉳മࡔࡓࠊࡣ༢࡟ே௳㈝࡟౑࡟㈝⤒ࠊ࠺౑ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺

ࡢࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ⏘㈨ࡢศࡓࡗ౑ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡃࡘࢆ≀ࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁ

࠸࡚ࢀ࡜ࡀࢫࣥࣛࣂࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡂ㐣ࡋࡢ㉳മࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛

ࠎ᫬ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡣၥ㢟ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗ౑࡟ࡵࡌࡲ࡟㡰ᙜࢆࢀࡑࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ࡢࡿ

 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㉥Ꮠ࡛ࡲ※㈈⯡୍ࠊ࡜ࡿࡍ⏝㌿ࢆࢀࡑ

㉳മࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡣ∦୍᪉࡟ᑐ㇟≀ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡜ࢇࡕࡁࡀ

ᆅ᪉㈈ᨻᥐ⨨ࡢ࡚ࡋ࡜㉳മไᗘࡽࡓࡋࡃ࡞ࢆఱ࡚ࡆୖࡋ⏦ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶ

࡟࠺ࡼࡿࡁ㐩ᡂ࡛ࢆⓗ┠ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿࡍࢆ㉳മ࡚ࡗ࠶ࡀⓗ┠࡜ࢇࡕࡁࠋࡍࡲࡁ࠾

࡯࡚ࡗ࠿ศࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡅື↛඲ࡽࡓࡋࡃ࡞ࢆࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛※㈈ࡢࡵࡓࡿࡍ
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 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࡔࡲࡔࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶᫬㛫ࡀḧࡑࢁࡑࠊࡀࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠸ࡋ

 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ஢⤊࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡇࡣពぢ஺᥮ࡿࡍ㛵࡟௳ᮏࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡁࡀ᫬㛫ࢁ

  ௒᪥ࠊࡣᆅ᪉භᅋయࢆ௦⾲ࠊ࡚ࡋ㯞⏕඲ᅜ▱஦఍఍㛗ࠊ᳃඲ᅜᕷ㛗఍఍㛗ࠊᒣᮏ඲ᅜ

⏫ᮧ఍఍㛗࠾࡟ฟ࡛ࠊࡁࡔࡓ࠸ពぢ஺᥮ࠋࡓࡋࡲ࠸⾜ࢆඛࡶ࡝࡯ᚚⓎゝࢆ㡬ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ

⩏ົ௜࣭ࡅᯟ௜ࠊࡣࡅᆅ᪉ศᶒࡢ⛯㈈ᨻࡢၥ㢟࡜༉ᩛ࠸ࡽࡄࡿࡍ኱࡞ࡁၥ㢟࡛࡟≉ࠋࡍ

ᆅ᪉⮬἞యࡣ㙐࡛⦡ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅࡘࡾ㙐ࢆゎࡁᨺࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᆅ᪉⮬἞య࡟

኱ࢆ⏤⮬࡞ࡁ୚ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼ࠼᪂ᨻᶒⓎ㊊ྠ࡜᫬ࡰ࡯ࠊ࡟㛫㧥ࢆධࡽࡄ࠸࡞ࢀ

ࡓࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡍฟࢆ㸱ḟ່࿌➨࡚࠸ࡘ࡟ࡅᯟ௜࣭ࡅ௜ົ⩏ࡎࡲࠊࡣࠎᡃࠊ࡟᫬ᮇࡢ࠸

ᮏ୸ࡢᙜጤဨ఍ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀၥ㢟ࡢ㈈ᨻ⛯ࠊ࡚࠸⥆ࠊᚋࡢࡑࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗᣢ࡟ẁ㝵່࡛࿌࠸᪩ࡅࡔࡿࡁ࡛ࡶࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍ௙஦࡛ࡢ

  ௨ୖࠊ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ⩏ົ௜࣭ࡅᯟ௜ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡅᨻᒁࡢ௒ᚋࢆࡁືࡢぢࠊࡘࡘ⥲

ࡍࡋฟ࠾࡚ࡋ࡜㸱ḟ່࿌➨࡟᫬ᮇ࠸᪩ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡾస࠾ࢆෆ㛶ࡀ⌮

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᙜጤဨ఍᳨࡛ウࠊ᪉ྥ࡛ࡿ

 ᮏ᪥ࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࡣᆅ᪉භᅋయࡢ᪉࡛ࡇࡇࡣ࡟ᚚ㏥ᖍࢆ

 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾

㸦ᆅ᪉භᅋయ㛵ಀ⪅㏥ᐊ㸧 

 

 ➼㛢఍ۑ

㸦୹⩚ጤဨ㛗㸧  ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑᙜጤဨ఍ࡢᑂ㆟ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ඛ࡝࡯ᑡࡋ㯞⏕఍㛗࡯

࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋࢆヰ࠾࡚ࡵྵࢆ⛬᪥ࡢ௒ᚋ࡟⡆༢ࠊࡀࡓࡋࡲࡋࢆヰ࠾ࡶ࡟ⓙᵝࡢ࠿

 ࠋࡍࡲ

  ᙜጤဨ఍࡛ࡲࢀࡇࡀ➨㸱ḟ່࿌࡚ࡅྥ࡟ᑂ㆟ࡓࡁ࡚ࡋ஦㡯ࠊࡣ኱ࡃࡁศ࡚ࡅ⩏ົ௜

࣭ࡅ௜ົ⩏ࠊࡎࡲࠋࡓࡋ࡛ࡘ஧ࡢ㆟ㄽࡢ㈈ᨻ⛯ࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࠊ࡜ࡋ┤ぢࡢࡅᯟ௜࣭ࡅ

ᯟ௜ࡢࡅぢ┤ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡋ㸷᭶୰ࢆ┠㏵ࡤࢀࡁ࡛ࠊ࡟᪂ᨻᶒࡢⓎ㊊ྠ࡜᫬ࠊ࡟࠸ࡽࡄ

➨㸱ḟ່࿌࡚ࡋ࡜⩏ົ௜࣭ࡅᯟ௜ࢆࡅ༢⊂࡛ᥦฟࢆ࡜ࡇࡿࡍ┠ᣦ࡜࠸ࡓࡋᛮࡇࠋࡍࡲ࠸

ウసᴗ᳨ࡢࣉ࣮ࣝࢢࢢ࣮ࣥ࢟࣡࡟ᑠ᪩ᕝጤဨࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࡋ┤ぢࡢࡅᯟ௜࣭ࡅ௜ົ⩏ࡢ

࠺ࡼࡢ௨ୖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾࡟᪤ࡣ࡟ᑠ᪩ᕝጤဨࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡛࠸ᛴࢆ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡏࢃྜ࡟ࡁື࠸᪩ࡢᨻᒁ࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢻ࣮ࣆࢫࡋᑡࠊἣ࡛≦࡞

 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲࡋ஢⤊ࡣ఍㆟ࡢᮏ᪥࡚ࡗࡶࢆࢀࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑ  

㸦ᐑ⬥஦ົᒁ㛗㸧 ஦ົᒁࡢࡽ࠿㐃⤡஦㡯࡛ࠋࡍ௒ᚋࡢ᪥⛬࡛ࠊࡀࡍḟࠊࡣ㸷᭶㸵᪥ࡢ༗

ᚋࠊ࡟ጤဨ㛗ࡢ㊊ࡶ኱ศࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡼ᪥ᮏ⮬㌿㌴఍㤋㸰ྕ㤋࡛㛤ദࢆ࡜ࡇࡿࡍ

ணᐃࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ௒ࠊጤဨ㛗ࡢ᪉ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡽ࠿⩏ົ௜࣭ࡅᯟ௜່ࡢ➼ࡅ࿌ࡅྥ࡟

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠸⾜ࢆ㆟ㄽࡓ

㸦௨ୖ㸧 
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９５回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年９月７日（月）
１５：５０～１７：４５
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．小早川委員ワーキンググループ報告（義務付け・枠付けの見直し）

　２．国と地方の協議の場及び地方自治関係法制について

　３．その他
 
 

〔会議資料〕

　資料１　　 小早川委員ワーキンググループ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　　資料１－１ 本文 [PDF:520KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　資料１－２ 別紙 [PDF:1,031KB]

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 3） [PDF:557KB] （ 2/ 3） [PDF:516KB] （ 3/ 3） [PDF:346KB]

　　　　　　　　　資料１－３ 概要 [PDF:177KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　 　　　　　　　　　　

　資料２ 国と地方の協議の場について [PDF:156KB]　　　　　

　資料３ 地方自治関係法制について [PDF:185KB]　　　　　

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　席上配布資料 猪瀬委員追加配布資料 [PDF:36KB]　　　　　　　　　　　　　　　
 
 

 
 
 
 

ページの先頭へ 　　 

 
委員会開催状況へ戻る
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http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou1.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou2.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou3.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou4.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou5.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou8.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou6.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou7.pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai95/95shiryou9.pdf
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９６回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年９月２４日（木）
１６：４５～１７：３０
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．第３次勧告に向けた審議（義務付け・枠付けの見直し）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　等

 
 

〔会議資料〕

　資料１ 第３次勧告（義務付け・枠付けの見直し関連部分）（案）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　資料１－１ 本文 [PDF:534KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　資料１－２ 別紙 [PDF:1,007KB]

　　　　　　　　　　【分割ダウンロード】

　　　　　　　　　　（ 1/ 3） [PDF:550KB] （ 2/ 3） [PDF:563KB] （ 3/ 3） [PDF:560KB]

　　　　　　　　　資料１－３ 概要 [PDF:178KB]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９７回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年１０月７日（水）
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地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．第３次勧告に向けた審議
 
 

〔会議資料〕

　資料１　　 第３次勧告（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　資料１－１ 表紙・目次 [PDF:164KB]　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　資料１－２ はじめに [PDF:176KB]

　　　　　　　　　資料１－３ 本文 [PDF:534KB]

　　　　　　　　　資料１－４ おわりに [PDF:95KB]

　　　　　　　　　資料１－５ （別紙１）　３つの重点事項の個別事項について具体的に講
ずべき措置 [PDF:518KB]

　　　　　　　　　資料１－６ （別紙２）　条例委任する場合の基準設定の類型 
[PDF:33KB]

　　　　　　　　　資料１－７ （別紙３）　（ｃ）の具体的に講ずべき措置に係る参照条文 
[PDF:170KB]

　資料２ 第３次勧告（案）（概要） [PDF:319KB]　　　　　

　資料３ 第３次勧告の副題について [PDF:52KB]　　　　　
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第 ３ 次 勧 告 
 

～ 自治立法権の拡大による「地方政府」の実現へ ～ 
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はじめに 

 

地方分権改革は、住民に身近な行政に関する企画・決定・実施を、一貫してできる限

り地方自治体にゆだねることを基本として、国と地方の役割分担を徹底して見直す取組

みである。こうした考えの下、地方分権改革推進委員会（以下「当委員会」という。）

は、今次の地方分権改革の目標を、地方自治体を自治行政権のみならず自治立法権、自

治財政権をも十分に具備した完全自治体にしていくとともに、住民意思に基づく地方政

治の舞台としての「地方政府」に高めていくことと設定し、これまで 97 回に及ぶ委員

会を開催し、精力的に調査審議を進めてきた。 

 

当委員会は、これまでに２次にわたる勧告を内閣総理大臣に提出し、地方分権改革の

具体策を政府に提言してきた。 

第１次勧告（平成 20 年５月 28 日）では、国と地方の役割分担の基本的な考え方を明

らかにするとともに、それに基づいて、「重点行政分野の抜本的見直し」、「基礎自治体

への権限移譲の推進」、「補助対象財産の財産処分の弾力化」について取り上げた。 

続く第２次勧告（平成 20 年 12 月８日）では、「義務付け・枠付けの見直しと条例制

定権の拡大」と「国の出先機関の見直しと地方の役割の拡大」について勧告を行った。 

この第３次勧告（以下「本勧告」という。）は、「義務付け・枠付けの見直しと条例制

定権の拡大」、「地方自治関係法制の見直し」及び「国と地方の協議の場の法制化」を三

つの大きな柱としている。 

 

本勧告の三つの柱のうち、一つ目は「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」

である。 

自治行政権の分権については、第１次地方分権改革において、機関委任事務制度の全

面廃止等広い意味での関与の縮小廃止について大きな成果が得られたところである。

「地方政府」の確立に向け、当委員会において必ず果たさなければならない課題、それ

が自治立法権の分権であった。この分権のためには、地方自治体の条例制定権の拡大が

必要であり、法制的な観点から地方自治体の自主性を強化し、政策や制度の問題も含め

て自由度を拡大するとともに、自らの責任において行政を展開できる仕組みを構築する

ことが必要となる。当委員会は、これを「義務付け・枠付けの見直し」という改革テー

マとして設定し、平成 19 年４月の委員会設置以来取り組んできた。膨大な作業、長時

間にわたる調査審議を重ねるとともに詳細な検討を行い、ここに今次分権改革としての

結論を得るに至った。 

すなわち、第２次勧告において、義務付け・枠付けの対象範囲を整理し、その存置を

許容する場合等のメルクマール（判断基準）を設定した上で、メルクマールに該当しな

い 4,076 条項の見直し対象条項については、条例制定権の拡大を図る方向で見直しを行

う必要があると判断した。本勧告においては、その第１章で、第２次勧告において、メ

ルクマールに該当せず見直しを行うべきとされた義務付け・枠付けに係る条項のうち、

1
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特に問題があるとした事項である、(a)施設・公物設置管理の基準、(b)協議、同意、許

可・認可・承認、(c)計画等の策定及びその手続（以下「３つの重点事項」という。）に

ついて具体的に講ずべき措置の方針を整理した上で、３つの重点事項の個別条項につい

て具体的に講ずべき措置を提示した。また、３つの重点事項以外の見直し対象条項につ

いても、第２次勧告に基づき具体的に見直し措置を講ずべきことを提言することとした。 

 

 三つの柱のうち、二つ目は「地方自治関係法制の見直し」である。 

「地方政府」の確立のためには、地方自治体が自らの判断と責任においてその組織と

財務のマネジメントを改革していくことを可能とするため、現行制度を見直していく必

要がある。 

こうした観点から、本勧告第２章では、行政委員会の必置規制の見直しと地方自治体

の財務会計における透明性の向上等を提言することとした。 

 

三つの柱のうち、最後は「国と地方の協議の場の法制化」である。 

当委員会は「地方政府」の確立に向け調査審議を重ね、累次の勧告を行ってきている

が、今後とも、国と地方を巡る様々な法令・制度の制定改廃は絶え間なく続くものであ

り、その際、国は地方自治体の自主性・自立性が確保されるように配慮し、同時に、地

方の現場の実態等を聴取し、事務が円滑に行われるよう万全を期す必要がある。 

そこで、本勧告第３章では、国と地方の協議の場の法制化に関し提言を行うこととし

た。 

2
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第１章 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大 

 

１ 義務付け・枠付けの見直しの経緯 

 

第２次勧告では、地方自治体が自らの責任において行政を実施する仕組みを構築す

るとの観点から、自治事務のうち、法令による義務付け・枠付けをし、条例で自主的

に定める余地を認めていないものを見直しの対象としたところである。この範囲の義

務付け・枠付け（以下「見直し対象条項」という。）について、「義務付け・枠付け

の存置を許容する場合のメルクマール」及び「『義務付け・枠付けの存置を許容する

場合のメルクマール』非該当だが、残さざるを得ないと判断するもののメルクマール」

への該当・非該当についての当委員会としての判断を示し、メルクマールに該当しな

いという結論を得た条項について、 

① 廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）、 

② 手続、判断基準等の全部を条例に委任又は条例による補正（「上書き」）を許

容、 

③ 手続、判断基準等の一部を条例に委任又は条例による補正（「上書き」）を許

容、 

のいずれかの見直しを行う必要があると勧告した。 

また、このうち、 

(a) 施設・公物設置管理の基準 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認 

(c) 計画等の策定及びその手続 

については「特に問題があり、これらを中心に、当委員会として第３次勧告に向けて

具体的に講ずべき措置の調査審議を進め、結論を得る」こととしていた。 

第２次勧告を受けて、各府省に対し、(a)～(c)の３つの重点事項に該当するものに

ついて、上記の方針に従って見直しを行うことを求めて調査を実施した。加えて、各

府省から回答を得た後に、当委員会として、全国知事会、全国市長会提言等で取り上

げられているもの、法的効果等に着眼して特に調査審議が必要であるもの等について

各府省からヒアリングを実施した。 

これらの取組みを踏まえて取りまとめた「義務付け・枠付けの見直しに係る第３次

勧告に向けた中間報告」（以下「中間報告」という。）では、３つの重点事項の具体的

に講ずべき措置の方針について、委員会として一定の整理を行ったところである。 

その後、当委員会のワーキンググループ1において、各府省に対して、３つの重点

事項についての方針に沿って、個別条項ごとの見解を提示し、これに対する各府省の

見解を求める調査（以下「ＷＧ調査」という。）を行うとともに2、中間報告で示した

                                                  
1 平成２０年１０月以降、小早川委員の統括の下に一橋大学高橋滋教授、東京大学斎藤誠教授の参加を得てワーキンググルー

プを構成したものであり、義務付け・枠付けの見直しに関する検討作業を実施した。 
2 「義務付け・枠付けの見直しに係る第３次勧告に向けた中間報告を踏まえた地方公共団体に対する自治事務の処理又はその

方法の義務付けに係る調査について(依頼)」（平成 21 年 7 月２日府分権第 80 号） 
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方針について、その法的効果等について特に調査審議が必要であるもの等について、

関係省からヒアリングを実施した。これらの作業を踏まえて、この度、３つの重点事

項について具体的に講ずべき措置に関する当委員会としての結論を得たところであ

る。 

なお、このことは、見直しの対象が３つの重点事項に限られることを意味するもの

ではない。第２次勧告に従い、メルクマール非該当の見直し対象条項のうち、３つの

重点事項以外についても、廃止又は条例への委任等の見直しを行うべきである。 

 

 

 

２ ３つの重点事項の見直しに当たっての当委員会の認識 

 

 ３つの重点事項の見直しに当たっての当委員会の認識は以下のとおりである。 

 

(a)施設・公物設置管理の基準、(b)協議、同意、許可・認可・承認、(c)計画等の

策定及びその手続は、それぞれ形態を異にするものであることから、第２次勧告で示

したとおり、見直しの方針はそれぞれ異ならざるを得ない。 

(a)～(c)の３つの重点事項の見直しに当たっては、法律の規定そのものを廃止する、

すなわち、その事務を行うかどうか、行う場合に手続、判断基準等を条例で定めるか

どうかを含めてすべてを地方自治体が判断するという選択肢は、いずれの場合につい

ても第一に検討されるべきである。もっとも、地方自治体の事務の処理又はその方法

の義務付けを問題とする義務付け・枠付けの見直し作業においては、現行の規定その

ものを廃止する結論が得られない場合も想定され、その場合においては、現行の規定

を見直して、地方自治体に対して奨励する規定、条例に委任する規定等に移行する選

択肢も許容せざるを得ない。 

具体的には、現行の規定そのものの廃止が困難である場合には、 

(a) 施設・公物設置管理の基準の義務付けの見直しは、基準の条例への委任とい

う方向が検討されるべきであり、その際には、条例制定の主体、条例制定に当

たって地方自治体に課すことが許容される制約の程度が主たる問題になる。 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認の義務付けの見直しは、より弱い形態への移

行が検討されるべきである。 

(c) 計画等の策定及びその手続の義務付けの見直しは、「できる」規定化、例示化

等により単なる奨励にとどめるということが検討されるべきである。 

 

付言すると、各府省からの回答や各府省からのヒアリングにおいては、各府省から、

義務付け・枠付けの見直しによって住民サービスが低下するおそれがあること、規制

が緩和されて本来の政策目的が達成されなくなるおそれがあること、国の方針と整合

性が確保されなくなるおそれがあることへの懸念が繰り返し表明された。例えば、施
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設・公物設置管理の基準を条例に委任すれば、その基準に従って地方自治体が提供し

ているサービスの水準が切り下げられるのではないか、協議、同意、許可・認可・承

認、また、計画等の策定及びその手続が見直されれば、地方自治体の施策は国の方針

と整合性を確保し又は適正な手続に従って行われなくなるのではないか、ということ

であった。 

しかしながら、義務付け・枠付けの見直しとは、サービス水準の切下げでも、国の

政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容でもない。国が全国一律に決定し、地方

自治体に義務付けていた基準、施策等を、地方自治体自らが決定し、実施するように

改める改革であり、これによって、各地域において、その地域の実情に合った最適な

サービスが提供され、最善の施策が講じられるよう、国と地方自治体の役割分担を見

直すものである。 

なお、全国知事会、全国市長会の提言等に盛り込まれている事項では、現行の基準

の変更を求め、また、国の関与からより自由な地方自治体の施策を求める具体的なニ

ーズを主張しているものも多い。しかしながら、こうした現実の具体的なニーズに対

して、国の基準であることを維持したままで、また、国の関与を残したままで、その

都度、国が個々に基準の見直し措置を講じたり、関与の行使内容を変化させたりする

だけでは、地方分権改革の名には値しない。地方分権改革を進め、「地方政府」を確

立する観点からは、地方自治体がサービス、施策等のあり方についての説明責任を負

うべきであり、何らかのニーズに対応する見直しの必要性の判断も、地方自治体の責

任において行うようにしなければならないというのが当委員会の基本認識である。 

 

 

 

３ ３つの重点事項について具体的に講ずべき措置の方針 

 

（a）施設・公物設置管理の基準 

 

 第２次勧告（抄） 

原則として、次の順序で見直すこととすべきである。 

① 基準の全部の廃止（単なる奨励にとどめることを含む。） 

② 基準の全部について条例に委任又は条例による補正を許容 

③ 基準の一部について条例に委任又は条例による補正を許容し、その他の部分に

ついて定量的でなく、また、個別具体的な方法等を含まない、一般的・定性的な

基準への移行 
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（１）見直し対象範囲 

 

第２次勧告別紙１で示した条項のうち、地方自治体又はその機関3が施設・公物4を

設置し、又は管理するに当たって、次のいずれかの義務付けに該当するもの（国又は

都道府県若しくはその機関が協議を受け、又は同意、許可・認可・承認、指定等を行

うに当たってこれらを条件としているものを含む5。以下「見直し対象施設等基準」

という。）。 

・ 整備・確保すべき施設・公物の総量 

・ 施設・公物の構造・設備、施設・公物に配置する職員の数6・資格 

・ 施設・公物に配置する職員であることに着目した職員給与・研修 

・ 施設・公物の利用者資格・利用者数 

 

（２）見直しの方法 

 

見直し対象施設等基準について、当該基準に係る規定そのものを廃止7するか、又

は条例へ委任の措置を講ずる。 

ただし、次の(ｲ)及び(ﾛ)のいずれにも該当するものとして所管府省から文書で回答

がある部分については、法令で基準が設定されていても、その内容を定量的、個別具

体的に定めるために条例を制定することが許容されていると判断できることから、そ

の存置を許容する。次の(ｲ)及び(ﾛ)のいずれにも該当するよう新たに見直しを行うも

のについても同様である。なお、当該所管府省においては、条例を制定することが許

容されていることについて、地方自治体に十分周知する等所要の措置を講ずべきであ

る。 

（ｲ）見直し対象施設等基準（政省令、告示への委任規定を含む場合には、当該政省

令、告示の内容を含む。）について、定量的、個別具体的な文言を何ら含まない

こと。 

（ﾛ）見直し対象施設等基準について、当該基準の内容を、定量的、個別具体的に定

                                                  
3 施設・公物の設置、管理に当たっての事務の処理又はその方法を義務付けている条項が第２次勧告別紙１に含まれているも

のは、地方自治体又はその機関のみに義務付けているものに限らず、ここに含む。 
4 建築物その他の工作物のうち土地、自然公物に定着するものをいう。物的施設のほか、物的設備・器具、人的手段等を含めた

総合体を指す。庁舎、事務所等、地方自治体又はその機関自身の使用に供する目的のものは含まない。 
5 対象条項において、これらの事項のみでなく他の事項をあわせて基準を定めている場合、見直しを求める対象はこれらの事項

に限定されるものではなく、対象条項において定める基準の全部である。 
6 個々の施設・公物に配置する職員の数のみでなく、施設・公物に配置する職員について地方自治体単位でその総数を定めて

いるものを含む。 
7 「廃止」とは、基準の全部の廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）によって、基準を条例で設定するか否かを含めて地方自

治体の判断によるものとする見直しである。努力義務、配慮義務など、個別具体的な方法を含まない一般的な原則・方針にとど

める見直しを行う場合を含む。他方、単に基準の一部を廃止する場合は含まない。これは、ある基準が複数の条項にまたがって

規定されているときに、このうちの一部の条項で定める基準を廃止する場合についても同じである。 
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めるために、条例を制定することが許容されていること8。 

 

ＷＧ調査に対する回答において上記(ｲ)及び(ﾛ)のいずれにも該当するものとして

所管府省から回答があった見直し対象施設等基準に係る法律条項については、別紙１

別表１の「見直しの方針」欄に「存置」と記載した上で、「備考」欄に「条例制定許

容」と記している。 

 

なお、見直し対象施設等基準に係る法律の規定の一部が「義務付け・枠付けの存置

を許容する場合のメルクマール」又は「『義務付け・枠付けの存置を許容する場合の

メルクマール』非該当だが、残さざるを得ないと判断するもののメルクマール」に該

当すると判断できるものについては、それに係る部分の内容の義務付けは存置を許容

する。 

 

（３）条例へ委任する場合の制定主体 

 

条例に委任する場合、条例制定の主体は、当該基準に係る施設・公物の設置管理の

事務を担任する地方自治体とする。 

例えば、設置管理の基準については設置管理の主体であり、許認可等の基準につい

ては許認可等の主体である9。また、設置管理に当たって許認可等が不可欠である場

合には、許認可等によってはじめて設置管理が可能になるものであることから、設置

管理の基準に従って許認可等が行われるものとされているときは、設置管理の基準＝

許認可等の基準は許認可等の主体が定めるものとすべきである。 

なお、第１次勧告において、市町村への権限移譲が勧告されているものについては、

権限移譲されることを前提として条例制定の主体を判断する。 

 

（４）条例制定に関する国の基準 

 

条例への委任は、条例制定の余地が実質的に確保される方法で行われるべきである。

このような観点から、条例の内容を直接的に拘束する条例制定の基準等を設定するこ

とは厳に差し控えられるべきである。 

 

条例へ委任する場合における条例制定の基準（以下「条例制定基準」という。）に

ついては、現行法令では「従うべき基準」型、「標準」型、「参酌すべき基準」型の３

つに類型化できる（別紙２「条例委任する場合の基準設定の類型」参照）。 

このうち、施設・公物設置管理の基準を条例で制定するに当たって、「従うべき基

                                                  
8 当該基準の内容そのものについて定量的、個別具体的に定めるために条例を制定することを許容しているものである。当該基

準の内容について、いわゆる上乗せ、横出しを定める条例を制定することを許容しているものは含まない。 
9 許認可等ではなく、届出が義務付けられている場合にも、届出の相手方が基準に照らして是正措置等を行うことが想定されて

いるものであり、届出の相手方が基準を設定すべきものと判断する。 
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準」又は「標準」を国が設定するのは次の場合に限るものとし、見直し対象施設等基

準の内容を条例制定基準に移行する場合も同様とする。 

 

（ｲ）「従うべき基準」 

国が設定する「従うべき基準」は、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合し

なければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を

定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないものである。

この「従うべき基準」を国が設定するのは真に必要な場合に限定されるべきであり、

次の場合に限るものとする。 

① 当該施設・公物の利用者の資格のうちの基本的な事項について特に「従うべき

基準」を示す必要がある場合 

② ①のほか、当該施設・公物の本来的な性格・機能等に係る基本的な枠組みを定

める場合 

③ 当該施設・公物において必要とされる民間共通の士業等の資格について特に

「従うべき基準」を示す必要がある場合 

（ﾛ）「標準」 

国が設定する「標準」は、通常よるべき基準である。すなわち、法令の「標準」

を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた

「標準」と異なる内容を定めることは許容されるものである。こうした基準を国が

設定するのは真に必要な場合に限定されるべきであり、次の場合に限るものとする。 

① 当該施設・公物について全国的見地から一定のサービス水準を維持するため

に利用者の数、施設・公物に配置する職員の数について特に「標準」を示す必

要がある場合 

 

他方、「従うべき基準」及び「標準」と異なる性格を有するものとして「参酌すべ

き基準」という立法例がある。就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第３条第１項第４号及び第２項第３号

では「文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する

基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準」と規定されている。この「参酌

すべき基準」については、国の役割を果たすために、地方自治体に対して「参酌すべ

き」ものとして示すものであることから、これを十分参照し、これによることの妥当

性を検討した上で条例が制定されなければならない。しかしながら、法的には、条例

の内容そのものを直接的に拘束しているものではない。十分参照した結果としてであ

れば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることは許容されているものであるこ

とから、見直し対象施設等基準のうち必要最小限のものを、条例制定に当たって「参

酌すべき」基準として規定することは許容する。 

 

なお、この「参酌すべき基準」については、その法的性格をここで整理したとおり、
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地域の実情に応じて、地方自治体が条例で異なる内容を定めることを許容するもので

あることから、地方自治体の条例による国の法令の基準の「上書き」を許容するもの
10ということができる。 

 

 

 

 

（b）協議、同意、許可・認可・承認 

 

 第２次勧告（抄） 

原則として、次の順序で見直すこととすべきである。 

① 協議、同意、許可・認可・承認の廃止（協議等の単なる奨励にとどめることを

含む。） 

② 事後の届出、報告、通知等の情報連絡への移行 

 

（１）見直し対象範囲 

 

第２次勧告別紙１で示した条項のうち、次のいずれかに該当するもの 

（ｲ）市町村が国、都道府県に対して行う協議、都道府県が国に対して行う協議11 

（ﾛ）市町村が国、都道府県から受ける同意、許可・認可・承認、都道府県が国から

受ける同意、許可・認可・承認 11 

 

（２）具体的に講ずべき措置の方針 

 

（１）の見直し対象範囲のうち、同意を要する協議及び同意を要しない協議につい

ては、(i)の場合には同意を要する協議を、(ⅱ)の場合には同意を要しない協議を許

容する。また、許可・認可・承認については、(ⅲ)の場合に限定する。なお、(i)の

うち(a)(b)、(ⅲ)のうち(d)～(h)については、「地方分権推進計画」（平成 10 年５月

29 日閣議決定）において、それぞれ同意を要する協議を許容、許可・認可・承認を

                                                  
10 当委員会では、これまで、事務の処理又はその方法（手続、判断基準等）の法令による義務付けについて条例による補正（補

充・調整・差し替え）を許容することを、「地方自治体による法令の『上書き』を確保しようとするもの」と位置付けてきた。一方、こ

の「参酌すべき基準」の場合には、同様に法律から条例に委任するときに条例の制定基準の一種として設定されるものであるも

のの、法令は一定の「基準」を示しつつ、これを（「従うべき」ではなく）「参酌すべき」ということが「法令の規範内容」である。この

ような「法令の規範内容」そのものは「上書き」されるものではないが、法令が示す一定の「基準」については「法令の規範内容」

に沿って「参酌」されるものであり、その結果、法令が示す一定の「基準」と異なる「基準」が条例で定められることは許容されるも

のである。したがって、現在、国の法令で設定されている基準を条例に委任することとした上で、必要最小限のものを「参酌す

べき基準」に移行させる見直しについても、地方自治体の条例による国の法令の基準の「上書き」を許容するものということがで

きる。 
11 協議を行い、又は同意、許可・認可・承認を受けることを義務付けている条項が第２次勧告別紙１に含まれているものは、地方

自治体又はその機関のみに義務付けているものに限らず、ここに含む。また、新設、変更、廃止それぞれについて協議が義務

付けられている場合には、これらの条項すべてをここに含む。他方、法律上、国、都道府県、市町村、民間事業者等を問わず、

施設管理者に対して協議を行い、又は施設管理者の同意、許可・認可・承認を受けることを義務付けており、国、都道府県が

その施設管理者としての立場で協議を受け、又は同意、許可・認可・承認を行うものは除く。 
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許容するものと位置付けられているものである12。 

(i)～(ⅲ)のいずれにも該当しない場合には、(ⅳ)の場合に意見聴取、(ⅴ)の場合

に事前報告・届出・通知、(ⅵ)の場合に事後報告・届出・通知をそれぞれ許容し、い

ずれにも該当しない場合には廃止する。 

なお、(i)(ⅱ)(ⅳ)(ⅴ)の項目のうち下破線部分には該当しないが、それ以外の部

分に該当しているものについては、下破線部分に該当しない程度に応じて個々に判断

し、それぞれの場合に許容するものとされている同意を要する協議、同意を要しない

協議、意見聴取、事前報告・届出・通知よりも弱い形態のものとする。 

 

(ⅰ) 同意を要する協議を許容する場合は次のとおり。 

(a)13 法制度上当然に、国の税制・財政上の特例措置が講じられる計画を策定する

場合 

(b) 地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を行うた

め国が定める総量的な具体的基準をもとに関係地方自治体が計画を策定する場

合 

① 法制度上当然に、国の施策を集中的・重点的に講ずるものとされており、法制

上の特別の効果が生じる計画を策定する場合において、当該国の施策と当該計画

との整合性を特に確保しなければ当該国の施策の実施に著しく支障が生ずると

認められるもの 

② 国（都道府県）に対して一定の事務の処理を義務付けることとなる場合であっ

て、国（都道府県）の施策と整合性を特に確保しなければこれらの施策の実施に

著しく支障が生ずると認められるもの 

③ 地方自治体の区域を越えて移動する天然資源について広域的な観点から適正

管理を行う場合であって、関係地方自治体の間では利害調整が明らかに困難であ

り、国が特にその処理の適正を確保する必要があるもの 

 

(ⅱ) 同意を要しない協議を許容する場合は次のとおり。 

① 国・地方自治体の事務配分の特例を許容するために事務の移譲を受ける都道府

県、市町村が協議を求める場合、又は国・地方自治体以外の主体と市町村（都道

府県）の間の事務配分の特例を都道府県（国）が許容する場合であって、都道府

県（国）が特にその処理の適正を確保する必要があるもの 

② 地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を行うため

国が定める総量的な目標に従って関係地方自治体が計画を策定する場合 

③ 事務の処理に当たって当該地方自治体の区域を越える利害調整が必要である

が、関係地方自治体との間での利害調整が明らかに困難であり、国（都道府県）

                                                  
12 「地方分権推進計画」では「地方公共団体」と表記しているものを、ここでは「地方自治体」と表記している。 
13 (i)のうち(a)(b)については、「地方分権推進計画」（平成 10 年５月 29 日閣議決定）において、同意を要する協議を許容するもの

と位置付けられているものである。これに該当する場合の効果は、①から③に該当する場合の効果と何ら変わりはない。 
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が特にその処理の適正を確保する必要があるもの 

④ 同一の個別具体的な行政目的の達成のために国・地方自治体にそれぞれ専ら担

う権限が配分されているため、国（都道府県）との調整が不可欠である場合であ

って、私人の権利・義務に関わるもの 

⑤ 同一の事案について国（都道府県）が異なる個別具体的な行政目的から重畳的

に異なる権限を行使することが可能である場合、又は国（都道府県）が既に行っ

た行政処分の内容と抵触する可能性がある権限を行使する場合であって、私人の

権利・義務に関わるもの 

⑥ 私人に対して課される義務付けを国及び地方自治体に対して免除している場

合であって、国に対する協議を義務付ける相手方として地方自治体を国と同様に

扱っている事務を処理するもの 

 

(ⅲ) 許可・認可・承認を許容する場合は次のとおり。 

(d)14 刑法等で一般には禁止されていながら特別に地方自治体に許されているよう

な事務を処理する場合 

(e)  公用収用・公用換地・権利変換に関する事務を処理する場合 

(f) 補助対象資産、国有財産処分等に関する事務を処理する場合 

(g) 法人の設立に関する事務を処理する場合 

(h) 国の関与の名宛人として地方自治体を国と同様に扱っている事務を処理する

場合 

① 私人に対しては許可・認可を行うものとされている事業を地方自治体が行う場

合であって、地方自治体の事務として定着していないもの 

 

(ⅳ) 意見聴取を許容する場合は次のとおり。 

① 同一の個別具体的な行政目的の達成のために国・地方自治体にそれぞれ専ら担

う権限が配分されているため、国（都道府県）との調整が不可欠である場合 

 

(ⅴ) 事前報告・届出・通知を許容する場合は次のとおり。 

① 私人に対しては許可・認可を行うものとされている事業を地方自治体が行う場

合であって、事前に国（都道府県）が特に把握しておく必要が認められるもの 

 

(ⅵ) 事後報告・届出・通知を許容する場合は次のとおり。 

① 法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置を講ずることを促す場合 

② 法制度上、講じられる事後的な是正措置の端緒として把握する必要がある場合 

                                                  
14 (ⅲ)のうち(d)～(h)については、「地方分権推進計画」（平成 10 年５月 29 日閣議決定）において、許可・認可・承認を許容するも

のと位置付けられているものである。これに該当する場合の効果は、①に該当する場合の効果と何ら変わりはない。 

11

1678



 

（ｃ）計画等の策定及びその手続 

 

 第２次勧告（抄） 

原則として、計画等の策定、内容、策定手続それぞれについて次の方針で見直す

こととすべきである（計画等の策定手続のうち、(b)協議、同意、許可・認可・承認

に該当するものについては、(b)に掲げる方針による）。 

・ 計画等の策定の義務付けについては、廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）

・ 計画等の内容の義務付けについては、廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）

又は条例制定の余地の許容 

・ 計画等の策定手続のうち、意見聴取、公示・公告・公表等の義務付けについて

は、廃止（単なる奨励にとどめることを含む。）又は条例制定の余地の許容 

 

（１）見直し対象範囲 

 

第２次勧告別紙１で示した条項のうち、次のいずれかに該当するもの 

（ｲ）地方自治体又はその機関による計画、方針、指針、構想等（以下「計画等」と

いう。）の策定の義務付け15 16 

（ﾛ）計画等の策定に当たっての内容（盛り込むべき事項の記載）の義務付け 16 

（ﾊ）計画等の策定に当たっての事前・事後の手続として次のいずれかを課している

もの 

・ 議決（当該地方自治体のほか、国・関係地方自治体その他の関係者による

議決、及びこのための協議会等の場の設置をいう。）、協議・調整・意見聴取

等・同意（当該地方自治体による国・関係地方自治体その他の関係者との協

議・調整、及び関係地方自治体その他の関係者の意見聴取等・同意、並びに

これらのための協議会等の場の設置をいう。ただし、(b)の対象となるものを

除く。）、認定 

・ 公示・公告・公表、閲覧・縦覧等 16 

 

（２）計画等の策定及びその内容の義務付け（(ｲ)及び(ﾛ)）に係る具体的に講ずべき

措置の方針 

 

（１）の見直し対象範囲のうち、(ｲ)及び(ﾛ)については義務付けを廃止する。具体

的には、次のいずれかの措置を講ずることとする（別紙３「(c)の具体的に講ずべき

措置に係る参照条文」参照）。 

                                                  
15 計画等の策定及びその手続を義務付けている条項が第２次勧告別紙１に含まれているものは、地方自治体又はその機関の

みに義務付けているものに限らず、ここに含む。ただし、計画等が、国、都道府県に対する協議、同意、許可・認可・承認の対象

となる計画等の策定に係るものは含むが、その申請に当たって添付すべき書類の一つとされているにとどまる場合は含まない。 
16 Ａ法で策定を義務付けている甲計画について、Ｂ法で甲計画の計画内容を変更する義務付け又は甲計画の策定手続を変更

する義務付けを行っている場合には、Ａ法のみでなく、Ｂ法による義務付けも含む。 
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・計画等の策定及びその内容に係る規定そのものの廃止17 

・計画等の策定に係る規定の「できる」規定化18又は努力義務化、及びその内容に

係る規定の例示化又は目的程度の内容への大枠化 

 

ただし、計画等の内容に次の①～③に係る部分を含む場合には、計画等の策定及び

①～③のそれぞれに係る部分の内容の義務付けの存置を許容する。 

① 私人の権利・義務に関わる行政処分の直接的な根拠（私人、他の地方自治体の費

用負担の直接的な根拠を含む。）となる計画を策定する場合 

② 地方自治体の区域を越える一定の地域について総量的な規制・管理を行うために

計画を策定する場合 

③ 基本的事項について市町村による一定の判断があることを直接的な根拠として

都道府県が計画を策定する場合 

 

なお、計画等の内容に係る法律の規定の一部が「義務付け・枠付けの存置を許容す

る場合のメルクマール」又は「『義務付け・枠付けの存置を許容する場合のメルクマ

ール』非該当だが、残さざるを得ないと判断するもののメルクマール」に該当すると

判断できるものについても同様である。 

 

また、計画等の内容に次の④に係る部分を含む場合には、次のいずれかの措置を講

ずることとする（別紙３「(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

・ 計画等の策定及びその内容に係る規定そのものの廃止 17 

・ ④に係る計画等の内容の義務付けの存置を許容した上で、計画等の策定に係る

規定の「できる」規定化又は努力義務化 

・ （④に係る部分を含むが、①～③に係る部分と不可分である場合）計画等の策

定の義務付けの存置は許容されることとなるが、④に係る計画等の内容が任意的

記載事項であることの明確化 

④ 法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置が講じられる計画又は特例措置を

講ずることを促す計画を策定する場合 

なお、財政上、税制上又は法制上の特例措置が講じられる内容が複数含まれ、個々

に分離して措置を講ずることが許容される場合には、常に、そのすべての記載をしな

ければならないものではなく、個々がそれぞれ独立して任意的記載事項であることを

明確化する。 

 

 

 

                                                  
17 計画等の策定及びその内容に係る規定としては廃止し、施策・事務に係る規定の範囲内で存置するものは、計画等の策定及

びその内容の義務付けとしては廃止されたものと判断できる。 
18 法律上の要件に該当する場合であっても策定する必要があるかどうかを選択できるものであることを明確化するため

に、「地方公共団体は、（一定の要件に該当する場合に）・・・・・できる。」と改めることをいう。 
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（３）計画等の策定の手続（(ﾊ)）のうち一定の相手方の意見聴取等の義務付けに係る

具体的に講ずべき措置の方針 

 

（１）の見直し対象範囲の(ﾊ)のうち、議決、協議・調整・意見聴取等・同意、認

定の手続を義務付けているもの（以下「見直し対象意見聴取等義務」という。）のう

ち、地方自治体が国又は都道府県を相手方として行う行為（地方自治体が私人と同一

に取り扱われているものを除く。）19については、見直しの方針は(b)と同様である。 

 

これ以外については、見直し対象意見聴取等義務に係る規定そのものを廃止するか、

又は協議・調整・意見聴取等に関する努力・配慮義務に係る規定とする（別紙３「(c)

の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

ただし、議決、同意に係るものについては次の①の場合に限定して存置を許容し、

また、協議・調整・意見聴取等については次の①～④の場合に存置を許容する。 

① 当該計画によって一定の事務の処理又は費用の負担を求められることとなる者

を相手方又はその構成員とする場合 

② 具体的に範囲が特定された利害関係者、学識経験者を明示的に相手方又はその構

成員とする場合 

③ 地方自治体の区域を越える利害調整を行う必要があるときに、関係地方自治体を

相手方又はその構成員とする場合 

④ 地方自治体が処理する事務について、他の者が同一の個別具体的な目的から関連

する事務を実施し、その整合性を確保する必要があると認められるときに、当該者

を相手方又はその構成員とする場合 

 

なお、見直し対象意見聴取等義務のうち、①～④に該当するとして存置が許容され

るもの以外の条項については、見直し後、必要に応じて地方自治体が条例で議決、協

議・調整・意見聴取等・同意（以下「私人等からの意見聴取等」という。）の手続を

規定し得ることが必要であり、個別法令がこれを許容しない趣旨でない限り、条例で

規定することは可能である。 

他方、上記により措置を講じたときに、当該措置に係る相手方について地方自治体

が条例で私人等からの意見聴取等の手続を定めることを許容しないことになると解

される場合には、当該措置に係る相手方について地方自治体が条例で私人等からの意

見聴取等の手続を定めることができることを明示的に規定すべきである（別紙３「(c)

の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

 

 

                                                  
19 法律上、国、都道府県、市町村、民間事業者等を問わず、施設管理者に対して協議・調整・意見聴取等を行い、又は施設管

理者の同意を得ることを義務付けており、国、都道府県がその施設管理者としての立場で協議・調整・意見聴取等を受け、又は

同意を行うものは除く。 
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（４）計画等の策定の手続（(ﾊ)）のうち公示・公告・公表等の義務付けに係る具体的

に講ずべき措置の方針 

 

（１）の見直し対象範囲の(ﾊ)のうち、公示・公告・公表、閲覧・縦覧等（以下「公

示・公告・公表等」という。）に係るものについては、公示・公告・公表等に係る規

定そのものを廃止するか、又は公示・公告・公表等に関する努力・配慮義務に係る規

定とする（別紙３「(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

ただし、次の①～③の場合に限定して存置を許容する。 

① 不特定多数の者の権利を制限し、又は義務を課する場合に、その効力発生要件又

は内容を周知する手段として行われる場合 

② 権利を有している者又は具体的に範囲が特定された利害関係者に主張の機会を

付与するために行われる場合 

③ 意見の申立て等、後続の手続の不可欠の前提となっている場合 

 

（５）計画等の策定の手続（私人等からの意見聴取等、公示・公告・公表等）の個別

具体的な方法の義務付けに係る見直しの方針 

 

（１）の見直し対象範囲の(ﾊ) のうち私人等からの意見聴取等、公示・公告・公表

等の方法を個別具体的に特定しているもの（以下「見直し対象個別具体的方法義務」

という。）は、見直し対象個別具体的方法義務に係る規定そのものを廃止するか、又

は例示化する（別紙３「(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 

 

なお、見直し対象個別具体的方法義務については、見直し後、必要に応じて、地方

自治体が条例で私人等からの意見聴取等、公示・公告・公表等の個別具体的な方法を

規定し得ることが必要であり、個別法令がこれを許容しない趣旨でない限り、条例で

規定することは可能である。 

他方、上記により措置を講じたときに、当該措置に係る見直し対象個別具体的方法

義務について地方自治体が条例で私人等からの意見聴取等、公示・公告・公表等の個

別具体的な方法を定めることを許容しないことになると解される場合には、当該措置

に係る相手方について地方自治体が条例で私人等からの意見聴取等、公示・公告・公

表等の個別具体的な方法を規定することができることを明示的に規定すべきである

（別紙３「(c)の具体的に講ずべき措置に係る参照条文」参照）。 
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４ ３つの重点事項の個別条項について具体的に講ずべき措置 

 

当委員会は、３の「３つの重点事項について具体的に講ずべき措置の方針」に従い、

見直し対象とされた３つの重点事項の個別条項について調査審議を行い、個別条項ご

とに講ずべき措置に関する結論を得た。その内容は、以下のとおりである。 

(a) 施設・公物設置管理の基準 

別紙１の別表１ 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認 

別紙１の別表２ 

(c) 計画等の策定及びその手続 

別紙１の別表３ 

 なお、これらのうち、全国知事会、全国市長会提言等で取り上げられているものは、

次の表１～表３のとおりである。 
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３つの重点事項のうち全国知事会、全国市長会

提言等で取り上げられている事項 

 

 

表１：施設・公物設置管理の基準・・・・・・・・・１８ 

表２：協議、同意、許可・認可・承認・・・・・・・２４ 

表３：計画等の策定及びその手続・・・・・・・・・３３ 
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〈道路〉

見直しの方針 条例制定の主体

第30条 第1項 道路の構造基準 廃止又は条例委任 3

第30条 第2項 道路の構造基準 廃止又は条例委任 3

第45条 第2項 道路標識の構造基準 廃止又は条例委任 3
メルクマールⅴ：規制標識
等

〈河川・災害〉

見直しの方針 条例制定の主体

8 1 河川法 第13条 第2項
河川管理施設等の構造基
準

廃止又は条例委任 2
○河川管理施設等の技術的基準（準用河川関係）
　河川管理施設の新設、改良、管理に関する技術的基準は縮小すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会）

講ずべき措置
備考

通
番

法律 条 見直し対象

見直し対象

項

(a) 施設・公物設置管理の基準

分
野

通
番

法律 条

凡例
　１．「分野」欄及び「通番」欄は、第２次勧告別紙１と同じである。
　２．「見直し対象」欄は、見直しの対象範囲となった施設・公物設置管理の基準の概略を示した。
　３．「条例制定の主体」欄の記号の意味は、次のとおり。
　　　　　　　「１」：都道府県（大都市等に関する特例等により、指定都市等を含む場合もある。）
　　　　　　　「２」：市町村
　　　　　　　「３」：都道府県及び市町村
　４．「備考」欄は、次の場合に記載した。
　　①　見直し対象施設等基準の一部が、第２次勧告で示した「義務付け・枠付けの存置を許容する場合のメルクマール」及び「『義務付け・枠付けの存置を許容する場合のメルクマール』非該当
　　　だが、残さざるを得ないと判断するもののメルクマール」（以下、「メルクマール」という。）に該当する場合。（該当する部分の内容の義務付けについては、存置を許容。）
　　②　見直しに当たり特に留意すべき点を当委員会として指摘する場合。
　５．「参考：提言等の内容」欄に記載している提言等は次のとおり。
　　　　（全国知事会）：全国知事会「「第二期地方分権改革」への提言等について」（平成19年7月25日）
　　　　（全国知事会・追加分）：全国知事会「国の関与の廃止等について（追加分）」（平成19年10月23日）
　　　　（全国市長会）：全国市長会　「支障事例を踏まえた主な改革の方向」（平成19年10月3日）

備考
講ずべき措置

参考：提言等の内容項

7

分
野

道路法1

○道路構造・道路標識の基準
　地域の実情に即した道路整備を行うため規制的な通知通達は廃止するととも
に、技術的基準である道路構造令は縮小すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （全国知事会）
　道路標識について、周辺環境に調和させるため、地域の特性に応じて柔軟に
対応できるよう基準を緩和すべき。（特区の全国展開）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会）

参考：提言等の内容

表１

1
8
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〈建築・住宅〉

見直しの方針 条例制定の主体

第5条 第1項 公営住宅の整備基準 廃止又は条例委任 3

○公営住宅の整備基準
　住宅の規模等について、地域の特性を踏まえた住宅の整備ができるよう公営
住宅の整備に関する基準設定については廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会）

第23条 公営住宅の入居者資格 廃止又は条例委任 3

○公営住宅の入居者資格要件
　公営住宅法を見直し、公営住宅の入居資格要件を枠組化し、実際の運用は
各自治体の裁量によるものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国市長会）

〈教育〉

見直しの方針 条例制定の主体

第3条 第1項
認定こども園の設備・運営
基準

廃止又は条例委任 1

第3条 第2項
認定こども園の設備・運営
基準

廃止又は条例委任 1

10 3 学校教育法 第3条 学校の設置基準 廃止又は条例委任 1

通
番

法律 条 備考
講ずべき措置

項 見直し対象

備考 参考：提言等の内容

○幼稚園設置基準の規制緩和（認定こども園関係）
　幼稚園の園舎は「耐火建築物」であることを要し、幼保連携型認定こども園を
前提とする幼稚園において2階に保育室を置く場合、その園舎を「不燃構造」と
する必要があるが、これは児童福祉施設最低基準を上回るもの（保育所は3階
以上の場合、不燃構造を要求）であり、認定こども園を目指す幼稚園に必要以
上の要件を課するものであるため、地方への権限移譲を含めて、基準を緩和
すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （全国知事会・追加分）
○幼稚園と保育所の一元化
　幼稚園と保育所を一元化し、就学前児童への教育（保育）の均一化を図る。
　また、「認定こども園」における施設設置や職員配置等の基準や運営費等
は、幼稚園・保育所の基準を適用するのではなく、保育所と幼稚園の一元化を
図るための統一した標準的制度として構築するとともに、基準を最低基準とす
るのではなく標準的なものとして法令の規定の枠組化を図る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国市長会）

講ずべき措置

参酌すべき基準の一層の
弾力化、大綱化

法律

公営住宅法

条 項 見直し対象

9

10

分
野

分
野

就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律

通
番

6

2

参考：提言等の内容

1
9
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第4条 学級編制の基準 廃止又は条例委任 3

第6条
小中学校等教職員定数の
標準

廃止又は条例委任 3

第6条の2
小中学校等教職員定数の
標準（校長の数）

廃止又は条例委任 3

第7条 第1項
小中学校等教職員定数の
標準（教頭及び教諭等の
数）

廃止又は条例委任 3

第7条 第2項
小中学校等教職員定数の
標準（教頭及び教諭等の
数）

廃止又は条例委任 3

第7条 第3項
小中学校等教職員定数の
標準（教頭及び教諭等の
数）

廃止又は条例委任 3

第8条
小中学校等教職員定数の
標準（養護教諭等の数）

廃止又は条例委任 3

第8条の2
小中学校等教職員定数の
標準（栄養教諭等の数）

廃止又は条例委任 3

第9条
小中学校等教職員定数の
標準（事務職員の数）

廃止又は条例委任 3

第10条
特別支援学校教職員定数
の標準

廃止又は条例委任 3

第10条の2
特別支援学校教職員定数
の標準（校長の数）

廃止又は条例委任 3

第11条 第1項
特別支援学校教職員定数
の標準（教頭及び教諭等
の数）

廃止又は条例委任 3

第11条 第2項
特別支援学校教職員定数
の標準（教頭及び教諭等
の数）

廃止又は条例委任 3

第12条
特別支援学校教職員定数
の標準（養護教諭等の数）

廃止又は条例委任 3

第13条
特別支援学校教職員定数
の標準（寄宿舎指導員の
数）

廃止又は条例委任 3

第13条の2
特別支援学校教職員定数
の標準（栄養教諭等の数）

廃止又は条例委任 3

第14条
特別支援学校教職員定数
の標準（事務職員の数）

廃止又は条例委任 3

第15条 教職員定数算定の特例 廃止又は条例委任 3

法に基づき計算される教
職員定数は「教職員の総
数」ではなく「県費負担教
職員」の総数であることを
法文上も明確化

10
公立義務教育諸学校の学
級編制及び教職員定数の
標準に関する法律

4

○市町村立学校県費負担教職員に係る人事権等の移譲
　市町村立学校県費負担教職員の人事権、給与負担、教職員定数及び学級
編制に関する権限等については、都道府県から市町村に移譲すべき。その
際、人事権と給与負担は一体とすべき。また、市町村への権限移譲に当たって
は、市町村ごとの態様の違いを考慮し、広域人事の仕組みを整備する等の条
件整備が必須の課題である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会）

○義務教育諸学校の学級編制に対する関与の廃止、教職員定数権の市への
移譲
　学級編制に係る都道府県の関与を廃止するとともに、教職員定数権及び教
職員人事権移譲後の給与支払い権限を市に移譲する。
                                                                                            （全国市長会）

2
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第16条 第1項 分校等への適用 廃止又は条例委任 3

第16条 第2項 分校等への適用 廃止又は条例委任 3

第16条 第3項 分校等への適用 廃止又は条例委任 3

第17条 第1項
短時間勤務の職を占める
者等の換算基準

廃止又は条例委任 3

第17条 第2項
短時間勤務の職を占める
者等の換算基準

廃止又は条例委任 3

第18条
教職員定数に含まない数
の基準

廃止又は条例委任 3

第5条の2 第1項
へき地学校等の指定基準
へき地手当の支給基準

廃止又は条例委任 3

第5条の2 第2項
へき地手当の月額支給基
準

廃止又は条例委任 3

第5条の2 第3項
へき地手当と地域手当等
との調整基準

廃止又は条例委任 3

〈労働〉

見直しの方針 条例制定の主体

第15条の6 第1項
公共職業能力開発施設の
職業訓練基準

廃止又は条例委任 3

第15条の6 第3項
公共職業能力開発施設の
職業訓練基準

廃止又は条例委任 3

18

分
野

職業能力開発促進法

へき地教育振興法

通
番

法律

12

1710

見直し対象条 項 備考
講ずべき措置

法に基づき計算される教
職員定数は「教職員の総
数」ではなく「県費負担教
職員」の総数であることを
法文上も明確化

10 4
公立義務教育諸学校の学
級編制及び教職員定数の
標準に関する法律

○へき地手当の支給対象及び支給基準の弾力化
　情報通信や道路交通網の整備・普及等により、へき地学校を取り巻く環境は
変化してきているが、文部科学省の基準はそうした環境変化に対応していな
い。へき地手当の支給対象者や支給基準の決定等について、地域住民の生活
実態や手当受給者の通勤実態といった、へき地学校の実態を反映させ、都道
府県が実情に応じた調整ができるよう法律を改正すべき。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （全国知事会・追加分）

参考：提言等の内容

○都道府県による職業訓練の実施
　都道府県職業能力開発校の管理運営の外部委託等ができるよう、国による
設置及び管理に対する義務付けは廃止し、助言及び勧告等の関与は最小限
にすべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （全国知事会）
　普通課程の普通職業訓練は、短期課程と異なり、民間施設で実施（民間委
託）することができない等、行政の弾力化・効率化を阻害しており、都道府県の
自主的な判断により、実施が可能となるよう、国の義務付けを廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

○市町村立学校県費負担教職員に係る人事権等の移譲
　市町村立学校県費負担教職員の人事権、給与負担、教職員定数及び学級
編制に関する権限等については、都道府県から市町村に移譲すべき。その
際、人事権と給与負担は一体とすべき。また、市町村への権限移譲に当たって
は、市町村ごとの態様の違いを考慮し、広域人事の仕組みを整備する等の条
件整備が必須の課題である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （全国知事会）

○義務教育諸学校の学級編制に対する関与の廃止、教職員定数権の市への
移譲
　学級編制に係る都道府県の関与を廃止するとともに、教職員定数権及び教
職員人事権移譲後の給与支払い権限を市に移譲する。
                                                                                            （全国市長会）

2
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〈社会福祉〉

見直しの方針 条例制定の主体

第35条 第2項
都道府県が設置する児童
福祉施設の職員の資格

廃止又は条例委任 1

○児童自立支援施設の職員身分規定
　都道府県は児童自立支援施設の必置と、その施設長、児童自立支援専門員
（生活支援員）は都道府県の職員を充てることとする義務付けがあることから、
都道府県が設置する当該施設の外部委託が不可能となっているため、効率的
な行政運営が可能となるよう、職員の身分規定を廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会・追加分）

第45条 第2項
児童福祉施設の設備・運
営基準

廃止又は条例委任 3

○福祉施設最低基準の遵守義務規定＜児童福祉施設＞
　児童館の設備や運営に係る基準については、実施主体である市町村におい
て、児童数等の地域の様々な実情に応じた運営ができるよう、要件を緩和すべ
き。
（緩和すべき要件の例）設備基準の緩和（集会室と遊戯室は設置が義務付けら
れているが、必ずしも両方必要ではない等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　   （全国知事会）

　保育施設の設置・運営環境は、地域間で大きく異なるため、施設や運営の基
準について、保育の実施主体である市町村が地域の実情に応じて実施できる
よう、保育所設備や職員配置等の基準設定を市町村に移譲すべき。
（地域間で異なる設置・運営環境の例）都市部：施設用地の確保が困難等
過疎部：保育士の確保が困難等
（移譲すべき基準設定の例）乳児室、ほふく室、保育室等の面積基準、保育士
の配置基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会）

　保育児童の発育・発達過程に応じたよりよい給食の提供が可能となるよう、
公立保育所における給食の外部搬入を行うことができるようにすべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  　 （全国知事会）

　民間保育所における給食については、施設外で調理し搬入する方法は認め
られていない一方、既に構造改革特区において公立保育所は「保育児童の発
育・発達過程に応じたよりよい給食の提供」という理由で提案されているが、公
立保育所に限る必要はなく、一定の条件のもと、公立、民間立を問わず外部搬
入を認める内容に拡充するべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会・追加分）

　保育所設備基準を最低基準とするのではなく標準的なものとし、法令の規定
を枠組化する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （全国市長会）

21 12 老人福祉法 第17条 第2項
老人福祉施設の設備・運
営基準

廃止又は条例委任 3

○福祉施設最低基準の遵守義務規定＜養護老人ホーム、特別養護老人ホー
ム＞
　老人福祉施設の設置・運営基準の義務付け・枠付けを地域の実情に応じ縮
小すべき。
（縮小すべき義務付け・枠付けの例）特別養護老人ホーム等の耐火性能に係る
規制の緩和（木造2階建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会）

項条 見直し対象 備考

621

講ずべき措置
法律

通
番

分
野

児童福祉法

参考：提言等の内容

2
2
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第74条 第1項
指定居宅介護サービス事
業者の従業者の資格

廃止又は条例委任 3

第74条 第2項
指定居宅介護サービス事
業者の設備・運営基準

廃止又は条例委任 3

第78条の4 第1項
指定地域密着型サービス
事業者の従業者の資格

廃止又は条例委任 2

第78条の4 第2項
指定地域密着型サービス
事業者の設備・運営基準

廃止又は条例委任 2

第88条 第1項
指定介護老人福祉施設の
従業者の資格

廃止又は条例委任 3

第88条 第2項
指定介護老人福祉施設の
設備・運営基準

廃止又は条例委任 3

第97条 第1項
指定介護老人保健施設の
施設・設備基準

廃止又は条例委任 3
メルクマールⅴ：療養室、
診察室、機能訓練室

第97条 第2項
指定介護老人保健施設の
従業者の資格

廃止又は条例委任 3
メルクマールⅴ：医師、看
護師

第97条 第3項
指定介護老人保健施設の
設備・運営基準

廃止又は条例委任 3

第110条 第1項
指定介護療養型医療施設
の従業者の資格

廃止又は条例委任 3

第110条 第2項
指定介護療養型医療施設
の設備・運営基準

廃止又は条例委任 3

第115条の4 第1項
指定居宅介護予防サービ
ス事業者の従業者の資格

廃止又は条例委任 3

第115条の4 第2項
指定居宅介護予防サービ
ス事業者の設備・運営基
準

廃止又は条例委任 3

第115条の13 第1項
指定地域密着型介護予防
サービス事業者の従業者
の資格

廃止又は条例委任 2

第115条の13 第2項
指定地域密着型介護予防
サービス事業者の設備・
運営基準

廃止又は条例委任 2

21 22 障害者自立支援法 第80条 第2項

障害福祉サービス事業、
地域活動支援センター及
び福祉ホームの設備・運
営基準

廃止又は条例委任 3

○障害福祉サービス事業等の基準
　「就労移行支援」や「就労継続支援」等の複数の障害福祉サービスを同一事
業所で提供する「多機能型」の指定を受ける場合、6人以上の利用者が必要と
なっており、へき地等の地方では2～3人の対象利用者しか確保できない場合も
あるため、都道府県において利用者数の確保が困難と認めた場合は6人以下
でも指定できるよう基準を緩和すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （全国知事会・追加分）

21 介護保険法14

○介護保険事業者の指定基準
　介護保険事業者の指定基準等について、地域が主体的に判断してサービス
を提供することが必要であり、義務付け・枠付けは縮小すべき。
（縮小すべき義務付け・枠付けの例）
・グループホームの指定における研修の受講要件
・訪問リハビリテーション等における指定基準
・介護予防支援業務における指定居宅介護支援事業者への委託件数の制限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （全国知事会）2

3
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〈国土・土地〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

5 2 国土利用計画法 第9条 第10項 同意協議（大臣） 意見聴取

○土地利用基本計画に係る国土交通大臣の協議、同意
　土地利用基本計画の策定・変更に係る国土交通大臣への協議、同意及び国
の地方支分部局との事前調整は、地域の実態に応じた柔軟かつ迅速な計画策
定の阻害要因となっているため廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

第27条 第3項 協議（大臣） 廃止

第29条 第3項 協議（大臣） 廃止

(b) 協議、同意、許可・認可・承認

凡例
　１．「分野」欄及び「通番」欄は、第２次勧告別紙１と同じである。
　２．「見直し対象」欄は、見直し対象範囲に該当する協議、同意、許可・認可・承認の概略を示した。
　　　なお、協議を受け、又は同意、許可・認可・承認を行う者は、括弧内に記した。
　　　　　　　例）　同意協議（大臣）：大臣の同意を要する協議 （同意のみの場合を含む）
　　　　　　　 　　  協議（知事）：知事への協議
　３．「講ずべき措置」欄のうち、「同意協議」は(ⅰ)、「協議」は(ⅱ)、「許可・認可・承認」は(ⅲ)、「意見聴取」は(ⅳ)、「事前報告・届出・通知」は(ⅴ)、「事後報告・届出・通知」は(ⅵ)に掲げる項
　　目に該当していることを意味している。（(ⅰ)～(ⅵ)は本文３(b)（２）に掲げる場合を示す。）
　　　なお、同一条項において、講ずべき措置が複数ある場合には、主な講ずべき措置を記載し、「○○（主な講ずべき措置）等」と示した。
　４．「備考」欄は、次の場合に記載した。
　　①　同一条項において、講ずべき措置が複数ある場合。
　　②　見直しに当たり特に留意すべき点を当委員会として指摘する場合。
　５．「参考：提言等の内容」欄に記載している提言等は次のとおり。
　　　　（全国知事会）：全国知事会「「第二期地方分権改革」への提言等について」（平成19年7月25日）
　　　　（全国知事会・追加分）：全国知事会「国の関与の廃止等について（追加分）」（平成19年10月23日）
　　　　（全国市長会）：全国市長会　「支障事例を踏まえた主な改革の方向」（平成19年10月3日）

305 公有水面埋立法

○埋立地の権利移転等に係る都道府県知事の許可に係る国土交通大臣の協
議
○埋立地の用途外使用に係る都道府県知事の許可に係る国土交通大臣の協
議
　港湾管理者が背後の都市計画との整合性等地域の実情に応じた港湾行政を
行うため、海域管理（公有水面埋立）に関する認可や協議等は廃止すべき。ま
た、用途変更や権利移転等の制限期間についても短縮、撤廃をすべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

表２

2
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〈都市〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

第18条 第3項 同意協議（大臣） 協議等 第１次勧告のとおり

○都道府県の都市計画の決定に係る国土交通大臣の協議、同意
　地域における主体的なまちづくりを行うため、協議、同意を必要とする「国の
利害に重大な関係がある都市計画」を具体的に明記し、協議、同意を必要とし
ない範囲を拡大すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

第19条 第3項 同意協議（知事） 協議
町村においては「同意を要する
協議」を許容

○市町村の都市計画の決定に係る都道府県知事の協議、同意
　市町村が行う都市計画決定に際し、広域調整及び都道府県都市計画との適
合性の観点から都道府県知事の協議、同意が義務付けされているが、地域の
実情に即したまちづくりを自らの判断で迅速に進めることができるように、広域
に影響を及ぼさないもの等（地区計画、小規模な市街地開発事業等）に係る協
議、同意を廃止し、協議、同意を必要とする範囲を縮小すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）
　都市計画については、そのすべての決定権限を市に移譲するとともに、市決
定の都市計画における都道府県等との協議、同意を廃止し、都道府県からの
意見聴取、都道府県への報告とする。また、三大都市圏に係る特例措置を廃
止する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国市長会）

第23条 第1項 協議（大臣） 廃止等

都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針のうち区域区分の方
針に係る部分及び区域区分に関
する都市計画について農業振興
地域と市街化区域が重複する場
合に限り、農林水産大臣への協
議を許容

○都道府県の都市計画区域の整備方針等の策定に係る農林水産大臣の協議
　地域における主体的なまちづくりを行うため、区域マスタープランの決定等に
係る関係大臣への協議、意見聴取に係る事務は都道府県及び市町村に移譲
し、都道府県及び市町村において協議手続きが完結するようにすべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

〈道路〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

7 1 道路法 第74条 第1項 協議（大臣） 廃止

○都道府県道の路線の認定、変更、廃止に係る国土交通大臣の協議
　自治事務であり自治体の役割と責任を明確にするため、都道府県道の認定、
変更、廃止の国土交通大臣の協議は廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

6 1 都市計画法

2
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〈河川・災害〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

8 1 河川法 第79条 第2項 協議（知事） 廃止 準用河川に係るものに限る

○河川整備計画等に係る国土交通大臣の協議、同意（準用河川関係）
　住民の安全な生活を確保する観点やまちづくりの観点等、地方の主体的な判
断で管理や事業が実施できるよう、河川整備計画の国土交通大臣の協議、同
意等は廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

8 3 災害対策基本法 第40条 第3項 協議（大臣） 事後報告・届出・通知

○都道府県地域防災計画の作成、修正に係る協議
　地域防災計画策定に係る国との協議は、地域の実態に応じた柔軟かつ迅速
な計画策定の阻害要因となっているため廃止した上で、報告又は届出とし、必
要に応じて助言する仕組みとすべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

8 8 海岸法 第27条 第2項 承認（大臣） 同意協議 「同意を要する協議」を許容

○海岸保全施設の工事施工に伴う主務大臣の承認
　住民の安全な生活を確保する観点やまちづくりと防災対策の一体性の観点
から、地方の主体的な判断で管理や事業が実施できるよう、海岸保全施設の
新設又は改良工事を施工しようとするときの主務大臣の承認は廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

〈建築・住宅〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

9 5 住生活基本法 第17条 第4項 同意協議（大臣） 存置

○都道府県が策定する住生活基本計画に係る国土交通大臣の協議、同意
　都道府県は、住生活基本計画の策定にあたり、公営住宅の供給目標量につ
いて、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないと規定されてい
るが、地方の裁量に任せるべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

2
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〈教育〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

10 3 学校教育法 第4条 第1項
認可（都道府県教育委員
会）

事前報告・届出・通知等
市町村立高等学校、中等教育学
校及び特別支援学校に係る部分
に限り認可を許容

○市町村立幼稚園の設置及び廃止
　市町村立幼稚園の設置・廃止に関する権限は、設置主体の市町村に移譲
し、認可制から届出制とすべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

10 4
公立義務教育諸学校の学
級編制及び教職員定数の
標準に関する法律

第5条
同意協議（都道府県教育
委員会）

廃止

○市町村立学校県費負担教職員に係る人事権等の移譲
　市町村立学校県費負担教職員の人事権、給与負担、教職員定数及び学級
編制に関する権限等については、都道府県から市町村に移譲すべき。その
際、人事権と給与負担は一体とすべき。また、市町村への権限移譲に当たって
は、市町村ごとの態様の違いを考慮し、広域人事の仕組みを整備する等の条
件整備が必須の課題である。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

○義務教育諸学校の学級編制に対する関与の廃止、教職員定数権の市への
移譲
　学級編制に係る都道府県の関与を廃止するとともに、教職員定数権及び教
職員人事権移譲後の給与支払い権限を市に移譲する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国市長会）

〈産業通則〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

11 3
中小企業団体の組織に関
する法律

第101条の2 第3項 協議（大臣） 廃止

○商工組合等の認可等に係る都道府県の経済産業大臣への協議
　都道府県の区域を超えない商工組合及び商工組合連合会に係る設立認可、
定款変更認可、解散命令等については、都道府県が処理する事務となってい
るが、命令、認可等をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければなら
ず、設立認可、定款変更認可等について経済産業大臣へ協議することにより、
県単独の認可の場合と比較して審査に要する時間が長くなることが考えられ、
組合の迅速な事業展開のために、当該協議については廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

11 6

企業立地の促進等による
地域における産業集積の
形成及び活性化に関する
法律

第5条 第1項 同意協議（大臣） 廃止等

2項2号～5号、13号に係る部分
に限り同意協議を許容、2項7
号、11号に係る部分に限り事後
報告・届出・通知を許容

○地方自治体の基本計画に対する国の協議、同意
　平成19年度から各自治体が行う企業誘致活動の結果に対して国が評価し、
特別な支援を行うという新たな国の関与ができたが、廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）
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〈農業〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

12 3 農業改良助長法 第7条 第7項 協議（大臣） 廃止

○協同農業普及事業の実施方針の農水大臣協議
　都道府県は農林水産大臣が定めた運営方針を基本に、都道府県実施方針を
定めることになっているため、都道府県実施方針を定める際に必要となってい
る国との協議を廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

同意協議（大臣） 存置

2項1号、2号に係る部分

※法改正（21.6.17成立）後の条
項について判断

協議（大臣） 廃止 その他の部分

同意協議（知事） 協議 2項1号に係る部分

協議（知事） 廃止 その他の部分

〈林業〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

13 4
林業労働力の確保の促進
に関する法律

第4条 第3項 協議（大臣） 廃止等
計画の3号、4号に係る部分の厚
労大臣に対して行うものに限り
事前報告・届出・通知を許容

○林業労働力の確保の促進に関する基本計画の大臣協議
　都道府県は、国で定めた基本方針に基づき、林業労働力の確保の促進に関
する基本計画の策定・変更の際には国に協議しなければならないとされている
が、基本計画は国の基本方針に基づいて策定・変更しているのであり、計画策
定・変更の内容に関する協議までの関与は不要であり、協議を廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

同意協議（大臣） 協議
5条2項2号～4号の2、5号、7号
に係る部分

協議（大臣） 廃止 その他の部分

第7条の3 第3項 協議（大臣） 廃止

○森林病害虫等防除実施基準に係る協議
　都道府県が策定する防除実施基準については、国の基準に則り策定してお
り、国との協議を廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

第7条の5 第2項 同意協議（大臣） 廃止

○森林病害虫等防除に係る区域の指定及び変更についての協議
　手続きの迅速化のため、「高度公益機能森林」及び「被害拡大防止森林」の
区域の指定及び変更についての国との協議は、被害が県域を越える等広域的
に拡大する恐れのある場合に限定すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

13 5

第4条

第4項

1512

第5項

農業振興地域の整備に関
する法律

第8条

第6条 第5項

森林病害虫等防除法

森林法

13 11

○農業振興地域整備基本方針・農業振興地域整備計画の大臣・知事協議、同
意
　都道府県、市町村の自主的・主体的な取り組みを阻害しないよう、都道府県
が農業振興地域整備基本方針を定めるときの農林水産大臣への協議、同意
の義務付けを廃止すべき。また、市町村が農業振興地域整備計画を定めると
きの都道府県知事への協議、同意の義務付けを廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）
　農用地利用計画に係る都道府県の同意を要する協議を廃止する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国市長会）

○地域森林計画の策定に係る協議
　都道府県が策定する「地域森林計画」に係る農水大臣への協議は、地域の
実態に即した計画策定の阻害要因となっているため廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）
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〈水産業〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

14 7 漁港漁場整備法 第6条 第7項 認可（大臣） 事後報告・届出・通知

○漁港区域の指定又は変更についての大臣認可
　漁港区域の設定は漁港整備だけでなく、海岸の管理等とも密接に関わってお
り、社会経済情勢の変化や地域の実情に応じ、漁港管理者が区域の変更も柔
軟に対応する必要があり、第1種、第2種漁港の大臣認可を廃止し、都道府県
や市町村が独自に指定等を行えるようにすべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

〈運輸・観光〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

第4条 第4項 認可（大臣又は知事） 事後報告・届出・通知

第44条の2 第2項 同意協議（大臣） 廃止

第50条の4 第3項 同意協議（大臣） 事後報告・届出・通知

第54条の3 第3項 同意協議（大臣） 事後報告・届出・通知

第58条 第3項 協議（大臣） 廃止

○埋立地の用途変更・権利移転等に係る港湾管理者の許可に係る国土交通
大臣の協議
  港湾管理者が背後の都市計画との整合性等地域の実情に応じた港湾行政を
行うため、海域管理（公有水面埋立）に関する認可や協議等は廃止すべき。ま
た、用途変更や権利移転等の制限期間についても短縮・撤廃をすべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

17 20 空港法 第8条 第2項 同意協議（大臣） 存置

○地方管理空港の滑走路等の新設等に係る国土交通大臣の協議、同意
　第二種空港（地方管理）、第三種空港の設置、変更又は航空保安施設の工
事施行に係る国土交通大臣への協議は、あらかじめ空港設置、変更に係る国
土交通大臣の認可を受けていることから、これを廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

港湾法17 8

○重要港湾の入港料に係る国土交通大臣の協議、同意
○地方公共団体による港湾区域の決定・変更に係る国土交通大臣・都道府県
知事の認可
○特定港湾管理者による特定国際コンテナ埠頭の運営者の認定に係る国土交
通大臣の同意
○港湾管理者による特定埠頭の運営者の認定に係る国土交通大臣の同意

　港湾管理者が港湾の経営を行うにあたり、その財源である重要港湾の入港
料についての国土交通大臣の同意は廃止すべき。また、そのほかの自治事務
に関する国の関与は廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）
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〈環境〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

19 6 自然環境保全法 第49条 第1項 協議（大臣） 廃止等
鉱区、市街化区域、農用地区域
と重なる場合に限り協議を許容

○自然環境保全地域の指定についての国の行政機関との協議
　特別地区の指定に際して、自然環境保全法第49条により環境大臣との協議
が義務付けられているが、制度運用が地方に定着していることから、報告で足
りる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

19 15
ダイオキシン類対策特別
措置法

第11条 第3項 同意協議（大臣） 廃止等
1項3号、4号（「期間」のみ）に係
る部分に限り協議を許容

19 16 大気汚染防止法 第5条の3 第3項 同意協議（大臣） 廃止等
1項4号、5号（「期間」のみ）に係
る部分に限り協議を許容

19 18

自動車から排出される窒
素酸化物,粒子状物質の
特定地域における総量の
削減等に関する特別措置
法

第7条 第3項 同意協議（大臣） 廃止等
2項4号、5号（「期間」のみ）に係
る部分に限り協議を許容

19 20 水質汚濁防止法 第4条の3 第3項 同意協議（大臣） 廃止等
2項1号に係る部分に限り同意協
議を許容

○総量削減計画の大臣の同意、協議
　都道府県が策定する総量削減計画については、国の定める基本方針を踏ま
えた上で、地域の実情に応じて策定すべきものであるため、国への協議、同意
は廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）
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〈厚生〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

第6条 第1項 認可（大臣） 事前報告・届出・通知

第10条 第1項 認可（大臣） 事前報告・届出・通知

第11条 第1項 認可（大臣） 事前報告・届出・通知

第26条 認可（大臣） 事前報告・届出・通知

第30条 第1項 認可（大臣） 事前報告・届出・通知

第2条の2 第7項 同意協議（大臣） 協議

○流域別下水道整備総合計画に係る国土交通大臣の協議、同意
　県際河川、広域的閉鎖性水域に係る流域別下水道整備総合計画を定めよう
とするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないとされて
いるが、関係自治体との協議を行うことにより、直接、国の利害に影響を与えな
いものと考えられるため、国への協議、同意は廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

第4条 第1項 認可（大臣） 事後報告・届出・通知等

市町村設置の場合の都道府県
知事の協議、都道府県設置で流
域別下水道整備総合計画が未
策定の場合の国土交通大臣の
協議に限り協議を許容

○公共下水道の事業計画に係る国土交通大臣の認可
　既決定の都市計画に即して都道府県が実施する都市計画事業及び公共下
水道の設置に関する国土交通大臣の認可は廃止すべき。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

第25条の3 第1項 認可（大臣） 事後報告・届出・通知等

市町村設置の場合の都道府県
知事の協議、都道府県設置で流
域別下水道整備総合計画が未
策定の場合の国土交通大臣の
協議に限り協議を許容

○流域下水道の事業計画に係る国土交通大臣の認可
　流域下水道の設置について国土交通大臣が事業認可しようとする際に、保
健衛生上の観点で環境大臣から意見聴取することとされているが、環境大臣
が当該流域下水道による処理区域以外の区域に対する影響を把握することを
目的とするものであり、都道府県知事から環境大臣への事業計画の届出に代
える等、事務の簡素化を図るべき。なお、国土交通大臣の認可についても、法
定手続きを経て決定された都市計画に即して実施されるものであるため、廃止
すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

下水道法1620

20 13 水道法

○水道事業の大臣認可、大臣届出
　水道事業における認可等を廃止し、市の責任において実施できるようにす
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国市長会）

3
1

1698



〈社会福祉〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

21 13
高齢者の医療の確保に関
する法律

第133条 第2項 協議（知事） 廃止

22 1 国民健康保険法 第12条 協議（知事） 廃止

○法定給付以外の保険給付を行おうとする場合等の都道府県知事協議
　市町村が法定給付以外の保険給付を行おうとする場合やその他の政令で定
める場合（保険料率の設定及び変更を予定）においては、あらかじめ都道府県
知事への協議が義務付けられており、当該事務が市町村の自治事務であるに
もかかわらず、都道府県知事に協議しなければならないとすることの必要性が
不明であり、また、法律上、保険料率は政令で定める基準に従って条例で定め
ることとなっていることからも、市町村の裁量による部分は限られているため、
当該規定は廃止すべき。
　広域連合が法定給付以外の保険給付を行おうとする場合及びその他の政令
で定める場合（保険料率の設定及び変更を予定）においては、あらかじめ都道
府県知事に協議しなければならないこととされているが、広域連合がその条例
に定めるところにより行う法定外の保険給付や保険料率の設定等について、当
該事務が広域連合の自治事務であるにもかかわらず、都道府県知事に協議し
なければならないとすることの必要性が不明であるため、当該規定は廃止すべ
き。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）
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〈都市〉

分
野

通
番

法律名 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

基本計画の作成 廃止又は「できる」規定化等
2号、4号～10号、12号に
係る部分に限り存置を許
容

基本計画の認定 廃止等
2号、4号～10号、12号に
係る部分に限り認定を許
容

〈産業通則〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

基本構想の作成 廃止又は「できる」規定化等

基本構想の認定 廃止

中小企業による地域産業
資源を活用した事業活動
の促進に関する法律

○中心市街地活性化基本計画
　中心市街地の活性化は地域が自主的・主体的に取り組むべきであり、市町村
が策定する中心市街地活性化基本計画の国による認定は廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

○都道府県の基本構想の策定義務
　支援対象とすべき地域の資源を都道府県が策定する基本構想の中で特定し
(主務大臣が認定)、特定された資源を活用する中小企業者等の事業計画を国
が認定し、各種の支援措置を講ずることとされているが、中小企業者等が国か
ら具体的な支援を受けるためには、前提として都道府県の基本構想を作成せ
ざるをえず、都道府県の基本構想の作成自体が事実上の義務付けとなってお
り、都道府県の基本構想作成の義務付けを廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

事実上の義務付けと
ならないよう見直し

第1項11

(c) 計画等の策定及びその手続

6 18
中心市街地の活性化に関
する法律

第9条

凡例
　１．「分野」欄及び「通番」欄は、第２次勧告別紙１と同じである。
　２．「見直し対象」欄は、見直し対象となる計画等の策定及びその手続の概略を示した。
　３．「講ずべき措置」欄のうち「廃止又は「できる」規定化等」は、義務付けを廃止することを意味しており、具体的には、次のいずれかの措置を講ずることとする。
　　　　　　・計画等の策定及びその内容に係る規定そのものの廃止
　　　　　　・計画等の策定に係る規定の「できる」規定化又は努力義務化、及びその内容に係る規定の例示化又は目的程度の内容への大枠化
　　　なお、見直し対象が計画等の「認定」の場合には、「(b)協議、同意、許可・認可・承認」の記載方法に従った。
　４．「備考」欄は、次の場合に記載した。
　　①　メルクマールに該当する場合。
　　②　同一条項において、講ずべき措置が複数ある場合。
　　③　見直しに当たり特に留意すべき点を当委員会として指摘する場合。
　５．「参考：提言等の内容」欄に記載している提言等は次のとおり。
　　　　（全国知事会）：全国知事会「「第二期地方分権改革」への提言等について」（平成19年7月25日）
　　　　（全国知事会・追加分）：全国知事会「国の関与の廃止等について（追加分）」（平成19年10月23日）
　　　　（全国市長会）：全国市長会　「支障事例を踏まえた主な改革の方向」（平成19年10月3日）

第1項

第4条8

表３
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11 9
小規模企業者等設備導入
資金助成法

第12条 第1項 事業計画の作成 廃止又は「できる」規定化等 事業計画の廃止

○小規模事業者等設備導入資金貸付事業の都道府県事業計画への国基準
の適用
　地域の実態にあわせた運用ができるよう、小規模企業者等設備導入資金貸
付事業についての都道府県事業計画への国基準の適用の義務付けを廃止
し、国の定める基準は例示的・一般基準的なものとすべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）

〈農業〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

12 8 農山漁村電気導入促進法 第2条 第1項
都道府県農山漁村電気導
入計画の策定

廃止又は「できる」規定化等

○都道府県の農山漁村電気導入計画の策定義務
　電気が供給されていない農山漁村等において、農林漁業団体から電気導入
事業の申請があった場合、都道府県は電気導入計画を作成し、農林水産大臣
に提出しなければならないとされているが、農林水産省からの決定通知を待た
なければ、農林漁業団体は貸付を受けることができず、速やかな事業（発電施
設の改良、造成等）実施を妨げている。そのため都道府県の電気導入計画策
定の義務付けを廃止し、農林漁業団体が直接農林漁業金融公庫等へ事業計
画を提出し、融資を受けられるように改善すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会・追加分）

〈厚生〉

分
野

通
番

法律 条 項 見直し対象 講ずべき措置 備考 参考：提言等の内容

20 44 医療法 第30条の4 第2項 医療計画の内容 廃止又は「できる」規定化等

メルクマールⅴ：4号～8号

10号～12号に係る部分に
限り存置を許容

基準病床数の算定に当た
り独自に加減算できるよう
見直し

○全国一律の基準病床数設定の廃止
　全国一律の算定による設定は、都道府県が地域医療の実態を踏まえて病床
削減・増床ができるよう、廃止すべき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国知事会）
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５ ３つの重点事項以外の取扱い 

 

１でも述べたように、当委員会では、３つの重点事項について具体的に講ずべき措

置に関する結論を得た。 

もとより、義務付け・枠付けには実に多様な形態のものが存在している。本勧告で

取り上げた 1,224 条項は、メルクマールに該当しないという結論を得た 4,076 条項の

一部であるが、当委員会の調査審議の期間等を勘案し、特に問題があると認められた

３つの重点事項について、具体的に講ずべき措置を対象とし調査審議を行ったもので

あり、当委員会として３つの重点事項以外は問題がないということでは全くない。当

委員会としては、第２次勧告のとおり、メルクマールに該当しない 4,076 条項につい

ては廃止又は条例委任等の見直しを行う必要があると判断しているものである。 

したがって、政府は、３つの重点事項以外についても、第２次勧告に基づき、今後、

具体的に見直し措置を講ずべきである。 

 

 

 

６ 義務付け・枠付けに関する立法の原則とそのチェックのための仕組み 

 

（１）義務付け・枠付けに関する立法の原則 

 

自治事務については、地方自治法第２条第 13 項において「国は、地方公共団体が

地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければなら

ない」とされている。義務付け・枠付けの見直しとは、これを個別の法律において具

体的に実現する意義を持つものである。 

将来的にもこの見直しの実効性を担保するため、今後、制定、改正される法律は、

今次の地方分権改革で定立した義務付け・枠付けに係る国の立法に関する原則、すな

わち、第２次勧告第１章２（２）で明らかにしている、義務付け・枠付けの見直しの

具体的な方針に沿ったものとなるようにすべきである。このためには、地方分権改革

推進計画において、この義務付け・枠付けに関する原則を明確に位置付けるべきであ

る。 

さらに、今後、この原則について法律上明確にすることも検討すべきである。 

 

 

（２）チェックのための仕組み 

 

今後、政府が国会に提出する法律案については、この義務付け・枠付けに関する立

法の原則に沿ったものとなるよう、各府省における法案の立案段階でこの原則をチェ

ックする政府部内の手続を確立すべきである。 
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また、義務付け・枠付けを必要最小限のものとするためには、国における施策の立

案段階で地方自治体の意見が反映される仕組みを確保することが重要である。地方自

治法では、地方自治体の長、議長の全国的連合組織が地方自治に影響を及ぼす法令等

に関し、内閣に意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができることとされ

ており（第 263 条の３第２項）、内閣は意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく

回答するよう努めるものとされ、特に、当該意見が地方自治体に対し新たな事務又は

負担を義務付けると認められる国の施策の場合には、内閣はこれに遅滞なく回答する

ものとされている（同条第３項及び第４項）。さらに、各大臣は、地方自治体に対し

新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、

長、議長の全国的連合組織が内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連

合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるもの

とされている（同条第５項）。適切な措置とは、事前の情報提供であり、その時期や

方法に関しても制度の趣旨に照らし、適切に行われる必要があるが、これまでの情報

提供の状況をみると、情報提供が行われていない、あるいは情報提供が行われてもそ

の時期が政府案確定の直前であるなどのケースが見られ、制度の趣旨が十分に理解さ

れているとは言い難い。 

この事前情報提供制度（同条第５項）は、新たに事務等を地方自治体に対して義務

付ける観点から、行政手続法による命令等を定める場合の意見公募手続とは別途の必

要があるものとして設けられたものである。地方自治体が事前の適切な時期に施策の

立案の内容を知り、それに対し、必要な検討を経て、適時に意見を申し出、内閣がそ

れに対して回答することを制度的に担保するとの本制度の趣旨を十分に踏まえ、対象

となる施策の立案について、情報提供をすべきことが徹底されることはもとより、情

報提供の時期や方法については、適切な対応が行われるべきである。具体的には、情

報提供の時期については、例えば、法律案については、審議会等の答申を受けた場合、

当該答申を踏まえて法案化する旨を当該答申とともに通知するなど、長、議長の全国

的連合組織が法律案の内容を知り、それに意見を提出した場合、地方側の意見を踏ま

えた法律案の修正等が可能な時期とすべきである。また、法律に基づいて義務付けを

具体化する政令等の案についても、同様に適時の情報提供が必要である。情報提供の

内容については、例えば、情報提供に際して、施策の概要等の関連資料を添付するな

ど、当該連合組織が、事後ではなく事前に法律案等の内容を知りえることを制度的に

担保するとの本制度の趣旨を十分に踏まえたものとすべきである。 
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７ 今後に向けて 

 

「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」は、地方自治体の条例制定権を

拡大し、法制的な観点から、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るもの

であり、「地方政府」の確立には不可欠な要素である。第１次地方分権改革による機

関委任事務制度の廃止等により、従来行われていたような通達等による国の指示や関

与等をもって地方自治体の自治事務を縛ることはできないこととなった。しかしなが

ら、自治事務に対する法令による詳細かつ画一的な義務付け・枠付けが多数存在して

いるのが現状である。 

当委員会としては、平成 19 年の委員会発足当初より、義務付け・枠付けの見直しに

ついて広範かつ詳細な調査審議を行い、「中間的な取りまとめ」、第１次勧告、第２次

勧告及び中間報告において委員会における検討結果を提示してきた。とりわけ、第２

次勧告では、見直しの対象とする義務付け・枠付けの範囲を明らかにし、義務付け・

枠付けの存置を許容する場合等のメルクマールを設定した上で、見直しの具体的な方

針を示した。さらに、本勧告では、３つの重点事項に関し、義務付け・枠付けを見直

す場合の具体的に講ずべき措置を個別条項ごとに提言した。当委員会の長期にわたる

調査審議で得られたこれらの整理は、自治立法権の強化に向けた取組みを進めるに当

たって具体的な道標になるものと考えている。 

政府において、義務付け・枠付けの見直しを行うに当たっては、２において明確に

しているように、法律の規定そのものを廃止する、すなわち、その事務を行うかどう

か、行う場合に手続、判断基準等を条例で定めるかどうかを含めてすべてを地方自治

体が判断するという選択肢を、いずれの場合についても第一に検討すべきである。 

また、義務付け・枠付けの見直し対象として第２次勧告別紙１に掲げた条項は、当

委員会が各府省に対して調査を行い、見直し対象条項として各府省から回答があった

ものを踏まえて精査を加えたものである。この作業に当たっては、各府省から何ら回

答がなかったときは、義務付け・枠付けの必要がないものという前提を明らかにした

上で、作業を進めてきた。仮に、同勧告別紙１に掲げた条項以外に見直し対象条項に

該当するものがあるとすれば、政府の責任において同様の見直しを行うべきであるこ

とを改めて付言しておく。 

さらに、今回の見直し対象である義務付け・枠付けに関連する国庫補助負担金制度

については、国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けを見直

したとしても、当該国庫補助負担金制度が、地方自治体の事業実施に当たっての自主

性・自立性を妨げている場合には、義務付け・枠付けの見直しが地方自治体の自主性

を強化し自由度を拡大するものであるという今回の改革の趣旨に即し、併せて所要の

見直しを政府において検討すべきである。 
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当委員会による義務付け・枠付けの見直しに関する勧告は、条例制定権の保障の範

囲を「地方自治の本旨」の観点から設定するという意義を有する取組みでもあり、我

が国の地方自治制度始まって以来の試みである。 

条例制定権の拡大は、国が全国一律に決定し、地方自治体に義務付けていた基準、

施策等を、地方自治体が自主的に決定し自らの責任で実施していくことにほかならな

い。地方自治体は、地域住民のニーズを的確に把握しつつ条例を制定することによっ

て、住民ニーズに応えることが政策遂行の基本となる。こうした取組みを通じて、国・

地方自治体双方の意識変革が期待される。地方自治体の自主的な条例制定の動きに呼

応して、地域住民も、自らの自治意識を高め、積極的に地方自治に参画していくこと

が期待される。地方議会も、こうした行政や地域住民の変化に対応して、住民ニーズ

の把握に努めることや、条例審査等の能力の向上を図ることを通じ、条例制定権の拡

大に応じた議論を展開すべきである。このためにも、地方自治体に対しては、法令改

正の進展に対応し速やかに条例制定・改正等の実現を図り、地域住民のニーズに応え

ることを期待する。 

また、法制面に着目すれば、今後、本勧告に基づき法律改正が行われ、さらに、政

省令等の改正が必要となる場合もあるが、関連する法令改正内容の全貌がわからなけ

れば、地方自治体は本格的な条例制定・改正の作業に取りかかることができない。政

府においては、これら一連の法令改正の取組みを地方自治体に対して明らかにしつつ

進めていくべきである。 

なお、本勧告では、義務付け・枠付けに関する立法の原則を定めることを明記して

いるが、立法の原則は、個別の国の法令の規定の内容がこれに従って制定改廃される

ことにより、その実効性がはじめて担保されるものである。この点に関しては、個別

の法令の内容を問わず、通則規定で条例による国の法令の「上書き」権を保障するこ

とをめぐって様々な意見があるが、 

・ 法律の制定は、「国権の最高機関」とされている国会によって行われること（憲

法第 41 条）。 

・ 地方自治体の条例制定権は「法律の範囲内」とされていること（憲法第 94 条）。 

・ 政令は「憲法及び法律の規定を実施するため」に、府令・省令は「法律若しくは

政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて」制定され

るものであり、特に、それらによって罰則を設けたり義務を課したり国民の権利

を制限したりするのはすべて法律の委任に基づいて行われるものであること（憲

法第 73 条、内閣法第 11 条、内閣府設置法第 7条、国家行政組織法第 12 条参照）。 

等を踏まえつつ、引き続き、慎重な検討が必要である。 

 

当委員会としては、義務付け・枠付けの見直しに関する調査審議は、この第３次勧

告をもって最後とするが、地方自治体の自主性・自立性を阻害している義務付け・枠

付けは、今回対象としたものには必ずしも限られない。 

今次の地方分権改革において、義務付け・枠付けの見直しの対象範囲については、
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地方自治体の事務の処理又はその方法に関する法律の規定のうち、原則として条項を

単位として、「自治事務であること」及び「事務の処理又はその方法（手続、判断基

準等）を義務付けていること」に該当するものであって、「事務の処理又はその方法

（手続、判断基準等）について、条例による自主的な決定又は法令による義務付けの

条例による補正（補充・調整・差し替え）を認めていること」に該当するものを除い

たものとした。 

この結果、例えば、この定義に該当しない法律の規定（例：包括委任規定）を根拠

として政省令等で義務付け・枠付けをしているものについては、今回の当委員会にお

ける見直し作業の対象とはならなかった。また、地方自治体の事務の処理等に関して

条例の制定や条例による補正を認めているものについても対象としていない。しかし

ながら、今回、３つの重点事項について検討を深め、条例に委ねる方法について一定

の知見が得られたことを踏まえると、なお、地方自治体の自主性や自由度を高める方

法があることが共通の理解となった。今回の調査審議の経緯から見直し作業の対象外

としたものについてもなお改善の余地がありうる。このような事項についての取扱い

は、将来の改革にゆだねられている課題である。 

なお、法定受託事務に係る義務付け・枠付けは今回の検討の対象から除外されてい

る。この点に関しては、法定受託事務についても自主性・自立性を認めるべきとの考

え方もありうるところであるが、事務そのものに、本来自治事務とすべきものがある

のではないか、という観点からも検討されるべきである。 

39

1706



 

第２章 地方自治関係法制の見直し 

 
 当委員会は、地方自治体を「地方政府」と呼ぶにふさわしい存在にまで高めていくた

めに、これまで累次の勧告を行ってきた。 
 これまでの勧告で取り上げてきたところの、重点行政分野の抜本的な見直し、基礎自

治体への事務権限の移譲、補助対象財産の財産処分の弾力化、義務付け・枠付けの見直

しと条例制定権の拡大、国の出先機関の見直しと地方の役割の拡大等は、いずれも、団

体自治の側面の拡充によって、自治立法権、自治行政権、自治財政権を併せ有する「完

全自治体」を目指すものであった。 
 しかしながら、「地方政府」を確立するためには、他面において住民自治の側面をも

拡充し、地方自治体を地域住民の意思を的確かつ鋭敏に反映する地方政治の舞台に変え

ていかなければならない。 
 おりしも、人口減少社会の到来、地域経済の低迷、厳しい財政状況等を背景として、

多くの地方自治体においては、独自の職員給与のカットをはじめとした行革努力に加え、

住民サービスそのものの見直しが進められていて、地方自治体が行政に対する地域住民

の理解と協力を得る必要性は従来にもまして高まっている。地方自治体が経営感覚を研

ぎ澄ませ、みずからの判断と責任において組織と財務のマネジメントを改革していくこ

とができるように、地方自治関係法制についても見直しを行う必要がある。 
 
 
１ 地方自治体における行政委員会の必置規制の見直し 

 
 地方自治法は、地方自治体の執行機関について執行機関多元主義を採用し、直接公選

職の長とは別個に、委員会及び委員20の制度を設けている。これらの委員会及び委員は、

いずれも、一定の要件に該当する地方自治体に必ず設置しなければならないものとされ

ている。 
 この種の行政委員会制度は、戦後改革において、権力の集中を排除する、または民主

化政策を推進するといった観点から、アメリカ合衆国の制度に倣って国と地方の双方に

導入されたものであった。 
このうち国に導入された行政委員会については、その後、組織として肥大化している、

責任の明確性を欠いている、能率的な事務処理の目的を達しがたい等々の批判を受け、

多くのものが廃止されるか、あるいは審議会等へ改組されるといった経過をたどってき

たのに対して、地方自治体に導入された行政委員会、すなわち委員会及び委員の方は、

おおむね昭和 20 年代後半に現在の姿に落ち着き、ほぼそのまま今日まで維持されてき

ている。 
 地方自治体の組織のマネジメントは、地域住民によって直接に選挙された長が地域住

                                                  
20 地方自治法に規定される委員会及び委員（第二編第七章第三節）のことであり、委員会（教育委員会、公安委員会、

農業委員会等）及び委員（監査委員）を指す。 
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民の意思に基づいて自主的・自立的に行うことを基本にしている。この長とは別の執行

機関として委員会及び委員を引き続き存置していくためには、それぞれの委員会及び委

員ごとに、その設置を義務付けるに足りるだけの確たる根拠が存在していなければなら

ない。すなわち、当該事務の執行について特段に強く、政治的中立性又は公平・公正・

中立性、あるいは専門技術的又は利害調整的な視点からの配慮が求められるか、あるい

はまた準司法的・準立法的性格を有するかといった、制度創設時において主張された理

由が今日もなお妥当しているのかどうかが問われることになる。 
 制度導入時から半世紀以上を経た今日、こうした観点から地方自治体の行政委員会制

度について検討してみたところ、少なくとも教育委員会及び農業委員会については、そ

の設置を全国画一的に義務付けるに足りるだけの確たる根拠を見出しがたいので、それ

ぞれ以下のとおり、制度の見直しを行うべきである。 
 
（１）教育委員会 

 
 教育委員会制度は、戦後、教育の民主化を徹底する見地から、直接公選の委員から構

成される行政委員会として発足した。その後、委員の直接公選制は廃止され、委員は議

会の同意を得て、長が任命することとされたが、なお行政委員会の形態を存続させる根

拠として、教育の政治的中立と教育行政の安定があげられていた。 
 教育の政治的中立の要請が言われながら、国の教育行政には行政委員会制度は採用さ

れてこなかったのに対して、地方自治体の教育行政に対してのみ行政委員会制度の採用

を強制している制度的不均衡について、納得のいく説明はなされてこなかった。 
しかも、教育委員会制度がほぼ現在の姿になって半世紀以上を経た今日、その運用に

ついては、本来は委員会が決定すべき事務の多くが委員会事務局によって処理されてい

るなど委員会の会議が形骸化している、合議制であるが故に機動性・弾力性に欠けるな

どの指摘がなされている。 
また、教育委員会及びその事務局は、長から半ば独立した執行機関として、地域住民

の意思を反映することよりも、文部科学省、都道府県教育委員会、市区町村教育委員会

という縦系列の指導助言に重きを置いた運営がなされがちであるとの批判も根強い。委

員及び事務局職員の多くを学校教職員又はそのＯＢで占めることによって閉鎖的な世

界を形成している、との批判もある。 
さらに、自治体政策の企画立案と実施にあたっての横の総合調整の問題もある。現状

では、幼稚園は「学校教育」として教育委員会が、保育所は「社会福祉」として長が担

任しているが、地域住民の見地から見れば、いずれも、教育であり子育て支援である。

また、公立学校は教育委員会の、私立学校は長の担任であるが、児童・生徒や保護者の

見地から見れば、どちらも学校教育であることに変わりはない。さらに、社会教育行政

は教育委員会、生涯学習支援は長という地方自治体内部における事務分担も、地域住民

の立場に立てば、意味のない仕分けである。 
教育委員会制度が導入された当初は、その理由の一つとして、地域住民の意向の的確
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なる反映があげられていた。しかしながら、この点についてはむしろ、直接公選の長の

方がより適切に達成し得ると考えられる。その上になお一層多様な地域住民の意向を反

映する必要があると判断される場合には、審議会等の住民参画機関を設置するなど工夫

の余地が大きい。 
教育委員会を引き続き存置するか、それともこれを存置せずその所掌事務を長の所管

とするかについては、地方自治体の組織のマネジメントの自由度を高める観点から、地

方自治体の判断によって任意に選択することができるように改めるべきである。 
地方自治体が、地域にあった教育を自由に展開することが、地方分権改革の観点から

も求められている。その際、教育委員会がこれまで通り主体となるのか、それとも長が

主体となるのかについて、地方自治体の自由度を高めることにより、各地方自治体が創

意工夫し地域にあった地方教育行政体制の構築を図るべきである。 
なお、教育委員会の所掌事務を長が所管する場合は、教育の政治的中立や教育行政の

安定性の確保に留意すべきであることはいうまでもない。とりわけ、教員の任用権を有

する地方自治体においては、特段の注意を払うべきである。教育の政治的中立の確保を

万全なものとするための具体的な措置として、長による教員任用の適否を事前に審査す

る専門的な審査機関を設けることも、十分に検討に値する。 
 
（２） 農業委員会 

 
 農業委員会の委員構成の仕組みは複雑である。そこで当委員会は、既に第１次勧告に

おいて、農業委員会の選挙委員の選挙区等、農業委員会の組織運営に係る必要以上に詳

細な規制については、地方自治体のより弾力的な運用を図る観点から、必要な措置を講

じるべきことを勧告した。 
 しかし、農業委員会をめぐる根源的な疑問は、この行政委員会の形態を今後とも存続

していく必要がはたしてあるのかである。そこで当委員会はその後も、関係者から意見

を聴取し、この制度をめぐる各種審議会等及び有識者会議における調査審議の状況をも

踏まえつつ、地方自治体の組織のマネジメントを弾力化する観点から、引き続き検討し

てきた。 
 農業委員会は、自作農の創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合そ

の他農地に関する事務を執行する行政委員会であり、農地改革の成果を確保するために、

民主的な農業者代表組織として、長から独立した執行機関として市区町村に設置するこ

とを義務付けられてきたものである。 
 しかしながら、その運用の実態を見ると、委員会が行う農地の権利移動の許可等の処

理件数は減少傾向にある、地域によっては事務の大半を処理しているのは事務局で、委

員会の会議は形骸化しているとの指摘もなされている。 
 また、制度導入から半世紀以上を経過した今日、農業を取り巻く環境は激変している。

食料自給率は低下し、農業従業者の高齢化が進んでいる。また、農地の荒廃が進み、耕

作放棄地が拡大し、農地管理のあり方が根本から問われている。さらに、より簡素で効
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率的な地方自治体の組織のマネジメントを求める国民の声も高まっている。これらの点

に鑑みれば、市区町村が地域の実情に応じ農地の管理を含め、農業政策全般を総合的に

展開できるようにすべきである。このため、農業委員会のあり方についても全国画一的

に定めるのではなく市区町村の自由度を高めるべきである。例えば、地域の農業者の参

画の要請は、審議会等の活用や農業者との意見交換等の代替措置をもってしても十分に

対応可能である。 
 既に現行制度でも、一定の農地面積（北海道 800ha、都府県 200ha）を超える農地を

有する市区町村にはこれを必置、それ以下の農地しか有しない市区町村にはこれを置か

ないことができることとされているが、このような合理的な根拠のあやふやな一律の基

準によるのではなしに、むしろ、農業委員会を設置するのか、これを設置せずその所掌

事務を市区町村長が担うのかは、個々の市区町村が、地域の実情に応じて自主的に判断

し、任意に選択できるように改めるべきである。市区町村長が直接事務を扱う場合は、

農地の権利の移動を伴う事務を扱うことから情報公開を徹底して、透明性を高め、公正

な事務の執行に努めるべきである。 
 なお、引き続き農業委員会を存置する形態を選択する市区町村においても、同様に、

情報公開の徹底を図るべきである。また、この農業委員会の選挙委員の選挙区等の設定

を弾力化するとともに、これら選挙委員以外の長による任命委員の構成についても弾力

化し、地域の農業者以外の農政に関する専門家の参画枠を自由に決定できるように改め

るべきである。 
 
 
２ 地方自治体の財務会計における透明性の向上と自己責任の拡大 

 
 地方自治体の財務会計については、議会、住民等による民主的統制を保障するととも

に、適正な財務会計処理を確保する観点から、予算・決算、収入・支出、契約、現金及

び有価証券、時効、財産についての基本的なルール、並びに住民監査請求及び住民訴訟

等の制度が、地方自治法において詳細に定められているところである。 
 この地方財務会計制度の基本的な仕組みは、昭和 30 年代にその大枠が整備されて以

降今日にいたるまで変わっていない。 
 今日、地方自治体の財政状況は、きわめて厳しく、地方自治体は従来にもまして地域

住民の理解を得て財政運営を行うことを求められている。そのためには、みずからの財

政状況に関する情報を正確かつ簡明に地域住民に公開していくことが必要不可欠であ

る。 
 現行の予算・決算制度は、基本的に現金主義で組み立てられている。この現金主義の

原則は財政に対する民主的統制に資するという利点があると説明されてきた。しかし、

その反面、企業会計に比べると、ストック情報を含む財務状況の開示という点には限界

があるという難点がある。そこで、こうした問題意識から、多くの地方自治体において、

事業ごとの予算・決算書類の作成や発生主義の考え方を取り入れた財務４表の導入が進
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められてきているが、この動向を更に一層促進する必要がある。 
 予算については、経常経費と投資経費とが区分されていないなどの問題点を抱えてい

て、現行の予算・決算を含む財務会計制度については改善の余地があると言わざるを得

ない。 
 また昨今、一部の地方自治体において不適正な経理処理等が行われていたことが会計

検査で判明し、適正かつ公正な財務処理を確保することが改めて強く要請されてもいる。 
 以上の諸点を踏まえ、政府は、透明性の向上と自己責任の拡大を図る観点から、地方

自治体の財務会計制度の見直しに着手し、改革の方向性を国民に提示すべきである。な

おその際には、日々行われている地方自治体の財務会計実務に無用な混乱が生じないよ

うに十分に配慮する必要のあること、財政運営上密接な関係にある国と連動した制度体

系を維持する必要のあるもの等については国の財務会計制度と一体となった見直しが

必要であることは、改めて指摘するまでもないところであろう。 
なお、第 29 次地方制度調査会は、去る６月に、市町村合併を含めた基礎自治体のあ

り方、監査機能の充実・強化、並びに地方議会制度のあり方についての答申を行った。

この答申のなかの地方自治体の監査機能の充実・強化に関する部分は相対立する諸種の

見解を並列するにとどまっていて、一定の明確な改革方針が提示されているとは認め難

い。 

地方財務会計制度の見直しに関する当委員会の上記の勧告を受けて政府によって講

じられる措置をより実効あるものにするためには、政府は、第 29 次地方制度調査会の

答申の趣旨を踏まえながらも、地方自治体の監査機能のあり方について明確な改革方針

を打ち出すべきである。 
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第３章 国と地方の協議の場の法制化 

 
 「地方政府」の確立を目指す当委員会は、本勧告において、補完性の原則、近接性の

原則などの国と地方の役割分担の一般原則を徹底し、地方自治体の条例制定権を拡充し

て、法制的な観点からも地方自治体の自主性・自立性を強化するために、「義務付け・

枠付けの見直しと条例制定権の拡大」を勧告した。 
 
 この勧告が見直しの対象にしたのは、既存の法令に基づく義務付け・枠付けである。

地方自治体が管理執行する事務に関する国による法令・制度の制定改廃は今後とも絶え

間なく続くのであって、そのつど、地方自治体の自主性・自立性を阻害する新たな義務

付け・枠付けが創設されるおそれなしとしない。 
 
 国は、地方自治体が管理執行する事務に関する法令・制度を制定改廃する際には、地

方自治体の自主性・自立性を阻害することのないよう努めるため、事務を実際に担うこ

ととなる地方自治体の代表者から現場の実態と感覚とを聴取し、事務が円滑に管理執行

されるように万全を期する必要がある。 
 
このことを踏まえ、また国と地方の適切な役割分担の実現が強く求められていること

にも鑑み、この際、国と地方の双方の代表者が一堂に集まる機会をできるだけ速やかに

設け、「国と地方の協議の場の法制化」について率直に意見を交換し、双方の合意を目

指すべきである。 
 
 以下に示す当委員会の試案は、その際の一つの「たたき台」として、参考にしていた

だきたい。 
 
 

当委員会の試案 
 
１ 協議の場の名称は、国地方調整会議（仮称）とする。 
 
２ 協議事項の範囲は、国と地方の役割分担、地方自治制度及び地方税財政制度に関す

る重要事項、経済財政政策、社会保障・教育に関する制度及び社会資本の整備のうち、

地方行財政に大きな影響を及ぼしかねない重要事項、とする。 
 
３ 国地方調整会議（仮称）の構成は、国側を代表する常設の構成員は、内閣総理大臣、

内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、並びにその他内閣総理大臣が指名する関係大臣

とし、地方側を代表する常設の構成員は、地方六団体のそれぞれが指名する者とする。 
なお、国側及び地方側の双方ともに、そのときどきの会議の議題に応じて、当該会
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議にのみ列席する臨時の構成員を追加指名することができるものとする。 
 
４ 国地方調整会議（仮称）は、国側又は地方側からの申し出によって開催するものと

し、毎回の会議の議題及び会議に臨む代表団の構成は、双方の事前協議によって定め

るものとする。 
 
５ 国地方調整会議（仮称）における協議が有効に機能するためには、すでに地方自治

法第 263 条の３第５項に定められているところの、国から地方連合組織（地方六団体）

への事前の情報提供制度がこれまで以上に的確かつ厳格に運用されることが必要不

可欠の前提条件になることに、国は十分に留意するものとする。 
 
６ 協議が整った事項については、国側と地方側の双方ともに、その実現に向けて誠実

に努力するものとする。 
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おわりに 

 

 以上のように、当委員会は、本勧告において、「地方政府」の確立に向けて、「義務付

け・枠付けの見直し及び条例制定権の拡大」、「地方自治関係法制の見直し」及び「国と

地方の協議の場の法制化」について勧告を行った。 

当委員会としては、政府に対して、これまで当委員会が第１次勧告及び第２次勧告で

提言した事項とともに、本勧告で提言した事項を最大限に尊重し、これらを具体的な指

針として地方分権改革推進計画の策定に速やかに着手するよう強く要請する。 

 

 今後、当委員会としては、第４次勧告に向け、第１次勧告の「おわりに」で述べた基

本的な視点に立って、地方自治体が自らの責任で効率的な自治体経営を行うことができ

るよう、分権型社会にふさわしい税財政構造の構築について、引き続き調査審議を進め

ることとしている。 
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 ■ 地方分権改革推進委員会 
 
 

第９８回　地方分権改革推進委員会
 

平成２１年１１月９日（月）
１２：３０～１４：００
地方分権改革推進委員会会議室

 
〔議事次第〕

　１．第４次勧告に向けた審議
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　資料１ 第４次勧告（案） [PDF:343KB]　　　　　　　　　

　資料２ 第４次勧告（案）（概要） [PDF:154KB]　　　　　
 
 

〔配布資料〕

　配布資料１ 当委員会に対する各団体からの主な要望事項等 [PDF:112KB]
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はじめに 

 

地方分権改革推進委員会（以下「当委員会」という。）は、平成 19 年 11 月 16 日及び 20

年 5 月 28 日にそれぞれ公表した「中間的な取りまとめ」及び第１次勧告において、地方の

多様な価値観や地域の個性に根ざした豊かさを実現する、住民本位の分権型社会への抜本的

な転換を図り、地方自治体を「地方政府」と呼ぶにふさわしい存在にまで高めることを、地

方分権改革の究極の目標として掲げた。 

そして、これを実現するためには、分権型社会に整合的な地方税財政構造の構築が不可欠

であるとの認識を明らかにするとともに、「国と地方の財政関係」、「地域間財政力格差の是

正」、「財政規律」のそれぞれの観点から、地方税財源の充実確保や地方交付税及び国庫補助

負担金の制度改革、さらには地方債制度の見直し等の今後の検討における基本的な視点を示

したところである。 

当委員会は、これらの基本的な視点を踏まえつつ、本年１月の第71回以降 20回にわたっ

て、税財政の有識者や関係府省からのヒアリング及び地方税財政に関する各論点についての

包括的かつ詳細な意見交換を行ってきた。 

 

多様な個性と創造力とを発揮できる、活性化した地域社会の形成が可能になるような改革、

各地域が持つそれぞれの特性を生かした、持続的発展を可能にするための改革、それが地方

分権改革である。 

分権型社会にふさわしい「地方政府」を確立するためには、地方自治体の自由度を格段に

高めるとともに、成熟社会の「地方政府」に期待される広範な役割を十分に担うにたりる自

治財政権を確立するために、歳出自主権と歳入自主権を格段に強化することが不可欠である。 

このため、国と地方の役割分担の徹底した見直しを行うとともに、地方の担うべき事務と

責任とに見合った地方税財源の充実確保等を実現する観点に立ち、国税から地方税への税源

移譲、国庫補助負担金、地方交付税、それに地方債を一体的に検討し、分権型社会に整合的

な地方税財政制度を再構築しなければならない。 

先に述べた地方分権改革の究極目的に照らせば、地域間の財政力格差を是正し、どの地域

に暮らしていても豊かで活力のある自治を享受できるような仕組みを構築することが、とり

わけ重要である。 

 

新政権は、政府のすべての予算や事務・事業を見直し、税金の無駄遣いを徹底して排除す

るとともに、長く大きな視野に立った財政再建の道筋の検討に向け、税金の使い途と予算の

編成のあり方、財政のあり方を根本から見直し、硬直化した財政構造を転換する方針を打ち

出した。このことは、高く評価できる。 

だがしかし、中長期的な視点に立ち、国と地方を通じた巨額の累積債務残高と社会保障支

出の今後の増大とを見据え、次世代に向けた持続的発展を確保するためには、いずれ消費税

と地方消費税のあり方を中心に、国税と地方税を通じた税制全般の抜本的な改革の実施が不

可避ではないか、と当委員会は考える。 

 

この第４次勧告（以下「本勧告」という。）は、地方税財政における諸課題を当面の課題

と中長期の課題とに区分し、それぞれについてあるべき地方税財政制度の再構築に向けた諸

提言を取りまとめたものである。 

「Ⅰ 当面の課題」においては、当面の平成 22 年度予算の編成に向け、地方交付税の総

額の確保及び法定率の引上げ、直轄事業負担金制度の改革、地方自治体への事務・権限の移
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譲と必要な財源等の確保、国庫補助負担金の一括交付金化、自動車関係諸税の暫定税率の見

直し、国と地方の事実上の協議の開始について取り上げ、「Ⅱ 中長期の課題」においては、

地方税制改革、国庫補助負担金の整理、地方交付税、地方債、財政規律の確保について取り

上げて、当委員会としての考え方及び提言等を記述している。 
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Ⅰ 当面の課題 

 

我が国の財政状況は、平成 21 年度末において国と地方とを合わせた累積債務残高が少な

くとも816兆円にまで達すると見込まれるなど、既に主要先進国の中でも最悪の水準となっ

ている。また、平成 20 年９月のいわゆるリーマンショックを契機として、百年に一度と言

われる世界的な金融危機が発生し、我が国の経済に深刻な影響を及ぼすことになった。これ

に対処すべく我が国においても累次にわたる経済対策が採られ、大規模な財政出動が行われ

てきたところである。 

 このようないわば異常な状況、非常事態のなかで、歴史的な政権交代を果たした新政権に

対しては、まさに各般にわたる喫緊の諸課題への迅速にして的確な対応が要請されているの

であって、今後の予算編成等の政権運営の舵取りは極度に難しいものになると推察される。

したがって、当委員会としては、発足して間もない新政権に対してその政策選択の余地を狭

めることになるような勧告は、できるだけ自粛し自己抑制すべきものと考えている。 

 しかしながら、その一方で、このような厳しい状況のなかで国民の求める政策を円滑に実

施し、着実な効果を上げていくためには、その実施主体となる国と地方の関係が相互信頼に

基づく安定的なものであることが不可欠の要件でもある。そこで、新政権がその政権公約等

に掲げてきた当面の政策課題のうち、当委員会として特に重要と考える以下の諸事項につい

て、勧告を行うこととしたものである。 

 

１ 地方交付税の総額の確保及び法定率の引上げ 

平成20年秋の世界的な金融危機以降、厳しい地域経済環境が続くなか、来年度も地方税、

地方交付税原資の国税５税とも大幅な減収が予想されるが、地域間の財政力格差の拡大につ

ながらないよう、地方交付税の総額の確保に配慮すべきである。 

その際には、地方交付税法第６条の３第２項に規定する地方交付税の法定率の引上げも考

慮すべきである。 

これまで、毎年度引き続く巨額の地方財源不足に対し、抜本的な改革に踏み込むことなく、

一定のルールを設定して国と地方でそれぞれ財源不足額を負担することとし、臨時財政対策

債や特例加算等の暫定措置で対処してきている。しかし、地方の財源不足が 10 年以上の長

きにわたって続いており、もはや恒常化していることにかんがみれば、地方交付税法第６条

の３第２項の規定を踏まえ、このような異常な状態を少しでも緩和する一助として、この際、

法定率を引き上げ、地方自治体の税財源基盤の安定化を図るとともに、地方自治体から見た

予見可能性を高めることを検討すべきである。 

 

２ 直轄事業負担金制度の改革 

直轄事業負担金は、歳出面に係る制度ではあるものの、地方財政に与える影響が大きく、

また、分権型社会における国と地方の関係のあり方や当委員会の累次の勧告で示した国直轄

事業のあり方に密接に関係するので、主として地方自治体側から見た歳入面に関する地方税

財政制度に焦点を当てている本勧告で取り上げることにしたところである。 

 

当委員会では、都道府県知事などの地方関係者及び関係府省からヒアリングを実施し、当

委員会としての直轄事業負担金に関する基本的な考え方を本年４月に「国直轄事業負担金に

関する意見」（平成21年４月 24日）として取りまとめたところである。そこでは、 

① 国の直轄事業の範囲を国が責任を負うべき最小限のものに限定し、直轄事業そのものを

縮減することにより、負担金による地方の財政負担を縮小させるとともに、関係する国の
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出先機関の縮減・廃止を行うべき、 

② 関係府省において、負担金の経費内訳とその積算根拠の地方自治体への情報開示を徹底

するとともに、直轄事業の実施・変更に当たり、事業内容や事業費を含めて地方自治体と

事前に協議する仕組みを設けるなど、直ちに改善に向けた取組みを行うべき、 

③ 維持管理費に係る負担金は廃止する一方、整備費に係る負担金については、国の直轄事

業の範囲を国が責任を負うべき最小限のものに限定することを前提に、直轄事業における

地方の受益と負担の観点及び節度ある直轄事業の採択・実施の観点も考慮し検討を行い、

改革を進めるべき、またこうした見直しに当たっては、国と地方が対等の立場に立って定

期的に協議を行うべき、 

との基本的な考え方を示したところである。 

 

また、国が管理している道路・河川の移管については、当委員会の考えを第１次勧告及び

第２次勧告で示したが、それに伴う財源等の取扱いについては、「道路・河川の移管に伴う

財源等の取扱いに関する意見」（平成 20 年９月 16 日）において、国が管理する道路・河川

の地方への移管に伴い地方自治体に移る事務・権限に係る経費については、その全額を当該

地方自治体の財源として移譲することを原則とし、道路・河川の移管を受けた地方自治体に

必要な財源が確保されるよう、当面、今までの国直轄事業を国庫交付金事業として地方自治

体が執行することとし、国直轄事業と同じ国費率の「交付金」を創設する方向で検討すべき、

との考え方を示したところである。 

 

直轄事業制度の改革に向け、国の直轄事業の範囲の限定、関係する国の出先機関の縮減・

廃止、直轄事業負担金制度の廃止、道路・河川の移管に伴う国負担率並みの交付金の創設、

地方自治体と事前に協議する仕組みの創設などについて、直ちに工程表を作成し、速やかに

取り組むべきである。 

当面の平成 22 年度予算の編成に当たっても、維持管理費に係る地元負担金を廃止しその

全額を国負担に改める場合、維持管理水準や関係工事事務所の配置・規模・経費等の見直し

によって維持管理費の徹底的なコスト縮減を行い、その縮減分を建設事業費にまず充当する

こと等により所要の事業費の確保を図るべきである。あわせて、建設事業費における業務取

扱費の比率や使途を精査し、国庫補助事業との均衡を図るとともに、事業との関係が不明確

な経費については対象から除外する等の措置を講ずるべきである。 

 

３ 地方自治体への事務・権限の移譲と必要な財源等の確保 

第１次勧告では、上記の道路・河川の移管を含む種々の事務・権限の国から地方自治体へ

の移譲等のほか、64本の法律に定められている359件の事務・権限の都道府県から基礎自治

体への移譲を勧告した。また、第２次勧告では、８府省 15 系統の国の出先機関について、

116 件の事務・権限の見直しを行い、道路・河川の移管を含む国から都道府県等への移譲等

を勧告した。 

 新政権がこれらの事務・権限の移譲に係る勧告事項を実施に移す場合には、これらの事

務・権限の執行に要する経費については、その全額を当該地方自治体に移譲することを原則

として、税財源の移譲を確実にする適切な措置を講ずるべきである。 

 

４ 国庫補助負担金の一括交付金化に関しての留意点 

新政権においては、地方の自主性を強化し自由度を拡大する観点に立って、国庫補助負担

金（社会保障や義務教育関係を除く。）を廃止し、基本的に地方が自由に使える「一括交付
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金」を創設する検討が行われている。その対象は当面は公共事業関係を中心としたものにな

るものと考えられるが、地方から見ても自由度がより高まることが期待され、地方分権改革

の観点からは、これまでの公共事業関係の国庫補助負担金よりは望ましいものといえる。 

この「一括交付金」の制度設計に当たっては、地方の意見を踏まえつつ、地方が必要とす

る事業の執行に支障が生じないよう必要な総額を確保するとともに、その交付基準について

も十分な検討が必要である。交付基準は、基本的に客観指標によるべきであるが、その策定

に際しては、地域間の格差是正の観点から財政力、社会資本整備の状況等を考慮するととも

に、継続事業の執行に支障が生じないように慎重な配慮が求められる。また、「一括交付金」

は財政力の弱い市町村の投資的事業の貴重な財源として事実上一定の財政調整機能を果た

すことも念頭におくべきである。 

なお、社会保障など義務的な性格のものについては、その必要額を確実に確保すべきであ

る。 

 

義務付け・枠付けの見直しについては、先の第３次勧告で当委員会の考え方を示したとこ

ろである。当委員会が勧告した義務付け・枠付けの見直しは、行政サービスの提供そのもの

の廃止ではなく、事業実施の手法等に関する縛りを見直す趣旨のものになっているので、そ

れ自体としては、関連する国庫補助負担金の見直しに直結するものではない。 

しかしながら、第３次勧告においても言及しておいたところであるが、義務付け・枠付け

の見直しが地方自治体の自主性を強化し自由度を高めるためのものであるという改革の趣

旨に則し、国庫補助負担金制度についても同趣旨の所要の見直しを早急に検討すべきである。 

特に、第３次勧告において法令上の基準の見直しを求めた施設・公物の設置管理に関連す

る国庫補助負担金については、早急にその交付基準を見直すべきであり、中長期の課題とし

てはこれを廃止し、一般財源である地方税や地方交付税による財源措置に替えていくべきで

ある。 

 

５ 自動車関係諸税の暫定税率の見直しに際しての留意点 

暫定税率の廃止を含む自動車関係諸税の見直しに当たっては、地球温暖化対策に係る国際

的な取組みのなかでの我が国の役割・責任、近い将来に想定される環境税の導入と環境問題

に係る地方自治体の役割、国・地方ともに生ずる貴重な税収入の減少への対応、特に地方税

源の確保方策などについて、十分に考慮する必要がある。 

 

６ 国と地方の事実上の協議の早急な開始 

以上に述べた事項を始め、平成 22 年度予算に限ってみても、子ども手当の創設、高等学

校等就学支援金の創設等、地方自治体の行財政運営に大きな影響を与える可能性のある、制

度の創設や抜本的な見直しが数多く予定されている。その際には、地方分権推進の考え方に

沿って地方自治体の自主性・自立性が十分に確保されるように万全な配慮を要請しておきた

い。 

その点からしても、先に提出した第３次勧告において勧告したように、できるだけ速やか

に、協議の場の法制化を待つことなく、国と地方の事実上の協議を開始し、地方自治体の代

表者から現場の実態と感覚とを聴取のうえ、その意見を反映するように努めていただきたい。 
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Ⅱ 中長期の課題 

 

 当委員会が新政権に対して当面の対応を求める勧告事項は上記Ⅰに記したとおりである

が、続いてここでは、現在のいわば非常事態、異常な社会的・経済的状況を脱し、ある程度

社会的・経済的に安定した将来の適切な時節をとらえてその実行を期待する中長期の課題に

ついて、以下のとおり勧告する。 
 新政権においては、そのような時節の到来に備え、今から調査審議を始め、論議を深め、

準備を整えておかれることを強く期待する。 
 
１ 地方税制改革 

（１）地方税の充実と望ましい地方税体系の構築 

自らの歳出は自らの財源で賄い、受益と負担の明確化を図ることが自治の原点となる。

地方の自己決定・自己責任の体制を支える自治財政権を確立するためには、地方自治体自

らが課税権を持つ地方税を充実することが、最も重要である。 
また、地方税を充実する場合には、その税目は応益性を有し、薄く広く負担を分かち合

う性質のものであること、さらには、税源の地域的な偏在性が少なく、税収が安定した性

質のものであることが望ましい。 
今後は、このような方向性を明確に掲げて、地方税改革を進めていくべきである。 
いくつか留意点を述べる。 
第一に、地方税を充実することによって、地方財源に占める地方税の割合が高まり、

地方自治体が自らの責任で効率的な自治体経営を行うための基盤が形成される。そのた

めには、国と地方の歳出比率が４：６であるのに対し、税源配分が６：４であることや、

国と地方が対等・協力の関係にあることを考慮し、国と地方の税源配分を５：５とする

ことを今後の改革の当初目標とすることが適当である。 
第二に、地方税の体系を、税源の偏在性が少なく、税収安定的な構造になるようにす

ることは、地域の財政力格差を是正するうえでも重要な課題である。様々な税目につい

て検討が必要となるが、地方消費税の充実を中心とすべきである。 
第三に、地方消費税を中心として地方税の充実を図るに当たっては、地方自治体自ら

が、その趣旨や必要性について住民に対して十分に説明し、理解を求める努力をすべき

である。 
第四に、以上を指向する地方税制改革は、国税・地方税を通じた税体系全体について

抜本的な見直しが行われる機会に実現されることが望ましいが、それまでの間、毎年度

行われる税制改正に当たっても、改正の内容が上記の方向性に沿ったものとなるように

検討が行われるべきである。 
 
（２）課税自主権の拡充 

 地方自治体の創意工夫による課税自主権の拡充は、地方財政の充実に加え、地域の多様

化に合わせた自治体経営の自律的展開の観点からも重要な課題である。 
 近年、法定外税に係る国の関与の縮減、制限税率の撤廃などの制度改正が行われ、地方

自治体においても法定外税や超過課税を実施するところが増えてきている。 
 これらによる財政収入の増加には一定の限界もあるが、上記の意義に照らして、地方自

治体においては課税自主権の積極的な活用に努めるべきである。 
 国においても、地方自治体が課税自主権を一層発揮しやすくなるよう、制度及び運用の

両面において更なる見直しを進めるべきである。 
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２ 国庫補助負担金の整理 

国庫補助負担金は、地方自治体の自主的な行財政運営を阻害しがちであり、財政資金の非

効率な使用を招きやすい。 
このため、国庫補助負担金に関し、基本的には、既に目的を達成し、あるいは社会経済情

勢の変化に伴って存在意義の薄れた事務事業に対するものについては即刻廃止すべきであ

り、また、事務事業の内容等を勘案し、地方自治体の事務として同化・定着・定型化してい

るものや人件費補助に係るものについては、原則としてこれを廃止し、一般財源である地方

税や地方交付税による財源措置に替えていくべきものと考える。 
これまでの国庫補助負担金を廃止し、基本的に地方が自由に使える「一括交付金」として

いくことは、分権の観点からはより望ましい方向であるが、以上のような基本的な考え方に

立ち、更なる国庫補助負担金の整理を進めるべきである。 
 
なお、国庫補助負担金の整理に当たっては、三位一体改革のときのように削減額の数字合

わせに結び付きやすい金額ベースの目標を設定するだけでなく、国の縛りを減らし、地方の

自主性の発揮につながる件数ベースの目標をも合わせて設定して取り組むように改めるべ

きである。  
 

３ 地方交付税 

地方交付税は、すべての地方自治体が一定の行政水準を維持し得るよう財源を保障する財

源保障機能と、地方自治体間の財源の不均衡を調整する財政調整機能と、二つの機能を有し

ている。 
現在は、「国と地方の税源配分」の比率と「国と地方の最終支出」の比率の差を、国から

の財政移転（地方交付税及び国庫補助負担金）で穴埋めしているが、抜本的税制改革におい

て地方税の充実が図られた場合には、この財政移転が果たす役割はおのずと縮小し、その総

額の比重はその限りで縮小するものと考えられる。 
しかしながら、地方税の充実が図られると、その充実を極力偏在性が少ない税目で行った

場合であっても、自治体間の財政力格差は拡大の方向に向かわざるを得ないので、どの地域

に暮らしていても勇気と希望がもたらされる豊かで活力のある自治の実現に向け、地域間の

財政力格差を是正する必要があることを考えれば、地方交付税の機能はより一層重要になら

ざるを得ないと考えられる。 
 
（１）財政調整機能の充実の重要性 

現行の地方交付税制度は、国税として徴収した税収の一部をまず一定の法定率に従って

国と地方とに配分する垂直的財政調整方式に立っている。地方六団体はこの現行地方交付

税制度に一部修正を加え、地方交付税として地方に配分される法定率分を「交付税及び譲

与税配付金特別会計」に直入することによって、地方交付税がもともと地方の財源である

ことをこれまで以上に明確にしようとする「地方共有税」構想を提言している。当委員会

は、この「地方共有税」構想について議論した結果、最終的な結論は得られなかったもの

の、これは真剣な検討に値する構想ではないかとする意見が大勢を占めた。 
これに対して、かつての地方分権改革推進会議は、同じく財政調整の強化の観点から、

地方税として徴収した税収を地方自治体間で調整する、新たな水平的財政調整方式の導入

について検討し、その一つの具体案として「地方共同税」構想を提言した。そこで、当委

員会はこの「地方共同税」構想についても議論を行ったが、この構想には、財源を拠出す

ることとなる財政力の強い地方自治体にあっては、自らの行財政運営に必要な財源として
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住民に課税し徴収した地方税収入の一部が結果的に他の地方自治体の行財政運営に充てら

れてしまうことになるという点において、受益と負担とが乖離してしまい、その住民の納

得を得ることは難しく、地方自治体の徴税意欲も損なわれるのではないか、また、これを

導入してみても、47 にも及ぶ都道府県と 1770 有余の市区町村が現存する地方自治制度の

もとで、財政力の強い少数の地方自治体と財政力の弱い多数の地方自治体との間で双方が

納得する財政調整の合理的なルールについて合意を形成することは不可能に近いのではな

いか、とする意見が大勢を占めた。 
地域間の財政力格差の是正を図り、どの地域に暮らしていても豊かで活力のある自治を

享受できるような仕組みを構築する観点からも、現在の地方交付税制度が有している財政

調整機能は重要であり、むしろその強化が図られるべきである。したがって、当委員会と

しては、地方六団体が提唱している「地方共有税」構想を土台にして、地方交付税制度の

改革論議を深めていくことを、政府に求めたい。なお、その際、国の主要税目の状況に関

して国民から見た一覧性を確保する工夫や、「交付税及び譲与税配付金特別会計」の収支内

容について国民に分かりやすく説明するという点にも配慮すべきである。 
 
（２）財源保障機能の再検討 

財源保障機能については、地方財政が計画的運営を維持するために必要な財源を国全体

として保障するマクロの財源保障機能と、個々の地方自治体が法令等に基づく事業を始め

として一定水準の行政の計画的運営を行えるように保障するミクロの財源保障機能とがあ

る。  
地方交付税によるマクロの財源保障の役割は、地方税の充実に伴っておのずと縮小し、

その総額の比重はその限りで縮小するものと考えられる。 
なお、投資単独事業の決算額が地方財政計画額を下回っているのに対し、経常経費の決

算額は逆に地方財政計画額を上回っていた、いわゆる地方財政計画額と決算額の乖離の問

題については、既にこれを是正する取組みが進められてきているが、乖離はいまなお解消

されていないので、政府は今後とも引き続き、地方財政計画額と決算額との乖離を縮小し

ていくよう、地方財政計画の策定に適切に取り組むべきである。 
 
（３）地方自治体にとっての予見可能性・説明責任の向上 

 普通交付税については、算定の簡素化と交付税額の予見可能性を高めるために新型交付

税が導入され、現在、基準財政需要額の約１割程度がこの新型交付税によって算定されて

いる。 
しかしながら、普通交付税全体としては依然として複雑で分かりにくく、総額及び地方

自治体への配分額について予見が困難であるとの指摘や、公表されている算定基準が毎年

度変わることが分かりにくい原因であるとの指摘もあるので、透明性を更に高めるととも

に、地方自治体による予見可能性や国民への説明責任の向上を図るべきである。 
そこで、新型交付税については、可能な限りその比重を高める努力をすべきである。 
また、先に提言した地方交付税の法定率の引上げも、地方自治体による予見可能性を高

める効果を持つ。毎年度引き続く巨額の地方財源不足に対し、一定のルールを設定して国

と地方とでそれぞれ財源不足額を負担することとし、臨時財政対策債や特例加算等の暫定

措置で対処する方策は、地方自治体にとって予見が難しい。地方の財源不足が10年以上の

長きにわたり続き、もはや恒常化していることにかんがみれば、地方交付税法第６条の３

第２項の規定を踏まえ、法定率を引き上げ、財源不足額を恒常的に解消して中期的に総額

を安定させることによって、地方自治体から見た予見可能性を高めるべきである。それは
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また地方自治体の税財源基盤の安定化につながり、今後の地方分権改革の推進という大き

な方向性にも適合する措置である。 
さらに、先の第３次勧告のなかでその法制化を求めた「国と地方の協議の場」において、

地方財政計画の策定とそれに伴う地方交付税の総額などについて、地方自治体の代表者と

率直に意見を交換する慣行を早急に確立すべきである。 
  
 特別交付税については、本来の目的である災害や危機管理等不測の事態に備える意味で

はそれなりの意義がある。しかし、必ずしも特別性がない財政需要に充てられている部分

も多いとの指摘、また、算定要領等の基準はあってもその算定対象の性格などから不透明

さが残るとの指摘もあるので、説明責任の向上の観点から、その見直しを検討すべきであ

る。 
 
４ 地方債 

起債自主権は、歳入自主権の大きな柱の一つであり、課税自主権とともに歳入面で「地方

政府」の自治財政権を支える重要な要素である。受益と負担の明確化を図り、地方の自己決

定・自己責任を財政面においても確立するという観点に立てば、課税自主権とともに起債自

主権の確立が重要である。 
 
地方債の発行は、既に第 1 次地方分権改革の一環として、許可制から協議制へと移行した

ところであるが、市場からの信用を損なうことのないよう十分配慮しつつ、地方自治体の起

債自主権の一層の確立に向けて、地方債の発行に係る国の関与を見直していくべきである。 
その際、地方自治体が自らの権限と責任によって、より一層市場を強く意識した起債を拡

大していくためには、財政力や資金調達能力の弱い小規模自治体であっても市場から円滑に

安定的な資金を調達することを可能にする仕組みが重要であるので、地方共同の資金調達機

関である地方公共団体金融機構の仕組みを貸付規模や財務基盤を含め一層充実していくべ

きである。また、地方自治体が全国単位又は地域単位で連携し共同で債券を発行する仕組み

についても、更なる活用が図られるべきである。 
 
一定の地方債については、地方交付税の算定において、事業費補正によりその元利償還費

の一定割合が基準財政需要額に算入されることとされている。それゆえに、該当する事業に

関しては自らの地域でその元利償還費の一部について地方税による自己負担をせずに実施

することが可能になっている。このような地方債の元利償還に対する地方交付税措置がある

が故に、借り手意識に甘さが出るなど地方自治体の財政規律に悪い影響を与えているとの指

摘がある。 
この事業費補正については、これまでの地方分権改革の流れのなかで、地方単独事業のい

わゆるハコものに対するものを廃止するなど大幅に縮減されてきているが、いまなお現存す

るものについても、可能な限り縮減する方向で検討すべきである。 
ただし、この検討に当たっては、地方債の種別、例えば臨時財政対策債等に対するもの、

公共事業の地方負担に対するもの、あるいは国の経済対策に伴うものなど、その性格に応じ

て慎重に精査すべきである。また、財政力が弱い地方自治体における事業の執行等を困難に

しないかという点にも慎重に配慮すべきである。 
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５ 財政規律の確保 

現在、地方自治体は国の信用を背景とした地方債による資金調達が可能となっているが、

今後、地方分権改革が進むなかで、地方自治体が起債に関し自主性をより一層発揮していく

ためには、地方自治体自らの信用を形成し高めていく必要がある。そのためには、自治財政

権を有する自立した「地方政府」として、自らの権限と責任において透明性の高い、規律を

持った財政運営を行うことが不可欠である。 
 
このような意味での財政規律の確保を図るため、地方自治体は、「地方公共団体の財政の

健全化に関する法律」に定められた新たな財政指標と外部評価等の仕組み、第三セクターに

係る損失補償について財政規律の確保を図るための仕組みなどを踏まえ、自らの財政運営の

透明性と説明責任と情報開示の徹底を果たす必要がある。 
また、第３次勧告において提言したとおり、政府は、地方自治体における事業ごとの予算・

決算書類の作成や発生主義の考え方を取り入れた財務４表の導入などの取組みを更に一層

促進するとともに、経常経費と投資経費とが区分されていない現行の予算・決算を含む財務

会計制度についての改善など、透明性の向上と自己責任の拡大を図る観点から、地方自治体

の財務会計制度の見直しに着手し、改革の方向性を国民に提示すべきである。 
 
受益と負担の関係の明確化などによってコスト意識を徹底し、地方自治体自らが経営のス

リム化・効率化を進め、主権者・納税者である国民・住民の立場に立った地方自治体へと成

長していくことが、財政規律を高め、ひいては地方分権改革に対する国民・住民の支持を高

める効果に結び付く。それゆえに、地方議会の果たすべき役割は大きく、その財政に対する

チェック機能を充実するとともに、監査委員の機能の充実、外部監査機能の積極的な活用を

図ることが肝要である。 
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おわりに 

 

 本勧告は、当委員会が政府に対して行う最終勧告である。当委員会の今後の役割は、これ

までの４次にわたる勧告に対応する政府の取組状況を監視し、必要があれば政府に対して意

見を述べる役割へと移行することになる。 
当委員会は、一貫して「地方政府」の確立を目指してきた。21世紀の日本が新たな時代を

拓くためには、「地方が主役の国づくり」を進めなければならない。そのためには、自治立

法権、自治行政権、自治財政権を有した「完全自治体」を創出することこそが、決定的に重

要であるという信念を持って議論を積み重ね、委員会として勧告を行った。 
 したがって、最後に、政府においては、当委員会が提出した第１次勧告から本勧告に至る

計４回の勧告で提言した勧告事項を最大限に尊重し、これらを具体的な指針として速やかに

地方分権改革推進計画の策定に取り組み、今後に予定される地方分権改革の全体的な工程表

を明らかにされることを強く要請する。 
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意 見 

 

地方分権改革推進委員会委員 井伊雅子 

 

これまで委員会で主張してきたが、勧告にその趣旨が盛り込まれなかった事項について、勧告の補足意見として提

出する。本意見を勧告本体に添付していただきたい。 
 
１．地方税財源の充実確保のための３つの基本原則の確認 

 将来、国と地方の税源配分を５：５とすることを検討する際には、総額としての地方財源のあり方について、

次の基本３原則を確認すべきである。 
①将来世代に負担を残さないよう、改革によって借金を増やしてはならない。 
②地方分権改革の結果として国から地方に仕事を移す際には、その財源を国から地方に移譲する。 
③現在地方が行う仕事に対する財源の総額を増やすことを目的として、現在の国の財源の総額を減らして、

これを充てることはできない。 
 

２．法定率引き上げへの反対意見 
 厳しい経済環境によって大幅な国と地方の税収減が予想される状況への臨時的対応策の手段に、中長期的な

政府の意思決定に関わる法定率の引き上げを割り当てるのは適切ではない。 
 赤字国債の発行額が市場に影響を与えかねない最近の状況において、国の財源減少を意味する法定率の引き

上げを勧告することは、市場に不測の影響を与えかねない。 
 国庫補助負担金について現在以上の削減が難しい中で、税源移譲によって地方財政の総額を増加させる一方、

交付税の法定率引上げ等によって地方交付税の拡充、強化も志向することは、地方財政の大幅な拡大を意味

する。両者を両立させるためには、大増税が必要となるが、そうしたスタンスを委員会が提示していること

になる。 
 法定率を引き上げても、経済変動による交付税原資の税収は大きく変動するので、交付税総額は安定化しな

い。逆に、法定率が高くなるほど変動の幅が大きくなるという問題がある。 
 

３．税源配分「５：５」への懸念 
 現状、国と地方の税源配分は「６：４」となっており、その内訳は、国税４：交付税２：地方税４である。

税源移譲「５：５」を志向するということは、地方税を増加させる一方で国からの財政移転である地方交付

税が縮小することであり、その結果国税４：交付税１：地方税５になる。第１次勧告ではそういう理解であ

った。しかしながら、今回の第４次勧告に向けた議論では、国税３：交付税２：地方税５とも受け取れる主

張がなされた。地方の税源を増やしながら国からの財政移転は縮小せず、それをバランスさせるために国の

財源を減らすような、国の財政の持続可能性を考慮しない考え方は適当ではない。国の財政収支が悪化する

と国債金利が上昇し、地方債金利も必ずや上昇することとなり、地方財政を逆に悪化させて、地方分権改革

の妨げとなる。 
 地方交付税がもともと地方の財源であることを明確にする「地方共有税」を志向する一方で、形式的な税源

配分「５：５」を志向することは、矛盾するのではないか。「地方共有税」分は地方の税源にカウントする

べきであり、そうすれば税源配分は「４：６」となり既に「５：５」を達成していることになる。 
 

４．地方共有税の特別会計直入への反対意見 

地方交付税の法定率分を「地方共有税」として特別会計に直入すれば、国税の１／３ が一般会計に計上さ

れなくなり、税金の使い道が見えなくなる。これは、国民へのディスクロージャーの観点から問題であり、

特別会計改革の大きな方向性に反するものである。 
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第99回地方分権改革推進委員会議事次第・配布資料

第99回地方分権改革推進委員会議事次第

平成22年3月19日 
時間：13:30～14:30 

場所：地方分権改革推進委員会会議室

〔議事次第〕

1.  地域主権改革の取組状況について 

2.  委員会声明案について 

〔会議資料〕

資料1　地域主権改革の取組み状況[PDF:1,363KB]

【分割ダウンロード】 

(1/6)[PDF:552KB]　(2/6)[PDF:595KB]　(3/6)[PDF:553KB] 

(4/6)[PDF:416KB]　(5/6)[PDF:498KB]　(6/6)[PDF:572KB] 

資料2　委員会声明〔審議後確定版〕[PDF:83KB] 
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11 地方分権改革推進本部
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人材調整準備本部の設置について 

 

平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ ６ 日 

地方分権改革推進本部長決定 

 

１ 「地方分権改革推進本部の設置について」（平成１９年５月２９日閣議決定）

第６項の規定に基づき、「出先機関改革に係る工程表」（平成２１年３月２４

日地方分権改革推進本部決定）に沿って事務・権限の見直しに伴う人員の移

管等の仕組みを検討するため、地方分権改革推進本部に人材調整準備本部（以

下「準備本部」という。）を置く。 

 

２ 準備本部の構成員は、次のとおりとする。 

本部長 内閣府特命担当大臣（地方分権改革） 

本部員 内閣官房副長官（政務及び事務） 

    内閣府副大臣 

    総務副大臣 

    厚生労働副大臣 

    農林水産副大臣 

    経済産業副大臣 

    国土交通副大臣 

    環境副大臣 

   全国知事会の推薦する者、全国市長会の推薦する者及び全国町村会

の推薦する者であって、地方分権改革推進本部長から準備本部にお

ける審議に参画することを委嘱された者 

（注）内閣府副大臣及び複数置かれる各省副大臣については、それぞれ内

閣総理大臣及び各省大臣の指定する者とする。 

 

３ 準備本部に幹事会を置き、構成員は、別紙のとおりとする。 

 

４ 準備本部及び幹事会は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求める

ことができる。 

 

５ 準備本部の庶務は、内閣府の助け及び関係行政機関の協力を得て、内閣官

房において処理する。 

 

６ 前各項に掲げるもののほか、準備本部の運営に関する事項その他必要な事

項は、準備本部の本部長が定める。 
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（別紙） 

幹事会 

 

議 長    内閣官房副長官補 

副議長    内閣府地方分権改革推進室長 

構成員    内閣府大臣官房長 

総務省人事・恩給局長 

総務省行政管理局長  

総務省自治行政局長 

厚生労働省大臣官房長 

農林水産省大臣官房長 

経済産業省大臣官房長 

国土交通省大臣官房長 

環境省大臣官房長 

全国知事会の推薦する者、全国市長会の推薦する者及び全国

町村会の推薦する者であって、地方分権改革推進本部長から

幹事会における審議に参画することを委嘱された者 

オブザーバー 人事院事務総局総括審議官 
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　トップ ＞ 会議等一覧 ＞ 地方分権改革推進本部 ＞ 人材調整準備本部 開催状況

 
人材調整準備本部　（第１回）　議事次第

 
平成２１年６月３日（水） 

１７時３０分～ 
於：官邸３階南会議室　 

 
１．開会・挨拶 

２．議事 

　　・人材調整準備本部の運営について 
　　・人材調整の主な課題について 
　　・検討の進め方について 

４．閉会 

 
　【配付資料一覧】[PDF] 
 

資料 １ 人材調整準備本部構成員名簿
資料 ２ 人材調整準備本部の公開等について（案）
資料 ３ 人材調整準備本部の役割等
資料 ４ 人材調整の主な課題例
資料 ５ 人材調整関係のスケジュール（概略）
　
参考 １ 出先機関改革に係る工程表（平成２１年３月２４日地方分権改革推進本部決

定）
参考 ２ 地方分権改革推進委員会の「第２次勧告」についての麻生内閣総理大臣発言要

旨（平成２０年１２月９日閣僚懇談会）
参考 ３ 人材調整準備本部の設置について（平成２１年４月１６日地方分権改革推進本

部長決定）
参考 ４ 国家公務員と地方公務員の比較表
参考 ５ 国の行政機関の定員の推移
　
埼玉県提出資料１～３
京都府提出資料
新見市提出資料
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本部長 鳩　 山　　   夫 内閣府特命担当大臣（地方分権改革）

本部員 松　 本　　　 　 純 内閣官房副長官（政務）

浅　 野　　勝　 人 内閣官房副長官（政務）

漆　 間　　　 　 巌 内閣官房副長官（事務）

宮　 澤　　洋　 一 内閣府副大臣

倉　 田　　雅　 年 総務副大臣

渡   辺　　孝　 男 厚生労働副大臣

石　 田　　祝　 稔 農林水産副大臣

　 川　　貴　 盛 経済産業副大臣

金　 子　　恭　 之　 国土交通副大臣

吉　 野　　正　 芳 環境副大臣

上　 田　　清　 司 埼玉県知事

山　 田　　啓　 二 京都府知事

矢　 田　　立　 郎 兵庫県神戸市長

石　 垣　　正　 夫 岡山県新見市長

寺　 島　　光一郎 北海道乙部町長

人材調整準備本部構成員名簿

（注）本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。

資料１
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人材の移管等は
丁寧に進める必要
がある旨の総理発
言（参考２）

人材調整準備本部の役割等

出先機関改革に係る工程表（参考１）

事務・権限の見直し

出先機関の１１６事務・権限の見直し

・地方自治体への移譲
等

人員の移管等

地方自治体の協力を得つつ、移管等の

仕組みについて人材調整準備本部で検討

国家公務員と地方公務員
の差異（参考４）

人
材
調
整
準
備
本
部
の
設
置
（
参
考
３
）

組織の改革 人員の移管等の検討が必要

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
第
２
次
勧
告

※人員の移管等に際しては、国と地方を通じた事務の集約化等による効率化・スリム化を前提

資料３
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人材調整の主な課題例

１ 基本的枠組み

・ 人員の移管等に係る枠組みをどう考えるか。
・ 国家公務員から地方公務員へはどのような形で移管等を行うか。 等

２ 給与の扱い

・ 移管される者に対する給与はどのように取り扱うか。
・ 地方公共団体へ移管する人員の人件費はどのように見込み、どのように
措置するか。 等

３ 退職手当の扱い

・ 移管される者に対する退職手当はどのように取り扱うか。
・ 地方公共団体へ移管する人員の退職手当はどのように見込み、どのように
措置するか。 等

事務・権限の見直しに伴う人員の移管等の仕組みを検討するに当たっては、次のよ
うな課題があるのではないか。

資料４
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人材調整の主な課題例

４ 共済の扱い

・ 移管される者に対する共済の適用はどのように取り扱うか。
・ 共済組合の積立金等はどのように移管するか。 等

５ 技術水準・全国統一性確保のための措置等

・ 全国的な技術水準の維持等のため、人材調整の観点から措置すべきことは
あるか。 等

６ 円滑な移管のための体制

・ 人員の移管等を具体的に進める体制はどのようなものであるべきか。
・ 地域ごとの連絡体制も必要ではないか。 等
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人材調整関係のスケジュール（概略）

実態把握

共通的な仕組みに係る意見交換

個別事業対応

事務・権限所管省庁からのヒアリング

（事務局等）

改革大綱に盛り込む内容に係る意見交換

（実務検討会）

個別事業について必要に応じた対応

（事務局、関係省庁等）

人材調整準備本部会合

人材調整準備本部第１回会合

改革大綱へ

本
部
・
幹
事
会

資料５

実
務
検
討
会

必要に応じて開催
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 トップ > 会議等一覧 > 地方分権改革推進本部 > 開催状況

地方分権改革推進本部（第７回） 
議事次第

平成２１年６月１２日（金）
８：４５～８：５５
於：院内大臣室

1.  開会 

2.  議事 
 
地方分権改革の推進について 

3.  閉会 

○ 配布資料
資料１ 義務付け・枠付けの見直しに係る第３次勧告に向けた中間報告（平成21年６月５

日地方分権改革推進委員会）
資料２ 地方分権改革推進本部のこれまでの主な動き
資料３ 地方分権改革推進本部の設置について（平成19年５月29日閣議決定）

1743

http://www.kantei.go.jp/
http://www.kantei.go.jp/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tihoubunken/index.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tihoubunken/kaisai.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tihoubunken/dai7/siryou1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tihoubunken/dai7/siryou1.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tihoubunken/dai7/siryou2.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tihoubunken/dai7/siryou3.pdf


地方分権改革推進本部のこれまでの主な動き 
 

Ｈ１９．４．１ ○地方分権改革推進委員会発足（設置期限 平成 21 年度末まで） 

Ｈ１９．５．３０ ○「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方 

- 地方が主役の国づくり -」 

Ｈ１９．６．１１ 第１回地方分権改革推進本部 

Ｈ１９．６．１９ 「経済財政改革の基本方針 ２００７」閣議決定 

Ｈ１９．１１．１６ ○「中間的な取りまとめ」 

Ｈ１９．１１．３０ 第２回地方分権改革推進本部 
  

Ｈ２０．４．１５ 第３回地方分権改革推進本部 

Ｈ２０．５．２８ ○「第１次勧告～生活者の視点に立つ「地方政府」の確立～」 

Ｈ２０．６．２０ 
第４回地方分権改革推進本部 

⇒ 「地方分権改革推進要綱（第１次）」を決定（別添１参照） 

Ｈ２０．６．２７ 「経済財政改革の基本方針 ２００８」閣議決定 

Ｈ２０．８．１ ○「国の出先機関の見直しに関する中間報告」 

Ｈ２０．８．５ 第５回地方分権改革推進本部 

Ｈ２０．９．１６ ○「道路・河川の移管に伴う財源等の取扱いに関する意見」 

Ｈ２０．１２．８ ○「第２次勧告 

～「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大～」 

Ｈ２１．３．２４ 
第６回地方分権改革推進本部 

⇒ 「出先機関改革に係る工程表」を決定（別添１参照） 

Ｈ２１．４．２４ ○「国直轄事業負担金に関する意見」（別添２参照） 

Ｈ２１．６．５ ○「義務付け・枠付けの見直しに係る第３次勧告に向けた中間報告」

Ｈ２１．６．１２ 第７回地方分権改革推進本部 

 

（注）○は、地方分権改革推進委員会の主な動きを示す。 
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（別添１） 

地方分権改革推進要綱（第１次）（抄） 

 

平成２０年６月２０日 

地方分権改革推進本部決定 

 

 

 

 

 「活力ある地方」を創出するためには、地方分権改革を推進し、地方が自ら考え、

実行できる体制を整備することが重要である。また、地方分権改革を推進することが

将来の道州制の道筋をつけることになる。 

政府は、地方分権改革推進法（平成 18 年法律第 111 号）に定める基本方針に即しつ

つ、地方分権改革推進委員会の第１次勧告（平成 20 年（2008 年）５月 28 日）を最大

限に尊重し、下記の方針に沿って、地方分権改革の推進に強力に取り組む。具体的に

は、下記の第２により、速やかに所要の施策を実施するほか、「新分権一括法案」（仮

称）を平成 21 年度中できるだけ速やかに国会に提出することとし、地方分権改革推進

計画（以下「計画」という。）を策定するための所要の作業に着手してこれを着実に進

める。地方公共団体に対しては、このために必要な協力を求めるものとする。 

 

 

出先機関改革に係る工程表（抄） 

 

平成２１年３月２４日 

地方分権改革推進本部決定 

 

 

 

 

４ 出先機関改革に関する地方分権改革推進計画（改革大綱）の策定 

ア 政府は、この工程表に沿って具体的な検討を進め、改革大綱を策定する。改革

大綱は、平成 21 年中を目途に策定するものとする。 

イ （略） 

 

５ 改革大綱策定後の取組み 

ア （略） 

イ 事務・権限の見直しや地方公共団体への移譲等及び新たな出先機関の体制への

移行は、この工程表の策定後おおむね３年程度の移行準備期間を設けて実行に移

すこととし、平成 24 年度から実施することを基本とする。その間においても、可

能なものは、速やかに実施する。 

  このため、所要の法律の制定・改正については、必要に応じ一括して行うこと

とし、改革大綱の策定後、速やかに法制化の検討を進める。 
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（別添２） 

国直轄事業負担金に関する意見 

 

平成 21 年４月 24 日 

地方分権改革推進委員会 

 

 

 国直轄事業負担金（以下「負担金」という。）については、当委員会として「中

間的な取りまとめ」（平成 19 年 11 月 16 日）等で廃止・縮減等の抜本的見直しが必

要との認識を示し、本年３月以降３回にわたり、都道府県知事など地方関係者と関

係府省からのヒアリングを精力的に実施してきた。この間、国及び地方の財政が厳

しさを増すなか、負担金のあり方をめぐる議論が地方側からも提示された。また、

４月８日には、全国知事会と国土交通省等関係府省との間の意見交換会も開始され

ている。さらに、今般の追加経済対策において、地域活性化に効果の高い公共事業

が盛り込まれるとともに、地方負担を軽減するための時限措置が検討されている。 

 こうした経緯を踏まえ、当委員会としての負担金に関する基本的な考え方を、以

下のとおり緊急に取りまとめることとした。６月の地方議会の前にも、地方に対し

て負担金に係る詳細な情報提供を行えるよう、関係府省において直ちに改善に向け

た取組みを行うことを要請する。当委員会としては、今後、負担金をめぐる国及び

地方の取組状況を注視していくとともに、この意見を踏まえ今後の勧告に向け、分

権型社会にふさわしい税財政構造の制度的構築について審議を進める。 

 

（直轄事業の縮減） 

 住民に身近な行政は地方にゆだねるという国と地方の役割分担の基本に沿って、

道路・河川等の直轄事業の地方自治体への移管を、当委員会として既に勧告してい

るところである。国の直轄事業の範囲を国が責任を負うべき最小限のものに限定し、

直轄事業そのものを縮減することが、地方分権改革の本旨であり、負担金による地

方の財政負担を縮小させることになると考える。あわせて直轄事業の縮減に伴い、

関係する国の出先機関の縮減・廃止を行うべきである。 

 関係府省及び地方自治体の双方が、直轄事業の地方自治体への移管について、委

員会の勧告に沿って積極的に検討を進め、早急に具体的な結論を得ることを強く要

請する。 

 

（透明性の確保・充実） 

 今般の負担金をめぐる議論については、国から地方自治体に対する情報提供が極

めて不十分であったことが、地方関係者の不信感につながった面は否めない。地域

住民に対する説明責任を負う地方自治体に対し、国が負担金の支出を求めるにあた

り、透明性の高い情報提供を行うのは当然のことである。当委員会においても「第

２次勧告」（平成 20 年 12 月８日）で国の出先機関が行う直轄事業の実施について、

国民や地域住民の目から見て事業実施の適正性や透明性を確保する仕組みを拡充す

べきとの認識を示したところである。 

1 
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2 

以上の点を踏まえ、関係府省において、 

① 負担金の経費内訳とその積算根拠の地方自治体への情報開示を徹底すること、 

② 直轄事業の実施・変更にあたり、事業内容や事業費を含めて地方自治体と事前に

協議する仕組みを設けること、 

等の具体的措置を含め、直ちに改善に向けた取組みを行うよう要請する。 

 

（負担金のあり方の見直し） 

 維持管理費に係る負担金については、廃止すべきである。維持管理費用は、維持

管理に責任を負う者が負担することが原則でなければならない。 

整備費に係る負担金については、国の直轄事業の範囲を国が責任を負うべき最小

限のものにまず限定することを前提に、直轄事業における地方の受益と負担の観点

及び節度ある直轄事業の採択・実施の観点も考慮し検討を行い、改革を進めるべき

である。 

 負担金の見直しにあたっては、その対象範囲を含め、引き続き、全国知事会等と

国土交通省等関係府省との意見交換など、国と地方が対等の立場に立って真摯に定

期的に協議を行うべきである。 

 

 あわせて、都道府県が市町村に求める同種の負担金についても、情報提供や負担

のあり方をめぐって同じ問題がある。「第１次勧告」（平成 20 年５月 28 日）等で

示した「基礎自治体優先の原則」にも留意しつつ、本意見の趣旨に沿って、都道府

県と市町村の間において、緊密な協議が行われることを通じ、適切に対応されるこ

とを求めたい。 
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12 地域活性化統合本部会合
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トップ>会議等一覧>地域活性化統合本部会合>開催状況

地域活性化統合本部会合（第６回）の開催について

■ 平成21年4月21日、地域活性化統合本部会合(第６回)資料一覧

［PDF版］

資料１－１ 人材力が引っ張る地方の元気回復プラン

資料１－２ 人材力が引っ張る地方の元気回復プラン概要

資料２－１ 「都市と暮らしの発展プラン」に基づく平成２１年度の都市対策

資料２－２ 「都市と暮らしの発展プラン」に基づく平成２１年度の都市対策概要

資料３－１ 都市再生基本方針等の一部変更について（案）

資料３－２ 都市再生基本方針等の一部変更について（案）新旧対象表

資料３－３ 都市再生基本方針等の一部変更について（案）概要

資料３参考資料 地域活性化・地域再生に資する施策一覧
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第29次地方制度調査会第25回専門小委員会
日時
平成21年4月14日（火）15：00～17：00

場所
三田共用会議所　第4特別会議室（4階）

議事要旨
1　開会  
2　議題  
　　基礎的自治体のあり方についての総括的議論  
3　閉会

配付資料

資料1市町村合併を含めた基礎自治体のあり方に係る論点（項目） 
 

資料2市町村合併を含めた基礎自治体のあり方に係る論点  
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第29次地方制度調査会第26回専門小委員会
日時
平成21年4月24日（金）15：00～17：00

場所
全国都市会館　第2会議室（3階）

議事要旨
1開会  
2議題  
　　基礎自治体のあり方に関する総括的議論  
3閉会

配付資料

資料1市町村合併を含めた基礎自治体のあり方に係る論点（項目） 
 

資料2市町村合併を含めた基礎自治体のあり方に係る論点  
資料3地方議会について（追加提出資料）  
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第29次地方制度調査会第27回専門小委員
会
日時
平成21年5月15日（金）15：30～17：30

場所
全国都市会館　第1会議室（3階）

議事要旨
1開　会  
2議　題  
　　答申素案について  
3閉　会

配付資料

資料1 答申素案  
資料1－1「監査委員の選任方法と構成」について  
資料1－2「議会の実地検査権等の監視機能」について 

 
資料2 監査委員の選任方法と構成について  
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第29次地方制度調査会第28回専門小委員
会
日時
平成21年5月26日（火）10：00～12：00

場所
東京グリーンパレス　ばらの間（地下1階）

議事要旨
1　開　会  
2　議　題  
　　　答申案について  
3　閉　会

配付資料

資料　「今後の地方行政体制のあり方に関する答申（案）」
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第29次地方制度調査会第4回総会
日時
平成21年6月16日(火)10時～12時

場所
グランドアーク半蔵門「華の間」

議事次第
1　開　会  
2　議　題  
　今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申(案）について  
3　閉　会

配付資料

今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申（案）  
※第29次地方制度調査会委員名簿（平成21年6月12日現在）
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前 文 

 平成７年に制定された地方分権推進法に基づき進められた改革

は、平成１２年４月の地方分権一括法の施行として結実し、我が

国の地方自治制度の姿を一新するための取組が行われた。残され

た諸課題に対応するため、平成１８年１２月に地方分権改革推進

法が制定され、現在、新たな改革が進められている。 

 この間、市町村合併も急速に進展し、市町村の規模・能力の拡

充が図られてきた。その一方で、地域ごとの合併の進捗状況には

差異が見られ、また、合併した市町村における課題も指摘されて

いる。 

 基礎自治体である市町村は、住民に最も身近な地方公共団体と

して、さらにその自立性を高めていくことが期待される。これま

で進められてきた市町村合併の評価・検証も踏まえ、基礎自治体

である市町村の行財政基盤の充実強化を図っていく必要がある。 

 本格的な地方分権時代を迎え、地方公共団体は自らの責任と判

断でその任務を遂行し、住民の負託に応えていかなければならな

い。しかしながら、近年、一部の地方公共団体で不適正な財務処

理等が指摘されるなど、地方公共団体におけるチェック機能のあ

り方が問われている。住民自治の根幹をなす地方議会の役割や地

方公共団体における監査機能は、一層その重要性を増している。 

当調査会としては、このような基本的な認識に立ち、市町村合

併を含めた基礎自治体のあり方、監査機能の充実・強化等の最近

の社会経済情勢の変化に対応した地方行財政制度のあり方につい
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て検討を行ってきたところである。その結果、「市町村合併を含め

た基礎自治体のあり方」、「監査機能の充実・強化」及び「議会制

度のあり方」について、以下の結論を得たのでここに答申する。 

 

第１ 市町村合併を含めた基礎自治体のあり方 

 

１ 市町村合併をはじめとした基礎自治体についての現状認識 

(1) 市町村合併の背景と進捗状況 

   人口減少・少子高齢化の進行等の社会状況の変化に対応し

て、地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政

基盤を確立することが強く求められ、平成１１年以来、全国

的に市町村合併が積極的に推進されてきた。 

その結果、市町村数は３，２３２(平成１１年３月３１日現

在)が１，７６０（平成２２年３月２３日見込み）となり、全

体として見た場合には、市町村合併は相当程度進捗したものと

考えられる。 

(2) 市町村合併の評価・検証 

   市町村合併の本来の効果が発現するためには、市町村建設

計画等で一般的に定められている１０年程度の期間が必要で

あると考えられるが、多くの合併市町村において、合併後３

年から４年の段階で、既に次のような成果が現れている。 

① 経営中枢部門の強化や保健福祉等の専門職員の配置など、

地方分権の受け皿としての行政体制が整備されつつある。 
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② 人口減少・少子高齢社会への備えとして、強化された行

財政基盤を活かし、地域の将来を左右する少子化対策・高

齢化対策などの取組が行われている。 

③ 広域化が進む行政需要への対応や地域資源を戦略的に活

用した広域的な地域活性化の新たな取組が生まれつつある。  

④ 適切な職員配置により住民サービスの水準の確保を図り

つつ職員総数を削減するなど、効率的な行政運営の取組が

行われている。 

一方で、合併により市町村の規模が大きくなることによっ

て、住民の声が届きにくくなっているのではないか、周辺部が

取り残されるのではないか、地域の伝統・文化の継承・発展が

危うくなるのではないか等の懸念が現実化している地域もある。 

こうした課題に対応するため、合併市町村においては、地

域の実情を踏まえつつ、地域自治組織の活用や支所等の設置な

どにより、新しいまちづくりの中で、住民の利便性の確保、コ

ミュニティ振興及び地域の伝統・文化の振興に向けた取組を継

続的に進めている過程にある。 

(3) 基礎自治体に関する残された課題 

   以上のように、全体的に見た場合には市町村合併は相当程

度進捗したものの、市町村合併の進捗状況には地域ごとに大

きな差異が見られ、なお、次のような課題が残されている。 

① 小規模市町村における行財政基盤の強化 

    小規模市町村は依然として多く、例えば人口１万未満の
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市町村は４７１団体（平成２２年３月２３日見込み）存在

し、特に市町村合併の進捗率が低い都道府県に数多く所在

しており、多様な取組により小規模市町村の行財政基盤を

強化することが課題となっている。 

② 将来的に合併の必要性を認識している市町村の存在 

    合併が行われなかった市町村の中には、将来的な合併の

必要性を認識しながら、様々な理由や背景によって合併を

実現できなかった市町村も多い。また、合併市町村につい

ても、当初とは異なる枠組みで合併が行われたものもあり、

飛び地が生じた地域も見られる。 

  ③ 大都市圏の市町村が抱える課題 

大都市圏においては、市町村合併の進捗率が低く、面積

が小さな市町村が数多く存在しており、行政サービスの受益

と負担が一致しておらず、公共施設の円滑な利活用や一体性

のある広域的なまちづくりの観点から、合併や広域連携など

を含めて、行政運営の単位のあり方が問われている。 

  

２ これからの基礎自治体のあり方 

(1) 今後の基礎自治体像 

第２７次地方制度調査会答申においては、「今後の基礎自治

体は、住民に最も身近な総合的な行政主体として、これまで以

上に自立性の高い行政主体となることが必要であり、これにふ

さわしい十分な権限と財政基盤を有し、高度化する行政事務に
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的確に対処できる専門的な職種を含む職員集団を有するものと

する必要がある」とされている。 

   近年、市町村への権限移譲が進展し、また、法令により市

町村に新たな事務が位置付けられるなど、市町村の役割が一

層重要なものとなっていることを踏まえれば、上記の答申で

示された基礎自治体の姿は、今後も妥当するものと考えられ

る。 

   平成１１年以来推進されてきた市町村合併により、多くの

合併市町村において行財政基盤が強化されており、我が国の

市町村は、全体として見た場合には、このような基礎自治体

の姿に近づいたものと考えられる。 

一方で、それぞれの市町村について個別に見た場合には、

市町村合併の進捗状況によって人口規模に大きな差が生じるな

ど、市町村の状況は多様なものとなっており、基礎自治体に求

められる十分な組織や職員の配置などの事務処理体制や財政基

盤を有していない市町村も見られるところである。 

  (2) 今後における市町村合併の支援のあり方 

   昭和４０年に制定された旧合併特例法は、平成１１年に財

政支援措置が強化されるなどの改正が行われ、市町村合併の

推進に大きく舵が切られた。その後、第２７次地方制度調査

会の答申を踏まえて制定された現行合併特例法においては都

道府県の役割が強化される等の措置が講じられ、市町村合併

が推進されてきた。 
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   これまでの市町村合併の進捗状況やその評価・検証につい

ては、先に述べたとおりである。今後の人口減少・少子高齢

化の進行や厳しい財政状況を踏まえ、基礎自治体としての重

要な役割や市町村が抱える課題に対応するためには、今後と

も、市町村の行財政基盤を強化していく必要がある。 

しかしながら、平成１１年以来、強化された財政支援措置

等により全国的に行ってきた合併推進運動も１０年が経過し、

これまでの経緯や市町村を取り巻く現下の状況を踏まえれば、

従来と同様の手法を続けていくことには限界があると考えられ

る。 

したがって、平成１１年以来の全国的な合併推進運動につ

いては、現行合併特例法の期限である平成２２年３月末までで

一区切りとすることが適当であると考えられる。 

その上で、平成２２年４月以降は、自主的に合併を選択す

る市町村に対して必要な支援措置を講ずることが適当である。 

   なお、旧合併特例法及び現行合併特例法の下で合併を実現

した合併市町村については、その一体的な振興や周辺地域へ

の対応を適切に行えるよう、国及び都道府県は、引き続き、

これらの合併市町村に対する積極的な支援を行っていくべき

である。 

(3) 事務処理方策に関する基本的な考え方 

現在、市町村が置かれている状況や課題は多様であり、今

後   の市町村における事務処理のあり方を考えるに当たっ
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ては、このような市町村の多様性を前提にして、それぞれの市

町村が自らの置かれた現状や今後の動向を踏まえた上で、その

課題に適切に対処できるようにする必要がある。 

このため、市町村合併による行財政基盤の強化のほか、共

同処理方式による周辺市町村間での広域連携や都道府県による

補完などの多様な選択肢を用意した上で、それぞれの市町村が

これらの中から最も適した仕組みを自ら選択できるようにすべ

きである。 

なお、これらの地方自治制度上の仕組みに加え、中心市と

周辺市町村が締結する協定に基づく市町村間の新たな連携の取

組としての定住自立圏構想をはじめとする地域活性化施策を積

極的に活用することで、それぞれの市町村が基礎自治体として

の役割を適切に果たすことが求められる。 

 

３ 今後の対応方策 

(1) 市町村合併に関する方策 

市町村合併は、行財政基盤の強化の手法の一つとして、今

後もなお有効であると考えられ、現行合併特例法期限後におい

ても、自らの判断により合併を進めようとする市町村を対象と

した合併に係る特例法が必要である。 

この法律においては、具体的には、合併の障害を除去する

ための措置や住民の意見を反映させるための措置（合併特例区、

合併に係る地域自治区等）等を定めることが適当である。 
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(2) 広域連携の積極的な活用を促すための方策 

市町村間又は市町村と都道府県との間で広域に連携するこ

とにより、事務をより適切かつ効率的に処理するため、従来か

ら、地方自治法においては、一部事務組合及び広域連合、協議

会、機関等の共同設置並びに事務の委託など、多様な事務の共

同処理の仕組みが設けられている。このような事務の共同処理

の仕組みが一層活用されるよう、地方公共団体のニーズを踏ま

えた制度の見直しを行う必要がある。 

   すなわち、事務の委託については、基本的には事務権限が

委託団体から受託団体に移動する仕組みとなっているため、

事務を委託しようとする団体が制度の活用に躊躇するとの指

摘もある。このため、委託団体が事務処理の状況を把握し、

受託団体に対して意見を提出しやすくなるよう、制度改正を

含めた検討を行うことが適当である。 

また、機関等の共同設置については、現行の機関及び職員

の共同設置に加え、効率的な行政運営や小規模市町村の事務の

補完を可能とするため、内部組織、事務局及び行政機関につい

ても共同設置が進められるよう、制度改正を含めた検討を行う

ことが適当である。 

(3) 小規模市町村における事務執行の確保のための方策 

小規模市町村においても、人口減少・少子高齢化の進行、

人口の流出等による家族や地域の相互扶助機能の衰退が見られ

る中で、住民が期待する行政の役割は大きくなっている。 
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市町村に求められる行政サービスを提供するためには、一

定の行財政基盤を有している必要があるが、小規模市町村にお

いては、組織や職員の配置などの事務処理体制や財政基盤が必

ずしも十分ではなく、特に福祉・保健分野などにおける専門性

の高い事務を担う専門職員を配置した事務処理体制の整備が課

題となっているとの指摘もある。 

将来にわたってこのような小規模市町村の事務処理体制を

整備していくためには、市町村合併による行財政基盤の強化、

また、周辺市町村との様々な形態の活用による広域連携の方法

に加え、なお、これらによっては必要な行政サービスを安定的

に提供することが困難と考えられる小規模市町村があればその

選択により、法令上義務付けられた事務の一部を都道府県が代

わって処理することも考えられる。 

しかしながら、こうした方策については、様々な論点や是

非についての考え方があり、また、地域の実情も多様であるこ

と等から、関係者と十分な意見調整を図りつつ、多角的に検討

がなされる必要がある。 

(4) 大都市圏の課題への対応 

大都市圏においては、今後、地方圏に比べて急速な高齢化

が進行し、また、昭和３０年代から４０年代にかけての人口急

増期に集中的に整備した公共施設が一斉に更新時期を迎えるた

め、これらに伴う財政負担の急増が見込まれている。 

また、大都市圏においては、先に述べたとおり、面積が小
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さな市町村が数多く存在しており、行政サービスの受益と負担

が一致しておらず、行政運営の単位のあり方が課題となってい

る。 

大都市圏の市町村は、他の地域に比して人口密度が高く市

街地も連たんしており、市町村合併や広域連携による高い効率

化効果が期待でき、広域連携の推進に加え、自らの判断による

合併の可能性も視野に入れて将来の都市像を描いていくことも

考えられる。 

大都市圏の市町村は一般的に人口が多く、合併によりさら

に人口規模が拡大する場合には、住民自治の充実を図る観点か

らも、旧市町村単位でのまとまりを維持することができる仕組

みについて幅広く検討を行うことが適当である。 

(5) 「小さな自治」への対応 

住民自治の強化や住民と行政との協働の推進などを目的と

して、第２７次地方制度調査会の答申を踏まえ、地方自治法上

の制度としての地域自治区や合併に際して設置される地域自治

区等が制度化されたところである。 

住民自治や住民と行政との協働については、それぞれの地

域の自主的かつ多様な取組を基本として展開が図られるべきも

のであり、今後、地方自治法に基づく地域自治区については、

地域の実情に応じて住民自治等を推進する仕組みとして、一層

の活用が図られることが期待される。 

現在、地方自治法に基づく地域自治区は、市町村の全域に
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わたって設置するものとされているが、地域自治区制度の一層

の活用を促す観点からは、市町村の判断により当該市町村の一

部の区域を単位として地域自治区を設置することもできるよう

にすることについて検討すべきである。 

また、地域自治区については、地域協議会の構成員につい

て公選の手続による選任を認めるべきではないか、地域協議会

に一定の決定権を付与してはどうか、地域協議会の構成員の要

件を通勤・通学者や当該区域で一定の活動を行っている者にま

で拡大すべきではないかなどの意見があった。 

これらの点については、長の附属機関である地域協議会の

構成員と公選された長との関係や公選された議員により構成さ

れる市町村の議会との関係をどう考えるか、さらには、地域自

治区や地域協議会そのものについてどの程度の代表性と権限を

持つものとするかなどの観点から、慎重に検討すべきである。 

さらに、地域においては、コミュニティ組織、ＮＰＯ等の

様々な団体による活動が活発に展開されており、地域における

住民サービスを担うのは行政のみではないということが重要な

視点であり、地域コミュニティの活性化が図られることが期待

される。 

そのための方策としては多様なものが考えられるが、近年

特に、地域のコミュニティ組織における経済活動がコミュニテ

ィの活性化の重要な要素となってきているとの指摘を踏まえ、

その実態等を勘案し、さらに必要な検討を行っていくべきであ
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る。 

 

第２ 監査機能の充実・強化 

 

 地方行政に対する住民の信頼を確保し、透明性のあるものと

していくためには、地方公共団体自らのチェック機能を高めてい

くことが重要であり、地方分権が推進されていく中、地方公共団

体における監査機能の果たす役割はさらに増している。 

一方、自律的な地域経営や財政状況の健全化が求められてい

る中で、一部の地方公共団体において、不適正な財務処理が行わ

れる等の問題が生じており、現行の監査委員制度や外部監査制度

が十分に機能していないのではないかという指摘も見られる。 

このような状況を踏まえ、地方公共団体における監査機能の

一層の充実・強化を図るため、監査委員制度及び外部監査制度に

ついて、以下のような方向で見直しを行うことが必要と考えられ

る。 

 

１ 監査委員制度の充実・強化  

監査委員制度については、これまでも独立性の強化や専門

性の確保を図る観点から、識見を有する監査委員のうち当該地

方公共団体の常勤職員であったいわゆるＯＢ委員の就任制限や、

条例により識見委員の定数を増加することができるものとする

などの改正が行われてきた。 
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地方公共団体の自主性・自律性が拡大する中で、住民の信

頼の下に地方行政の適正な運営を確保していくためには、さら

なる監査委員制度の充実・強化が必要となるものであり、監査

委員の独立性の強化や監査の透明性の確保等について、さらに

必要な改善を図るべきである。 

(1) 監査委員の選任方法と構成 

監査委員の独立性を強化し、適正な監査を確保する観点

から、監査委員の選任方法や構成について、以下のような検

討を行った。 

   現行制度においては、監査委員の選任方法は、長が議会

の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、

事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する

者及び議員のうちから選任することとされており、また、

監査委員の構成は、当該地方公共団体の常勤職員であった

者は１人以内、議員のうちから選任される者は２人以内と

されている。 

   この点について、監査を受ける立場である長が監査委員

を選任しているため、監査委員の独立性が十分に確保され

ていないのではないかといった指摘がある。 

また、議員のうちから選任されるいわゆる議選委員につ

いては、短期で交代する例が多いことや、当該地方公共団体

の内部にある者であり、その監査が形式的になりがちではな

いかとの指摘がある。 
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このため、監査委員の選任方法を議会の選挙によること

に改め、長からの監査委員の独立性を確保することが適当で

あるとの意見があった。さらに、議会の選挙の際の候補者の

選考方法についても、地方公共団体の判断で公募ができるよ

うにするなど選択の余地を設けるようにすべきとの意見があ

った。 

また、その際には、長とともに議会も監査委員の監査の

対象となっており、監査委員は、長からだけでなく議会から

も独立した存在とする必要があることから、議選委員を廃止

し、議会は当該地方公共団体の行政全般にわたって幅広い見

地から執行機関をチェックするという本来の機能を果たして

いくべきとの意見が多く見られた。 

    これに対し、特に議選委員の廃止について、適任者を選

任するという観点から議員を含めて監査委員としての適性

を判断したうえで選任すべきという意見や、執行機関を監

視するという議会の役割にかんがみると議選委員は維持さ

れるべきとの意見、また、監査委員の選任を議会の選挙と

することについては、慎重に検討すべきとの意見もあり、

賛否両論があったところである。 

さらに、議選委員を廃止しないのであれば、監査委員の

構成について、現在、都道府県及び政令で定める市における

議選委員は２人以内とされているが、これを１人以内とすべ

きという意見や、公選による監査委員の選出を可能とすべき
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との意見があったところである。 

現行制度の下においても、議選委員が２人以内とされて

いる団体において議選委員を１人とすることや、条例により

識見を有する委員を増やすなどの取組が行われているところ

であり、制度の範囲内においても、専門性を強化する観点か

ら地域の実情に応じた取組が行われることが期待される。 

    また、公選により監査委員を選出することについては、

監査委員に対する住民の意識が醸成される必要があるので

はないか、監査委員として専門的な能力を有する人材の立

候補が期待できるのかどうかなどの課題もある。     

 このようなことから、監査委員の選任方法や構成につい

ては、各地方公共団体における今後の行政運営や監査機能の

強化のための自主的な取組の状況を踏まえつつ、監査委員を

公選により選出することも含めて引き続き検討を行う必要が

ある。 

(2) 監査能力の向上と実施体制の強化 

 地方分権の進展等に伴い、地方公共団体の処理すべき事

務は今後さらに高度化・多様化するものと考えられる。また、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、地

方公共団体の財政状況に関する一定の指標の整備及び公表が

義務付けられることとなり、この指標の議会報告及び公表に

際しては、監査委員の審査に付すこととされている。これら

を踏まえ、監査委員及び監査委員事務局の一層の能力向上が
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求められている。 

監査能力の向上を図るためには、監査委員の専門性を高

めるという見地から、弁護士、公認会計士又は税理士の資格

を有する者、会計検査や監査の実務に精通している者等の積

極的な登用を促進していく必要がある。その際には、行政改

革の観点にも配慮しつつ、条例により識見委員の定数を増加

させることも考えられる。 

監査委員事務局については、現行制度上、都道府県にお

いては設置が義務付けられており、市町村においては条例の

定めるところにより置くことができることとされている。 

監査体制の強化を図る上で、監査委員事務局は重要な要

素であり、監査委員事務局を単独で設置することのほか共同

設置することも有効であると考えられる。しかしながら、現

行制度上は、共同設置を可能とする規定がなく、事務局職員

を共同設置することにより対応することとなる。今後、監査

委員事務局の共同設置の促進を図るためには、事務局の共同

設置を可能とする制度改正が検討されるべきである。 

なお、市町村に対し監査委員事務局の設置を義務付ける

ことについては、地方公共団体の自主組織権に関する新たな

制約となることから、地方分権改革推進委員会の議論におい

て地方公共団体に対する義務付けの見直しが進められている

ことにも配慮し、慎重に考えるべきである。 

また、監査委員事務局の職員の大部分を、長部局からの
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出向による職員が占めることにより、監査委員事務局の長部

局からの独立性の確保が不十分となるのではないか、監査事

務に精通した職員の育成が困難となるのではないかといった

指摘がある。 

この点については、監査委員事務局と他の執行機関との

人事異動を制限するべきではないかといった意見もあったが、

逆に優秀な人材の確保が困難となるのではないか、特に小規

模団体において人事の硬直化が進むのではないかといった懸

念も拭いえない。 

現行制度上、代表監査委員は事務局職員の任免権を有し

ていることから、専門性を有する優秀な人材を確保するため、

代表監査委員が外部登用を含め任命権を実質的に行使してい

くことが重要である。 

さらに、監査委員や事務局職員の資質の向上の観点から、

専門性を高めるための研修を充実していくことが必要である。 

(3) 監査の実効性・透明性の確保 

 監査結果の報告及びこれに添えて提出できる意見につい

ての決定は、監査の慎重な実施を期するとともに監査の社会

的信頼を確保するという趣旨から、監査委員の合議によるこ

ととされている。 

現行の合議による制度においては、監査結果の報告等の

決定に当たっては全監査委員の意見が一致することが必要と

されているため、全監査委員の意見が一致しないときには、
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監査結果の報告等が行われないこととなる。 

監査の実効性を高めるためには、監査結果の報告及びこ

れに添えて提出できる意見の決定については多数決によるこ

とができるものとし、少数意見を付記して公表することとす

ることが適当である。このことによって、個々の監査委員の

視点も明確となり、監査の透明性の確保にも資するものと考

えられる。 

また、長等は、監査結果に基づき、又は監査結果を参考

として措置を講じたときは、その措置状況を監査委員へ通知

し、これを監査委員が公表することとなっているが、措置を

講じない場合においては、その旨を通知することとはされて

いない。 

監査の実効性を高めるため、監査結果の報告等に対し何

ら措置を講じなかった場合においても、その旨を監査委員へ

理由を添えて通知することとすることが適当である。このこ

とは、長等が、監査結果に対し説明責任を果たすことにもつ

ながるものである。 

 

２ 外部監査制度のあり方 

 外部監査制度は、第２５次地方制度調査会の答申に基づき、

平成９年の地方自治法の一部改正により創設されたものである。

この制度は、従来の監査委員制度に加えて、地方公共団体に属

さない一定の資格等を有する専門家が地方公共団体との契約に
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基づき監査を行うことによって監査の独立性・専門性を強化す

ることを目的としている。 

制度の創設後１０年が経過し、様々な実績が積み重ねられ

てきたところであるが、一方で、市町村において導入が進んで

いないという実態もあり、外部監査の充実・導入促進の観点か

ら、必要な改善を図るべきである。 

(1) 包括外部監査の監査方法 

 包括外部監査は、監査の独立性・専門性を強化する観点

から、監査対象の選定を包括外部監査人のイニシアティブに

委ねることとされているが、これに加え、包括外部監査人の

専門性にかんがみ、決算の財務書類の監査を必ず包括外部監

査人が監査する事項としてはどうかとの指摘がある。 

株式会社の会計監査人は、貸借対照表、損益計算書等の

財務諸表を監査することとされているが、地方公共団体にお

いても、特に決算の財務書類の監査について専門性が要求さ

れるところである。したがって、決算の財務書類を包括外部

監査人の必要監査事項として義務付けることにより、監査の

実効性を高めるということが考えられる。 

この点については、これらの監査を包括外部監査人が行

うとした場合には、業務が膨大となることに伴う費用の増加

や包括外部監査人となり得る資格者が限定されること等の課

題があることから、引き続き検討を行う必要がある。 

(2) 外部監査の導入促進 
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① 包括外部監査 

 包括外部監査については、都道府県、指定都市及び中

核市に義務付けられ、その他の市町村においては、条例に

より導入することができることとされている。包括外部監

査を導入した地方公共団体においては、毎会計年度、包括

外部監査契約を締結しなければならないものとされ、契約

の期間内に少なくとも 1 回以上包括外部監査人による監査

を受けなければならないものとされている。 

現在、包括外部監査は、義務付け対象団体以外の団体

では導入が進んでおらず、義務付け対象団体の範囲を拡大

するべきではないかとの指摘がある。 

一方、包括外部監査については、毎会計年度、必ず外

部監査を受けなければならないため、財政面等で過大な負

担が生じているとの意見が出されているところであり、こ

のことが、包括外部監査の導入の支障となっているのでは

ないかとの指摘もある。 

包括外部監査の導入を促進する観点から、毎会計年度

外部監査を受ける方式に加え、条例により複数年度に１回

包括外部監査を受ける方式を導入することが適当である。 

指定都市及び中核市以外の市町村への包括外部監査の

義務付けの拡大については、今回の監査制度及び包括外部

監査制度の見直しによる監査機能の充実・強化の状況や、

人材の確保や財政負担等の課題も勘案し、引き続き検討を
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行うべきである。 

② 個別外部監査 

 個別外部監査については、各地方公共団体の条例によ

り任意に導入することができるとされているが、包括外部

監査と同様に導入が進んでおらず、監査機能の充実の観点

からは、幅広く活用されていくことが求められる。 

個別外部監査には、事務監査請求、議会の請求、長の

要求及び住民監査請求に基づく４種類のものがあるが、現

行では、いずれも条例を定めなければ行うことができない

こととされているため、住民が個別外部監査を請求しよう

とする場合、条例が制定されていなければ請求することが

できない。 

住民による監視機能の充実や個別外部監査の導入を促

進する見地からは、いずれの個別外部監査においても導入

の前提として必要とされている条例の制定を不要とするこ

とが適当である。 

③ 小規模団体における外部監査の導入促進 

 小規模団体における外部監査の導入については、コス

トや人材の確保の課題が指摘されているが、地方公共団体

の共同の外部監査組織の設置や外部監査人の有資格者に関

する情報提供など外部監査人となる人材の確保を支援する

方策について、今後引き続き検討していく必要がある。 

④ 外部監査の実効性の確保 
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 外部監査の実効性を確保するためには、地方公共団体

の事務の改善につながる有効な外部監査が実施されること

が重要であり、外部監査人に対して外部監査の具体的事例

の紹介により情報提供を図るなどの方策が必要である。 

 

 

第３ 議会制度のあり方 

 

  議会は、多様な民意を反映しつつ、団体意思の決定を行う機

能と、執行機関の監視を行う機能を担っているが、十分にその

役割を果たしていないのではないかなどの指摘がなお見られる

ところである。 

 地方分権の進展等に伴い、地方公共団体の処理する事務は今

後さらに増大するとともに、事務の処理に当たっても、条例に

より自主的に定めることのできる範囲が拡大するなど、地方公

共団体の責任領域が拡大するものと考えられ、議会機能のさら

なる充実・強化が求められている。 

近年、それぞれの議会において、議会の活動理念とともに、

審議の活性化や住民参加等を規定した議会基本条例を制定するな

ど、従来の運用の見直しに向けた動きが見られるところであり、

引き続きこのような自主的な取組が進められることが期待される。 

分権型社会における議会の役割が十分に発揮されるようにす

るためには、自己改革の取組に加え、以下のような方向での見直
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しを行うことが適当である。 

 

１ 議会の団体意思決定機能や監視機能の向上策 

住民自治に根差した地方行政を実現するとともに、その適

正な運営を確保するため、以下のような所要の見直しを行うべ

きである。 

(1) 議決事件 

① 契約の締結及び財産の取得又は処分に係る議決 

 契約の締結及び財産の取得又は処分については、本来、

執行機関限りで処理するという考え方もあるが、現行制度

においては、地方公共団体の財政運営に与える影響等にか

んがみ、政令で定める基準に従い条例で定めるものについ

ては、議会の議決を要するものとされている。 

議会の監視機能を充実・強化するためには、議決事件

の対象について条例で定めることができる範囲を現行より

も合理的な範囲内で拡大すべきである。 

② 議決事件の追加 

 議会の議決事件については、地方自治法第９６条第１

項において議決しなければならないとされているもののほ

か、同条第２項により各地方公共団体の実情に応じ、条例

で任意に追加することができることとされている。 

各地方公共団体においては、中長期的な地域の課題を

議会で議論するため、総合計画やその他の法定の計画を議
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決事件として追加するなどの取組が行われており、このよ

うな手法によって、一層議会の審議の活性化が図られるこ

とが期待される。 

また、現在法定受託事務は議会が条例により追加する

ことができる議決事件から除外されているが、第２８次地

方制度調査会においても答申されたとおり、法定受託事務

も地方公共団体の事務であることからすれば、これを議決

事件として追加できるようにすることが適当であるものと

考えられる。この点については、法定受託事務のうち議決

事件として追加することが適当でないと考えられるものに

どのような措置を講じていくべきかなどについて、検討し

ていく必要がある。 

(2) 議会の監視機能 

① 議会に経営状況の報告を要する法人の範囲の拡大 

 長の調査権の対象となる法人及び長が議会に経営状況

の報告を要する対象となる法人は、現行制度においては、

当該地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずる

ものの２分の１以上を出資している法人等とされている。 

この点については、現在、監査委員の監査が資本金等

の４分の１以上を出資している法人等にまで及んでいるこ

となどを踏まえ、議会の監視機能を高めるという観点か

ら、長の調査権の対象となる法人及び長が議会に経営状況

の報告を要する対象となる法人についても、当該地方公共
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団体が資本金等の４分の１以上を出資している法人等のう

ち、条例で定めるものにまで拡大することとすべきであ

る。 

② 住民訴訟と議会の議決による権利放棄 

 住民訴訟のうち、地方自治法第２４２条の２第１項第

４号に基づくいわゆる４号訴訟は、住民が、違法な財務会

計上の行為等を行った職員又はその相手方に対して損害賠

償又は不当利得返還の請求をすることを、当該地方公共団

体の執行機関等に求める訴訟とされている。 

近年、議会が、４号訴訟の係属中に当該訴訟で紛争の

対象となっている損害賠償請求権を放棄する議決を行い、

そのことが訴訟の結果に影響を与えることとなった事例が

いくつか見られるようになっている。 

４号訴訟で紛争の対象となっている損害賠償又は不当

利得返還の請求権を当該訴訟の係属中に放棄することは、

住民に対し裁判所への出訴を認めた住民訴訟制度の趣旨を

損なうこととなりかねない。このため、４号訴訟の係属中

は、当該訴訟で紛争の対象となっている損害賠償又は不当

利得返還の請求権の放棄を制限するような措置を講ずるべ

きである。 

③ 議会における決算の認定 

地方公共団体の決算は、毎会計年度、議会の認定に付

さなければならないこととされているが、仮に議会が決算
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を認定しない場合には、まずは、議会が、その審議等を通

じ、長の予算執行や政策遂行上の問題点等決算を認定しな

い理由を長や住民に対して明らかにするよう努めるべきで

ある。 

また、長は、議会から指摘された問題点等に関して

は、決算の審議において、その原因や善後策等を十分に説

明するとともに、決算が認定されなかった場合には、住民

に対してもその善後策等を説明するよう努めるべきであ

る。 

④ 議会の実地検査権等の監視機能 

議会の監視機能は、監査委員の監査とは異なり、住民

の代表機関といった立場から、当該地方公共団体の行政全

般にわたって果たされるべきである。 

このような見地から、議会は執行機関に対する検査

権、監査請求権や調査権等を有しているところであるが、

今後さらにこれらの権能を活用していくべきである。 

現在、議会は実地検査を行うことができず、そのよう

な必要がある場合には監査委員に対する監査請求により行

うこととされている。この点について、仮に議員選出の監

査委員を廃止するのであれば、議会に実地検査権を付与す

べきではないかとの意見や、監査委員の選任方法や構成に

ついての検討状況にかかわらず、議会に実地検査権を付与

すべきとの意見があった。これに対し、議会に実地検査権
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を付与することについては、議会の有する監査請求権や調

査権等との関係をどのように考えるのか等の課題があると

の意見もあったところである。このようなことから、議会

の実地検査権については、現在の検査権や調査権の行使の

状況等も勘案しつつ、検討していくべきである。 

 また、議会の少数者による調査権等の行使を認めるべ

きであるとの意見があったが、この点については、議会の

意思決定がなされるまでの過程において、少数者の意思を

どのように汲み上げ実現していくか、それぞれの議会で

様々な運用を工夫していくことが適当である。 

(3) 議会活動の透明性と議会事務局等 

① 議会活動の透明性 

 制度的な面だけでなく、実質的な面から議会の権能を

高めていくためには、議会が、住民の意思を十分に反映

し、充実した審議を行うことが重要である。 

そのためには、議員を選出した住民においても、議会

における議論の内容や議員の活動の実態等について、積極

的に関心を持つことが期待される。 

議会活動については、本会議のみならず、委員会等の

活動も含め、住民にわかりやすいような形で情報公開に努

めるべきである。この点については、議案に対する議員の

賛否等の議論の経過や議案の情報について、インターネッ

ト等も活用して公開していくことが求められる。 
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② 議会事務局等 

 地方公共団体の自主的な政策立案の範囲が拡大すると

ともに、その処理する事務も複雑化・高度化してきている

ことから、議会の政策形成機能や監視機能を補佐する体制

が一層重要となる。政策立案や法制的な検討、調査等に優

れた能力を有する事務局職員の育成や、議会図書室におけ

る文献・資料の充実など議会の担う機能を補佐・支援する

ための体制の整備・強化が図られるべきである。  

２ 議会制度の自由度の拡大 

 議会制度のあり方については、できる限り選択の余地を認

める方向で見直しを行うことも、議会の機能の充実・強化に資

するものであることから、以下の点について検討を行った。 

(1) 議員定数等 

 議会の議員定数については、現在、その上限を人口区分

に応じて法定しているところであるが、議会制度の自由度を

高めるため、定数の決定は各地方公共団体の自主的な判断に

完全に委ねることとし、法定上限を撤廃すべきである。この

場合において、各地方議会が議員定数を定めるに当たって

は、住民の理解を得られるものとなるよう十分に配慮すべき

である。 

なお、議会の議事定足数について緩和又は撤廃すべきで

あるとの意見があったが、一方で、議会は本来できるだけ多

くの議員が出席して十分な議論がなされることが期待される
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との意見もあり、この点については、引き続き議論を重ねて

いくことが必要である。 

(2) 議会の招集と会期 

 現行制度において、議会は、定例会と臨時会に分けら

れ、定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集し、臨時

会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集

することとされている。現在は、一年間に数回、一定の会期

を定めて定例会を開催するとともに、その会期以外において

は、必要に応じて、臨時会を開催するという形の議会運営が

一般的となっている。 

 議会運営の柔軟性を高めるとともに、議会活動の活性化

を促す見地からは、議会運営のあり方についても、より弾力

的な形態を考えていくことが求められる。 

例えば、諸外国の地方議会においては、毎週定期的に会

議を開催するなどの運営も行われている。このような議会運

営は、多様な人材が議会の議員として活動することを容易な

ものとするほか、住民にとっても傍聴の機会が拡大するな

ど、住民に身近な議会の実現に資するものと考えられる。我

が国においても、特に、基礎自治体の議会においては、この

ような柔軟な議会運営を可能とする要請は高いものと考えら

れる。 

今後一層住民に身近な議会を実現し、柔軟な議会運営を

可能とする観点から、長期間の会期を設定してその中で必要
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に応じて会議を開く方式を採用することや、現行制度との関

係や議会に関する他の諸規定との整合性に留意しつつ会期制

を前提としない方式を可能とすることなど、より弾力的な議

会の開催のあり方を促進するよう必要な措置を講じていくべ

きである。この場合、議場への出席を求められる執行機関に

ついて、その職務遂行に支障が生じないように配慮すべきで

ある。 

このような方策を活用することを通じて、議会における

議員同士の議論を行う機会を拡大させ、議会の審議の充実・

活性化につなげていくべきである。 

議会の招集権については、長のみではなく議長にも付与

すべきとの意見もあったが、この点については、平成１８年

の地方自治法の一部改正により、議長の臨時会招集請求権が

認められたところであり、この招集請求権の運用状況も見な

がら、なお引き続き検討していくべきである。 

 

３ 議会の議員に求められる役割等 

議会の機能の充実・強化に伴い、議会の議員が果たすべき

役割はますます重要なものとなっている。 

 議会が多様な民意を集約し、団体意思を決定していくため

には、地方公共団体の住民の多種多様な層から議員が選出さ

れ、議会を構成することが重要である。このことは、今後一層

議会に求められる専門性を強化することにもつながるものと考
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えられる。 

(1) 議員の役割等 

議員の主な役割は、住民の意思を把握し、これを議会に

おける審議・討論を通じて適切な形で地方公共団体の運営に

反映させることである。個別の利益の実現を図るため、行政

に不当に介入し、その公正な執行を歪めるような議員の活動

が見られるとすれば、住民の地方議会及び議員に対する信頼

を著しく損なうものであって、このような活動を厳に慎むべ

きことはいうまでもない。 

なお、議員の活動に対しては、諸外国や戦前の地方議会

に見られるように実費のみ支給し、原則として無報酬である

べきとの意見がある一方、現在我が国の地方議会が有する権

能、求められる役割の大きさ等からすると、一定水準の議員

報酬は保障されるべきとの意見もあったところである。 

(2) 勤労者等の立候補や議員活動を容易にするための環境整

備 

 現在、議会の運営としては、会期を一定期間に定め、平

日昼間に集中して会議等を開催する例が一般的である。平日

の朝から夕方にかけて仕事に従事している勤労者が議員とし

て活動することを容易にするため、例えば、夜間、休日等に

議会を開催するなどの運用上の工夫を図ることが考えられ

る。 

また、勤労者について、立候補を容易にするため、これ
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に伴う休暇を保障する制度や、議員活動を行うための休職制

度、議員の任期満了後の復職制度等を導入することなどが考

えられる。この点については、我が国における労働法制のあ

り方やその背景となる勤労者の意識、勤務実態等にも関わる

課題であることから、まずは、議会の活動を社会全体で支え

るべきであるという意識の醸成に努めつつ検討していくべき

である。 

議員の構成については、女性の議員が男性の議員に比べ

て割合が低く、偏りが見られることから、議会の運営上の工

夫を含め、女性の議員をさらに増やすための方策について、

諸外国の取組などを参考としつつ検討すべきである。 

公務員については、現行制度において、職務専念義務が

課せられ、また、公務の中立性の観点からその政治的行為が

制限されているほか、公職への立候補の制限、地方公務員に

ついては地方議会の議員との兼職の禁止等の規制がされてい

る。 

公務員が地方議会の議員として活動することは、行政分

野に通じた人材が議員として活動することとなり、有益な面

があることから、公職への立候補制限の緩和や、地方公務員

と当該地方公務員が所属する地方公共団体以外の団体の議会

の議員との兼職禁止の緩和などの方策が必要ではないかとの

意見がある。 

この点については、公務員が政治的活動と密接不可分で
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ある議員活動を行うことについての社会的な理解が得られる

ことが前提となることから、公務員の職務の公正な執行や職

務専念義務のあり方等にも配慮しつつ、前記のような休暇制

度、休職・復職制度等の導入に関する検討と併せて、引き続

き検討の課題としていくべきである。 

(3) 議員の位置付け 

 議員の活動は、議会における審議・討論にとどまるもの

ではなく、政策形成のための調査研究活動や住民の意思を把

握するための諸活動等、広範にわたることから、議員の位置

付けやその職責・職務を法制化すべきであるとの意見があ

る。 

この点については、今後の地方分権の進展や議会機能の

充実・強化に伴う議員の活動の実態を踏まえ、政治活動と公

務との関係、議員の活動についての住民への説明責任のあり

方、職責・職務の法制化に伴う法的効果等を勘案しつつ、引

き続き検討することが必要である。 
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